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午前１０時００分開会 

○伊藤のぶゆき委員長 皆さんおはようございます。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  委員の皆様に申し上げます。 

  会議規則第６８条の規定により、西の原ゆま委

員外２名から、第５号議案 令和８年度足立区一

般会計予算について、既にタブレットに載せてい

るとおり、修正案の提出がありました。したがい

まして、本日より区長提案の原案と修正案を併せ

て審査いたします。 

  昨日に引き続き、第５号議案の予算総則第１条

中、歳入全部並びに歳出第１款議会費から歳出第

３款民生費、歳出第５款環境衛生費及び修正案に

ついて質疑を行います。 

  最初に、公明党から質疑があります。 

○佐々木まさひこ委員 おはようございます。 

  公明党５０分いただいておりますけれども、前

半の２５分担当させていただきます公明党の佐々

木まさひこです。よろしくお願いいたします。 

  アメリカ、イスラエルによるイランへの攻撃が

突然始まりまして、事実上のホルムズ海峡の封鎖

が行われております。石油備蓄は２５４日分ある

ということですが、液化天然ガス、ＬＮＧの備蓄

は３週間程度しかないという報道もあります。 

  今後、この事態が長引いた場合、ガソリン高騰

など区民生活への影響が考えられ、今後の動向次

第とはなりますけれども、仮に区民へ大きな影響

が生じた場合、補正予算を組むなど、機動的な財

政出動が必要となることもあるかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○財政課長 非常に昨日からのニュース、非常に気

になっているところでございます。佐々木委員お

っしゃるとおり、区民に影響が出ることも想定さ

れますので、補正予算も機動的に対応していける

ように準備を整えてまいりたいと考えてございま

す。 

○佐々木まさひこ委員 では、どうぞよろしく。 

  一日も早く終息することを願うばかりでござい

ますが、よろしくお願いいたします。 

  多くの区民は平穏な日々が続くことを願ってお

られるわけですけれども、それを一瞬にして断ち

切るのは、戦争ということ、一つあると思います。 

  もう一つは何でしょうか。江東５区広域シンポ

ジウムに出ておられました工藤副区長、いかがで

ございますか。 

○副区長 やっぱり話合いによる平和的な解決だと

思います。 

○佐々木まさひこ委員 あともう一つ。 

○副区長 ごめんなさい。災害だと思います。 

○佐々木まさひこ委員 ありがとうございます、す

みません。 

  ふだん区政に興味も関心もないという方でも、

いざ大災害が発生した場合、足立区が何をしてく

れるのか、更に自分の命をどう守るべきか、全く

無関心という方はいらっしゃらないというふうに

思います。 

  私は、初当選、４期目になりますけれども、１

５年前です、すぐに一般質問をさせていただいた

ときのテーマは、災害対策と区民の健康というテ

ーマでございました。その質問の中で、町会で実

施する避難所の運営訓練等の支援を区として力を

入れるべきという質問をして、１５年前から避難

所運営訓練の訓練風景はあまり変わってないなと

いう印象があります。 

  １日に江東５区の広域シンポジウム行われまし

たけれども、それに参加させていただいて、片田

敏孝教授は、行政が全力で取り組むことを前提と

しながらも、住民主体の防災対策に転換していく

必要性を強調されておられました。 

  これに対して、足立区としてはどういったこと

を取り組むというふうに発表されておられました

でしょうか。 

○副区長 やはり具体的に避難する場所を確保して

いくことが重要だということで、今江東５区をは
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じめとする荒川ですとか利根川の流域の団体との

協定ですとか、あと、足立区としては個別につく

ばエクスプレスの先の守谷市との協定ですとか、

荒川の上流の秩父市との協定ですとか、そういっ

た具体的な避難所の協定を結んでいくことが重要

だということで私発表させていただきました。 

○佐々木まさひこ委員 住民主体ということで、長

いタームでの取組にはなると思いますけれども、

子どもたちへの防災教育、これも片田教授が東北

で「津波てんでんこ」というような形で、逃げろ

ということを徹底して教え込んだ、そのことによ

って大人も一緒に逃げたというようなことがあり

ました。その教育も、これからしっかり取り組む

のだということも発表されておられましたね。 

○副区長 今既に、秩父地域の森林保全ということ

で３００万円、森林保全のために区が支出して、

その見返りというかお礼として鉛筆を実は頂いて

ます。それが小学校５年生全員に配布を、区の小

学校全員に配布をしまして、その中で社会科の教

育の中で、河川の上流の環境整備があって私たち

が守られている、河川が守られているということ

を発表させていただくのと、それから、今既に今

年５か所の小学校、中学校でそういった防災の教

育を行ってるのですけれども、そういったことも

これから是非重視してやっていきたいというお話

をさせていただきました。 

○佐々木まさひこ委員 品川区なのですけれども、

いわゆるいろいろな団体、区役所、地域の防災協

議会、消防署、消防団、警察署、連携しながら地

区単位で品川区の総合防災訓練というのをやって

るのですけれども、これも一方訓練の担い手とか

参加者の高齢化が課題となっていた。 

  そこで、品川区はロフトワークというイベント

会社と連携しながら、区内の公園など様々な場所

で行われる総合防災訓練の機会と場を捉えて、防

災への関心が薄い若い家族世帯、この参加をしっ

かり取り組んでいこうということで、プログラム

をデザインしたそうなのです。ホームページを見

ると、防災ダンスや防災ゲームなど楽しんで取組

できることが満載でした。 

  足立区でもＡ―フェスタで防災チャンバラとか

防災ヒーロー入団試験など楽しんで防災を学ぶコ

ーナーやってますけれども、いわゆる町会・自治

会まで広げてそこをやってるわけではありません。 

  しかし、こういった取組、町会・自治会に紹介

して取り組んでもらってはどうかと私も一般質問

したのですけれども、町会に負担になるからとい

って否定的な答弁が返ってまいりました。 

  いつも思うのは、地域のちから推進部では町

会・自治会の加入率が下がって運営役員の高齢化

も課題だというふうに思ってますよね。 

○地域のちから推進部長 おっしゃるとおり課題だ

と思っております。 

○佐々木まさひこ委員 このような課題に対して、

品川区のように防災という切り口で区民の特に若

い層へのアプローチをしていく、これは地域のち

から推進部もそうだし、危機管理部もそうだし、

こういうのは省庁横断的に横串を刺しながら、や

っぱりこういう取組を進めていくべきだと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○区長 先日、城東の総合型地域クラブが主催で★

★の城東地区の６校の小学校の大会がございまし

た。ＰＴＡのお父さんたちはソフトボールでつな

がってるというお話も伺ってますので、スポーツ

だけでなく、そうしたスポーツ的な要素を取り入

れた防災のイベントということになりますと、Ｐ

ＴＡの方にもアピールできるのかなというふうに

思いますので、必ずしも主体が町会・自治会とい

うことではなく、関わっていただく方を広げてい

くためにも、例えば商店街でできないかですとか、

そうしたことを模索し、まずは、お話のありまし

た品川区のイベントに職員派遣しまして、どのよ

うな状況なのか確認させていただいて、足立区な

りに対策を講じてまいります。 
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○佐々木まさひこ委員 ありがとうございます。 

  町会・自治会だけじゃない、あらゆる様々なＰ

ＴＡから、商店街から様々含んで取り組んでいく

というふうに区長言っていただきましたので、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、足立区地域防災計画（震災編）令和

７年度修正版に関してお伺いをいたしますが、４

２３ページには災害対策本部長は超急性期発災後

６時間から７２時間において、災害拠点連携病院、

具体的にはどこになりますでしょうか。 

○災害対策課長 連携病院ですと、今回７か所ござ

いますので、東和病院、等潤病院、綾瀬循環器、

苑田第三、いずみ記念、柳原、愛里の７か所でご

ざいます。 

○佐々木まさひこ委員 それでは、災害拠点病院、

ここはどこになりますでしょうか。 

○災害対策課長 拠点病院４か所でございまして、

こちら苑田第一病院、博慈会、西新井、あと女子

医の４か所でございます。 

○佐々木まさひこ委員 災害拠点中核病院として東

京女子医大足立医療センター、これは区東北部、

足立、葛飾、荒川の区東北部医療圏の中心拠点と

いうふうになります。 

  これらの病院の近接地等に主に傷病者のトリア

ージを行うための緊急医療救護所を設置すること

になっておりますが、これ緊急医療救護所、１９

か所から１か所減りましたですか。 

  あらましの６９ページに緊急医療救護所の協定

解除という記載があったのですけれども、これは。 

○衛生部長 梅田病院が救急の取扱いをやめたこと

から、１か所減っていると思います。 

○佐々木まさひこ委員 そういうことですか。分か

りました。 

  当然のことながら災害拠点病院、災害連携病院、

緊急医療救護所を設置することになっています。

女子医大足立医療センターには、どのように緊急

医療救護所を設置するのか、女子医大の敷地内な

のか、それとも江北平成公園という話もあるので

すけれども、どちらでしょう。 

○災害対策課長 女子医大さんの方で実際に訓練な

どもやっていただいているのですけれども、その

際には女子医の敷地内で緊急医療救護所を設置す

るような訓練をしていただいてるところでござい

ます。 

○佐々木まさひこ委員 そうですね、発災後は多く

の負傷者が、足立医療センター、とにかく救急の

ある病院へと区民の皆さんお考えになりますから、

そこを目指して、歩ける人はそうやって、それか

ら歩けない人は車でというような形で手当を求め

に来ることもあります。 

  三次救急、二次救急の機能を保つためには、こ

のトリアージというのは極めて大切なことになる

わけですが、では、この１８の医療救護所の応援

体制というのはどうなってるのかなというふうに

思うのですね。特に発災直後というのは、超急性

期は人手が幾らあっても足りないというふうに思

うのです。 

  これは、葛飾区のポスターなのです。葛飾区内

を四つのブロックに分けて、そして、どこにそう

いう緊急医療救護所がある、そして、トリアージ

をしますよ、軽症者の対応をしますよ、そして搬

送、重症であれば搬送しますよということを明確

に書いて、だから、いわゆる診療所にはこういっ

たポスターを貼ってあるところもあります。 

  葛飾区では、医療救護所については、特に診療

所等は、地域防災計画に基づいて、医療救護所等

において医療救護活動に当たることになっている

のです。ただし、緊急告示医療機関と透析医療機

関と産婦人科と有床診療所又は専門性を有する診

療所などは原則として診療を継続することになっ

ている。そのほかの診療所さんは、その近くの緊

急医療救護所へ応援に駆けつける体制になってる

のですけれども、足立区の場合はどうなっている

のでしょうか。 
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○衛生管理課長 足立区の場合ですけれども、ほぼ

同じ内容でして、医療コーディネーターの先生、

区内に６人、保健所長も含めてですが６人いらっ

しゃいまして、そこで調整が掛かりまして、近く

の緊急医療救護所への応援に駆けつけるというこ

とになっております。 

○佐々木まさひこ委員 それが、地域防にはちゃん

と書かれてないのですよ。ちゃんと書かれてない。

そして、それを区民にちゃんとお知らせしてない。

だから、区民の皆様はどこへ行けばいいのかが分

からないというようなこともありますので、それ

は医師会ときちっと話合いの上、そういう周知、

こういうポスターを作るのもいいし、ホームペー

ジに掲示するのもいいし、そういったことをしっ

かりと進めていっていただきたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○衛生管理課長 佐々木委員おっしゃるとおりだと

思っております。 

  今、地域防災計画、改定進んでいると思います

が、その後、それに併せて部別行動計画の方、衛

生部、医療部として、またそこも改定させていた

だきたいと思いますので、検討させていただきた

いと思います。 

○佐々木まさひこ委員 こういう課題というのは衛

生部だったり、危機管理部だったり、地域防に関

しても、ちょっとこれもやっぱりちゃんと横串刺

して、誰がグリップされるのか分かりませんけれ

ども、そういったことをきちっと定めて進めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  次に、災害時トイレ確保管理計画についてお伺

いをいたしますけれども、区は災害時でも利用で

きるトイレを徒歩５分圏、半径２５０ｍ以内から

外れるエリアを把握し、その空白を埋めていくと

していますけれども、トイレの空白地域を埋めて

いくというその意味、意味合い、そして理由は何

か、お教えいただけますでしょうか。 

○防災戦略課長 トイレの空白エリアにつきまして

は、東京都のトイレ防災マスタープランに記載が

ありまして、断水等により自宅の水洗トイレが使

えなくなった場合、これを理由に避難所へ避難し

てしまう方々が一定数いるとのことで、半径２５

０ｍ以内、徒歩５分圏内に、災害時に使用できる

トイレを配置することになっております。 

○佐々木まさひこ委員 その２５０ｍ、半径２５０

ｍ、直径５００ｍの範囲内に、住民はどのぐらい

いますか。いいです。かなりいますよね。そこに

１個あってどうなのだろうなというところと、ト

イレは人のいるところに配置しなければ意味はな

いのではないだろうかなという、これは災害・オ

ウム対策の委員会でも申し上げましたけれど、人

のいるところに重点的に配備するべきではないか。

特に初動の本当に３日ぐらいだったら、あそこに

トイレがあるからあそこへ行こうというふうにな

るかもしれませんけれども、これが日常になって

くると、もうそれこそそんなに離れてるところに

日常的にトイレに行くのは苦痛ですよね、そうい

う面では。 

  だから、配備すべきは避難所、又は車中泊して

るようなところ、それから在宅避難している自宅

ですよね。そこにきちっと簡易トイレなりが整備

されていることが非常に大事だというふうに私は

思います。 

  この間、質問をさせていただきましたけれども、

在宅避難者に関しては、避難所運営訓練とか防災

フェアとか防火防災キャンペーンとか新年賀詞交

歓会でも配りましたということなのですけれども、

でも啓発してるとは言うのですが、ただ、トイレ

の備蓄度合い、簡易トイレの備蓄度合いというの

はどの程度ですかね。 

○防災戦略課長 トイレ、便袋ですね。便袋の現在

の備蓄数ですが、２月現在で１０６万枚になりま

す。 

○佐々木まさひこ委員 区はそれだけ持ってる。で



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５  

 

も、それは１０６万枚ですよね。７０万区民に対

して１０６万枚。区民がある程度備蓄してもらわ

なきゃいけないわけですよ。避難所にこの簡易ト

イレ、行って、下さいと言えばもらえるわけです

よね。近藤区長が大きくうなずいていただきまし

たので。 

  自治体によっては、町会単位で簡易トイレの購

入を呼び掛けて、まとめて購入して購入者に配布

しているような自治体、ほかの自治体ですけれど

も、そういうところもありますし、町会でまとめ

て購入して備蓄したいということの要望とかあり

ませんか。そういうのはないですか。 

○防災戦略課長 地元とお話をさせていただく中で、

今のところそういった話はいただいてはおりませ

ん。 

○区長 まず避難所に避難してきていらっしゃる方

以外の、いわゆる在宅で避難されている方に対し

てもトイレを配れるように、その分の備蓄も考え

ていくということでございますけれども、なるべ

く分散という意味では、町会の会館等がある場所

については備蓄していただくということも非常に

重要かと思いますので、要望があるなしにかかわ

らず、そういう余裕があるのかどうか確認しなが

ら、新年度予算の中に入ってございませんけれど

も、まずは町会・自治会のお考えを伺って、そう

いう方向でできる限り進めていきたいと考えてお

ります。そういう方向というのは、各町会・自治

会に備蓄していただく方向。 

○佐々木まさひこ委員 ありがとうございます。そ

ういう方向性非常に大事だというふうに思います

ので、よろしくお願いをしたいというふうに思い

ます。 

  それでは、地域防災計画改訂版７５ページで、

避難所の受付ＤＸ化の手法について検討を進める

という記載がございましたけれども、この件に関

して、昨年１２月第４回定例会で、私の代表質問

で早急に進めるべきというふうに質問いたしまし

たけれども、まずは防災ＤＸ、サービスマップや

他自治体の事例、調査研究を進めてまいりますと

いう御答弁でございまして、いつまで調査研究す

るのかなと。そのうち災害が来るよということな

のですけれども、このＤＸ化についてのスケジュ

ールはどのようになっておりますでしょうか。 

○防災戦略課長 受付システムの導入をしている２

３区内の区は渋谷と杉並と豊島、３区あります。

令和８年度に導入を予定しているのが品川、大田、

江戸川の３区です。 

  こちらの６区の受付システムをちょっと調査し

ますと、インターネット回線につながってないと

動かないものなのです。実際発災すると、インタ

ーネット回線が途切れる場合もありますので、

我々今インターネット回線が途切れた場合でも、

一次避難所の中だけで、いわゆるローカル接続で

動くような新製品も今出てきておりますので、そ

ういったところも研究しながら導入の検討を進め

ていきたいというふうに考えております。 

○災害対策課長 導入のスケジュールということで

ございましたので、まずは令和９年度までにＤＰ

Ｃを各学校に入れて、通信環境を確保するための

タブレットですとか蓄電池入れていきます。 

  それと同時並行して、避難所受付システムにつ

いても、今様々なもの出ておりますので、研究検

討を進めているといった状況でございます。 

○佐々木まさひこ委員 そうですね、今おっしゃっ

たように技術革新が進んでますので、例えば４定

で質問した際にはらくらく避難所くんというシス

テムを念頭に置いて質問したのですけれども、こ

のシステムの場合はマイナンバーカードの暗証番

号は要らない、運転免許証を提示してもらい、そ

れをデジタル機器でスピーディーに読み取ってい

ける。 

  それから、ＬＧＷＡＮ、総合行政ネットワーク

も接続ができるので、セキュリティ上も安心とい

うようなこともあります。 
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  そういった意味では非常に使い勝手は年々よく

なってる。どこかで決断しなきゃいけないわけで

すから、令和９年度ということでございますが、

そういったことも含めて、是非検討を進めていっ

ていただきたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、令和６年度能登半島地震において災

害対応経験がある応援職員のノウハウの活用が有

効であったことから、罹災証明書事務に関するマ

ネジメント業務の経験を有し、発災時に被災市町

村に対し必要な助言等を行う地方自治体の職員を

新たに罹災証明コーディネーターとして内閣府が

登録することとされました。 

  これにより、被災市町村は、希望する場合、罹

災証明書コーディネーターの派遣を要請でき、罹

災証明書の交付や被害認定調査の実施を円滑に進

めることができます。 

  足立区では、罹災証明コーディネーターに登録

した職員はおりますでしょうか。 

○地域調整課長 現在のところ、そこに登録してい

る職員はございません。 

○佐々木まさひこ委員 今後、被災地域に派遣して

養成するつもりはありますでしょうか。 

○地域調整課長 要件を見ますと、実際にその経験

ですとか、罹災証明の経験ですとか知見を有する

ものというふうになっておりますので、なかなか

足立区におきましては該当者が少ないというふう

には思っております。 

  また要件に合う職員がいまして、あと本人の希

望、そういったものがあればそういったことも検

討していきたいというふうに思っております。 

○佐々木まさひこ委員 また、令和６年能登半島地

震では、住家内部の被害が大きい場合でも、一次

調査、外観調査を経た上で二次調査、外観それか

ら内部調査に進むために判定に時間を要して公的

支援の申請が遅れが生じるケースがあるとの指摘

がありました。 

  このため、市町村の判断により一次調査を省略

可能とするなど、調査の効率化のためのフローの

改善を図るほか、一次調査時点で簡易に半壊と判

定できる基準を新たに策定し、迅速な公的支援に

つながるとしております。 

  調査フローの改定や従事する職員への周知は済

んでおりますでしょうか。 

○地域調整課長 現在におきまして調査フローの改

定というところまでは至っておりません。 

  今回、罹災証明コーディネーターのお話いただ

きましたので、その制度の内容を確認して、まず

は検討していきたいというふうに考えております。 

○佐々木まさひこ委員 あと１分になりましたので、

あと１分の質問をさせていただきます。 

  私は、昨年第４回定例会で近年ＡＩ技術を取り

入れた画像分析が進み、映像の監視の手間を大幅

に省力化することができるようになっており、こ

ういった技術で多くの防犯カメラを防犯対策に有

効活用することができる、例えば火災時の煙や炎

を検知して通知するなどの機能を持たせてはどう

か。また、繁華街などの客引き行為に対してＡＩ

で画像判断して、カメラに設置したスピーカーか

ら警告を発するなどの工夫もできると思うが、併

せ伺うと質問し、あらまし３４ページに、スピー

カー搭載ＡＩカメラ設置委託を２，７４２万３，

０００円で実施するとしていますが、これは主に

どの地域で実施する予定で、効果検証はどのよう

に行うのかをお伺いいたします。 

○危機管理課長 スピーカー搭載付きのＡＩカメラ

につきましては、客引き禁止区域の北千住駅区域

でまずは実証実験をしていきたいと思っておりま

す。 

  その中で、スピーカー搭載のＡＩカメラについ

ては客引きの地域でございまして、それ以外はＡ

Ｉカメラの設置を災害カメラの更新の際に取り入

れていきたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 ありがとうございました。
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交代します。 

○さの智恵子委員 皆様おはようございます。さの

智恵子でございます。後半２５分間、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

  令和８年度も区では災害対策に重点を置いて取

り組んでいます。その中で、地域防災力を高める

ために、防災士取得費用助成をしておりますが、

今年度、何人の方に助成されたのか伺います。 

○災害対策課長 今年度は６５名の方に助成をさせ

ていただきまして、うち５７名の方が合格してご

ざいます。 

○さの智恵子委員 ５７名の方が合格ということで

すが、そのうち女性の方が何名で、また取得者の

おおよその平均年齢について分かりますでしょう

か。 

○災害対策課長 合格された５７名のうち女性につ

きまして１８名でございますので、おおよそ３割

程度でございます。 

  平均年齢につきましては、おおよそ５７歳ぐら

いでございます。 

○さの智恵子委員 ５７歳、本当に地域でも仕事で

も働き盛りという方たちでございますが、これか

らは若い力も必要と考えます。 

  先日、区と災害協定を結んでいて、防災士の取

得にも大変力を入れております足立工科高校の校

長にお話を聞いてまいりました。この高校では、

暮らしに役立つことのできる人材の育成に力を入

れていくとして、来年度は東京都の安全教育推進

校に応募し、東京都で小中高合わせて１２校の中

に選ばれ、今年度は災害安全教育に取り組むとの

ことでした。 

  校長が目指すのは北豊島工科高校で、この高校

には都市防災課があり、全生徒が防災士取得に向

け、体育館に★★を並べ講習を行うなど、学校を

挙げて取り組んでいるそうです。 

  校長は、本校でも学年全員から防災士取得の希

望者を募り同じように取り組みたい、また、現在

東京都に要望しているそうです。できれば、足立

区にも支援をしていただけたらありがたいと言わ

れていました。 

  今後、高校生をはじめ、若い世代へ防災士資格

取得の助成をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○災害対策課長 防災士の資格取得助成につきまし

ては、今年度から、これまで町会推薦のみだった

ものを１８歳以上の区民の方という形で拡充させ

ていただきました。 

  高校生に対しても補助をしてはいかがかという

御質問かと思いますけれども、我々補助を差し上

げてそれを取っていただいたら、どのように区の

方に生かしていただけるのかということが重要か

と思っておりますので、その辺りの整理が付けば

そういった形も可能かと思いますので、検討はさ

せていただきたいというふうに思います。 

○さの智恵子委員 また、足立区が誇る中学生消火

隊、消火訓練や総合防災訓練等でも活躍をしてく

ださっております。 

  現在、全区立、また私立中学校３７校で合わせ

て何人か伺います。 

○災害対策課長 今年度につきましては、２７２人

でございます。 

○さの智恵子委員 毎年、本所防災館などの研修も

実施しておりますが、今年度は何校、何人が参加

をされましたでしょうか。 

○災害対策課長 全３７校のうち、御参加いただい

たのは１０校で８８名でございます。 

○さの智恵子委員 参加は学校単位の応募になって

おります。行きたい生徒がいても、学校の事情で

参加できない場合も考えられます。また、引率す

る教員の負担軽減のためにも、個人申込みにして

はどうか、伺います。 

○災害対策課長 先ほど御答弁申し上げましたよう

に、大体３分の１の参加にとどまっているような

状況でございます。 
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  できればやはり多くの子どもたちに、生徒さん

に参加していただきたいという思いはありますけ

れども、やはり個人参加になりますと、その子ど

もたちの安全管理であったりですとか、そういっ

た事故があったときにどうするのか、様々課題は

あろうかとは思いますけれども、この部分も、ど

うすれば参加が増やせるのかという形で検討させ

ていただければというふうに思います。 

○さの智恵子委員 場合によっては待ち合わせ場所

まで保護者が引率する等も、是非その辺も工夫も

お願いいたします。 

  また、昨年表彰制度についても改善を要望しま

した。こちらの中学生消火隊、発隊から時間もた

っておりますので、今後の活動や表彰制度等につ

いて、中学生消火隊や学校等にアンケートを実施

するなどして、当事者の意見を聞いてはいかがで

しょうか。 

○災害対策課長 中学生消火隊の活動自体も、ここ

のところ、コロナ禍以後、研修にとどまっている

部分もございます。かつては訓練的なこともかな

りやっていただいたというところもありますので、

実際どうなのかというところで現状を把握するの

は重要かと思いますので、アンケートなどを通じ

て、今後の活動の見直しにつなげていければとい

うふうに思っております。 

○さの智恵子委員 よろしくお願いいたします。 

  また、以前から要望もしておりますが、中学生

消火隊を経験などした高校生や若い世代が緩やか

につながり、区と連携し、防災に関わっていただ

けることは大変重要と思います。 

  今後、足立区ジュニア防災リーダーの仕組みつ

くりをお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○災害対策課長 先ほど御提案いただきました高校

生の資格取得助成とも関わってまいりますけれど

も、どういった形で区に力を貸していただけるの

かというところは、併せて検討させていただけれ

ばというふうに思います。 

○さの智恵子委員 また、防犯対策として、自転車

盗難対策における高校生向けスマートロック事業

を来年度実施予定で、予算額は約２，０００万円

です。どのようなスキームで実施するか伺います。 

○危機管理課長 高校生、区内の都立高校９校ござ

います。３年前から「自転車カギかけありがとう

キャンペーン」、御協力いただいておりますので、

引き続き、生徒指導部の先生方の御協力いただき

ながら啓発してまいりたいと考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  こちらはアプリを使用して簡単に開錠できるス

マートロックは、防犯グッズの助成金の対象にな

っておりまして、大変好評とも聞いております。

３年間で何件の申請があったか伺います。 

○危機管理課長 ３年間で２６件でございます。 

○さの智恵子委員 ２６件、そうですか、分かりま

した。 

  来年度は、この防犯グッズのメニューからなく

なっておりますが、どのような理由からか伺いま

す。 

○危機管理課長 申請件数が非常に少ないというと

ころと、あと、東京都の補助金の絡みがありまし

てちょっと自転車盗対策につきましては補助金が

ないというところで、今回につきましては、当初

予算の中では削除したというところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  今年は高校生が約４５０名ぐらい参加をするこ

ともあり、その周りの方にも周知が進むと考えま

す。今後、できれば、この刑法犯認知件数減少の

ためにも、是非メニューに復活も御検討をお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○危機管理課長 様々な区民の皆様方の意見を聞き

ながら、庁内で検討してまいりたいと考えており

ます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  昨年の一般質問で、サードプレイスについて質
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問をさせていただきました。区では昨年、居場所

をテーマにアダチ若者会議が５回開催されました。 

  先日、各回の実施結果をお聞きをいたしました。

その中で、ある生徒の意見で、私たちの出した意

見が一つでも通るといいと思ったというようなお

声もございました。今回の会議の中で、様々な意

見を受けて、今後どのような居場所づくりを進め

ていくのか伺います。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 いただいた

意見からは、例えば１人で勉強する場所が欲しい

ですとか、友達と自由におしゃべりをしたい、す

ることができる場所が欲しいとか、そういったよ

うな意見ですとか、あとはハードについてはＷｉ

－Ｆｉですとか電源等、いろいろの御意見を頂戴

しております。 

  そういった御意見の中ですぐに実現できるもの

と、あとなかなか実現までちょっと時間が掛かる

ものありますので、そこをちょっと年度中に整理

して、来年度に向けて、どういった形で進められ

るかというのを検討したいというふうに考えてお

ります。 

○さの智恵子委員 分かりました。新田地域学習セ

ンターでの若者会議で、実際に話を終わった後に、

フリースペースを見て利用の有無を聞いたところ、

全員が利用したくないと回答していて、大変びっ

くりしました。この結果をどのように受け止めら

れましたでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 今回、実際に

地域学習センター、現場に連れていってその場で

今回会議を実施したというところで、実際この場

所を使いたいかどうかという趣旨で聞いてきまし

た。 

  そのときに、例えば今聞いた子たちについては、

近くに例えばフードコートがあったりとか、カラ

オケボックスがあったりとか、今の生活圏の中で

十分居場所としての目的が達成されているという

ところから、そういった、今、追加でこういう施

設を新たに使用するということは想定されていな

いというような感じで答えてくださったのかなと

いうふうに認識しております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  また、意見の中で多くありました、お菓子、パ

ンなどの自動販売機をというのがございまして、

今後、この施設の設置を是非検討をお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○地域文化課長 生涯学習支援課長兼ねております

ので、私の方からお答えします。 

  令和３年度に学びピアの方で１回入札をした経

験があるのですけれども、不調になってしまった

ということがあります。 

  ただ、今、学習センターでも居場所の機能拡充

しておりますので、パンやお菓子の販売のニーズ

はございますので、事業者等もヒアリングをしな

がら、実施に向けて検討していきたいと考えてお

ります。 

○さの智恵子委員 お願いいたします。 

  また、現在区では庁舎アトリウムをはじめ、地

域学習センターなどの施設で居場所の提供をして

おりますが、中高生の利用状況について伺います。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 私からはア

トリウムの利用状況についてお答えさせていただ

きたいと思います。 

  今アトリウムのフリースペースにつきましては、

どなたでも自由に利用できるといったところのス

ペースということで運用しております。 

  したがいまして、具体的な利用人数までは、す

みません、ちょっと把握しておりませんけれども、

近隣の高校等にはチラシ等で御案内をさせていた

だいておりますので、ちょっと私見になりますけ

れども、帰りとか見にいった感じでは、ちらほら

使用は、高校生中心ですけれども、御利用いただ

いているところはあるのかなというふうに認識し

てます。 

○地域文化課長 学習センターのフリースペースで
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ございますが、中高生たくさん御利用いただいて

おります。特にテスト前であるとか、受験前に関

しては、もうほぼ満席という状況でございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  夏休みの居場所も含め、高校生の利用は若干少

ないかなという状況です。その理由の一つとして、

高校生に情報が届いていないと感じます。今後は

ＬＩＮＥ、アプリを活用して、定期的な発信もお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 我々も若者

に情報を届ける難しさというのは事業を日々実行

する中で感じているところでございます。若者に

ついて、どういった形で情報発信すると情報が届

くのかというところについては、先生おっしゃる

ように、ＬＩＮＥも一つの手段なのかなと考えて

おりますので、情報の発信については報道広報課

等とも連携しながら進めてまいりたいというふう

に考えております。 

○さの智恵子委員 先日、足校の校長先生に、スマ

ートロック事業を実施する生徒に、このＬＩＮＥ

登録もお願いできないかという質問もしてまいり

ました。チラシがあれば一緒に生徒に説明し、そ

の場でＬＩＮＥの登録もしてくださるというお話

もございましたので、是非、ＬＩＮＥ、アプリの

登録者を増やす取組もお願いしたいと思います。 

  先ほど夏休みにたくさんの生徒たちが居場所と

して活用しているというお話がございました。今

後も子どもたちがいつでも利用できるよう、通年

を通しての実施をお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○地域文化課長 ３月の区民委員会にちょっと報告

間に合わなかったのですが、事業者の方と来年度

の事業計画を検討する中で、通年で学習スペース

を空き室活用として利用できるような形で進めて

いきたいという方向でまとまりましたので、また

実施する際には、議会にも情報連絡をしながら、

通年での利用に関しても進めていきたいと考えて

おります。 

○さの智恵子委員 ありがとうございます。是非生

徒の皆さんたちにも周知をよろしくお願いいたし

ます。 

  現在、女性の健康週間です。乳がん検診、子宮

頸がん検診は早期発見、早期治療のために大切で

す。今年度の受診率は、前年度と比べてどのよう

な状況でしょうか。 

○データヘルス推進課長 乳がん検診、子宮がん検

診につきましては、２年に１回の受診のため母数

が変わり一概には言えないのですが、令和６年度

までの受診率ベースでは微増傾向で推移している

ところでございます。 

○さの智恵子委員 微増ということで大変うれしい

方向です。また、受診率向上に向けて日曜日の受

診体制を要望し、今年も１月、２月に、昨年より

も拡充して開催をしていただきました。受診状況

について教えてください。 

○データヘルス推進課長 昨年度モデル実施のとき

は受診者４４名ということだったのですが、今年

度は受診者１５８名と約３．６倍に増えました。 

  一方、医療機関によってかなり申込みの偏りが

ありまして、枠が全て早いうちに埋まったところ

もあれば１割も埋まらない医療機関もありました。

そこは課題だと考えています。 

  今年度は３８９枠、受入れ枠用意したのが、実

際に受診者は１５８名でございました。 

○さの智恵子委員 分かりました。来年以降の継続

をお願いするとともに、また情報がしっかり届く

ような、更なる周知もお願いをしたいと思います。 

  また、令和８年度東京都では、乳がん検診、子

宮頸がん検診の受診者に健康グッズや東京アプリ

でのポイント付与を実施すると聞いております。 

  このようなインセンティブは、受診の追い風に

もなると考えます。これまで受診されなかった方

にも届く周知啓発をお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
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○データヘルス推進課長 東京都の来年度事業のこ

とは承知しております。これも、区民の皆さんに

しっかりそういう周知を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○さの智恵子委員 お願いいたします。 

  また、我が党の要望によりアピアランスケアの

助成金を３万円から１０万円へ拡充をしていただ

き、大変喜ばれております。昨日、１０月からの

申請数は、長井委員の質問の中で、昨年の約倍に

増えているといううれしい報告でした。 

  昨年、美容組合でウィッグ会社の美容師を招い

て、アピアランスケアの研修会を実施をされまし

た。その際に、私の方から助成金について、チラ

シや申請書類等をお渡ししながら説明もさせてい

ただきました。がんに罹患された場合、通ってい

る美容師の方に相談することも多いと思います。 

  以前から要望しておりますが、今後、美容師組

合等と連携し、研修会等の開催をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○データヘルス推進課長 それにつきましても、お

話を今準備を進めているところでありまして、３

月下旬の方に、理容組合及び美容組合を対象にし

た講演会等を行う予定で準備を進めているところ

でございます。 

○さの智恵子委員 ありがとうございます。 

  また、その研修会でお話をした美容師の方から

連絡をいただき、補助金を購入後どのぐらいで還

付されるのかと問合せがありました。聞けば、お

客さんが抗がん剤の治療で脱毛し、ウィッグを選

んでいたところ、治療費が高額でウィッグまでは

買えないと悲しそうにされていたというお話でし

た。 

  現在、福祉部の応急小口資金貸付では、治療費

が払えない場合にも利用できたかと思いますが、

条件や金額について伺います。 

○福祉管理課長 物の条件ございますが、貸付上限

３０万円ということで、あといろいろ連帯保証人

を付けるとか、収入があるとかいろいろ条件がご

ざいますが、そんなような状況でございます。 

○さの智恵子委員 今後、治療の影響で必要になる、

このアピアランスケアでも使えるように、条件の

緩和をお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○福祉管理課長 これまで、そのような内容の御相

談をいただいた実績はございませんが、今後、応

急小口資金の貸付けの対象にしてまいりたいと考

えてます。 

○さの智恵子委員 早速伝えさせていただきます。

ありがとうございます。 

  誰１人取り残さない支援を是非よろしくお願い

いたします。 

  先日、すこやかプラザあだちのデイサービス型

産後ケアを視察させていただきました。ここはマ

マたちが使う部屋も広く、またとても環境がいい

という実感でした。駐車場も利用できますので、

少し遠くからでも参加は可能かと思いますが、参

加状況について伺います。 

○保健予防課長 毎月３０人ぐらい程度の方が御利

用されております。 

○さの智恵子委員 今年４月からは、５か月から１

歳未満の方を対象にした産後ケアも拡充され、ま

た区の補助を増やし、自己負担額が半額になるな

ど利用しやすい改善を評価いたします。 

  昨年の決算特別委員会でキャンセル待ちの方が

利用できるよう事務処理の簡素化を要望しました

が、その後の検討状況について伺います。 

○保健予防課長 デイサービス型ですけれども、５

００円の自己負担金を事業者が預かって銀行に納

めるという方法取っておりましたけども、その方

法を変えまして、事業者は直接自分の収入にして

いただくと、区からのお支払は利用者の負担額だ

け減らすという状態で契約を結ぶということにさ

せていただこうと思ってます。 

○さの智恵子委員 改善されて、大変よかったと思
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います。 

  また、今回、質問に当たり、子育てパレットの

三浦代表にお話をお聞きしました。このデイサー

ビス型の産後ケアでは、利用したママを子育てパ

レットが２４時間サポートしているとのこと、連

絡があり、心配な方は、夜でも飛んで会いにいく

と聞いて、この寄り添ったサポートにママたちが

安心して子育てされていると感動もいたしました。 

  また、同じ日に参加したママたちがＬＩＮＥ交

換をして、時間を合わせて子育てパレットで時間

を過ごすなど、横のつながりも生まれているそう

です。 

  三浦代表が課題と思っている一つに、コロナ禍

からパパの鬱が増えている、このような実感を持

っているということでした。 

  現在、区では、パパの鬱を防ぐ対策、また講座

等は実施されていますでしょうか。 

○保健予防課長 スマイルママ面接とか赤ちゃん訪

問などで保健師が接する機会がいろいろございま

すので、その際は、あだち子育てガイドブックと

かパパのための育児ブックなどを使って、妊娠、

出産というのは家族全体の問題ですよという説明

をしているところでございます。 

○さの智恵子委員 パパが鬱になると、それを支え

るママも鬱になるケースが多いと聞きます。 

  以前、子育てパレットが開催したパパの会では、

お酒も飲みながら育児などについて語り合い、そ

の後パパたちがつながり、情報共有しながら育児

を楽しみながらされているそうです。 

  今後、例えば両親学級に参加したパパたちがつ

ながれるような取組も検討してはどうか、伺いま

す。 

○保健予防課長 ファミリー学級というのを実施し

ておりまして、９０％以上の方がパートナーと一

緒に参加されております。 

  その際、子どもの人形などを使って、沐浴の実

技練習をしながらしていますけれども、パートナ

ー同士がそのときに交流してる場面をよく見掛け

ておりますので、例えばパートナーだけのグルー

プだとか、妊婦だけのグループに分かれてグルー

プワークができるかどうか、ファミリー学級を委

託してる事業者などにも相談していきたいと考え

ております。 

○さの智恵子委員 是非お願いいたします。 

  また、すこやかプラザあだちの子育てサロンで

は、今年４月から時間を延長して利用ができるよ

うになり、利用者の利便性が向上します。 

  一方、運営側の三浦代表からは、延長に伴うス

タッフは１０人程度の増員が必要になり、スタッ

フの確保が課題とのことでした。 

  今後は、保育ママの資格取得の研修やベビーシ

ッターの研修を受講した方なども対象にしてほし

いとの声がありましたが、その件についてはいか

がでしょうか。 

○地域調整課長 まず、子育てサロンを運営してお

りますほかの幾つかの事業者の方にまず聞き取り

を行いまして、そうした要件緩和が必要だという

判断に至ればどういった資格がよいか検討してい

きたいというふうに思います。 

○さの智恵子委員 是非お願いいたします。 

  また、各子育てサロンで実施しているあかちゃ

んず、この継続として５か月からの取組も要望し、

今年から実施されると聞いておりますが、その方

法等について伺います。 

○地域調整課長 令和８年度から、児童館を除いた

子育てサロン１４か所の方で、全１４か所の子育

てサロンの方で月１回程度、そういった交流会の

場を開きたいというふうに考えております。 

○さの智恵子委員 ありがとうございました。 

  また、昨年の決算特別委員会で、すこやかプラ

ザあだちの健康チェックの質問もさせていただき

ました。今回、時間が掛かる肌年齢と脳年齢につ

いては、その機会の拡充もお聞きをして、大変う

れしく思っております。 
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  先日、すこやかプラザあだちにこの産後ケアと

子育てサロンのおむつ回収ボックスを視察に行っ

た際に、ちょうど月曜日でしたので、この１４項

目の健康チェック体験の状況も拝見させていただ

きました。たくさんの方が参加をされておりまし

たが、この専門スタッフは月曜日、何人体制で運

営されているのか、お伺いいたします。 

○衛生管理課長 状況により前後しますが、大体、

受付の事務も含めて、５人から６人、１０人弱と

いうところになると思います。 

○さの智恵子委員 １０人弱ということですね。 

  私も以前から気になっていた肌年齢チェックに

トライ、まずは質問に答えて、その後、顔と手の

ひらに光を当てて水分量を計るんですが、結果は

残念ながら実年齢プラス３歳ということで、大変

落ち込んで帰ってきたのですけれども、ただその

判定リストの要旨には、肌タイプのほかに、様々

なアドバイスがございまして、特にあなたへの美

肌アドバイスと、すごい言葉がいいとは思うので

すけれども、体の中からもっときれいにという項

目がありました。 

  早速、ヒアルロン酸を購入して、現在飲み始め

ておりますので、また数か月後に是非チェックに

トライをしたいと思っております。 

  月曜日以外に私はこのすこやかプラザに行くこ

とが多かったのですけれども、ちょっと閑散とし

ているというイメージだったのですが、ちょっと

月曜日は、同じ場所かと思うぐらい、とてもにぎ

やかな感じがありました。 

  例えば私のように、プラス１、２項目測定をし

たいという需要もあるかと思いますので、今後例

えば土曜日も含めて、このセルフチェック以外の

測定の検討も是非お願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○衛生管理課長 先ほどちょっと答弁にもありまし

た、拡大すると、どうしてもスタッフの人員配置

の問題がございますので、まずは状況を確認させ

ていただきたいと思います。 

○さの智恵子委員 このすこやかプラザに行ったこ

とがないという区民の方が大変多くいらっしゃる

のですね。やはりちょっと不便な場所というか、

バスとかはあるのですけれども、そういう方が、

一度行ってみてもらいたいというのもございます

ので、是非お試しみたいな形でも構いませんので、

実現に向けて是非検討をお願いしたいと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から修正案の

提出理由説明及び質疑があります。 

○西の原ゆま委員 本日提出しました令和８年度足

立区一般会計予算の修正案について、提出者の日

本共産党足立区議団に所属する予算委員を代表し

て提案理由説明を行います。 

  修正案の内容は、お手持ちのタブレットにアッ

プしておりますので御覧ください。 

  新年度予算案の一般会計予算額は、昨年２２３

億円上回る３，６９５億円で、１１年連続で過去

最高額を更新しました。特別区税が初めて６００

億円を超えたのは、賃上げ、最低賃金の引上げが

要因であり、区民の所得が増えれば税収も増える

ことが証明されました。 

  区は、新年度予算案で、課題の柱としている物

価高騰対策は極めて不十分で、今年度実施した区

民向け物価高騰対策に次ぐ支援策も、介護、障が

い、福祉サービス事業所、保育施設への支援策も

ありません。とりわけ、区内中小業者に対する物

価高騰支援は、設備投資や人材採用、紹介会社の

払う経費が中心であり、拡充したといっても恩恵

を受けるのはごく限られた事業者です。 

  一方で、多くの区民がやってほしいと望んでい

ない都市計画道路２５５号線、１３８号線興野地

区や、学校統廃合に突き進もうとし、予算の優先

順位が間違っています。 

  さきの代表質問では、区民の願い実現のために
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予算を組み替えることを求めましたが、この意思

が区側にないため、予算修正案を提出しました。 

  内容は、必要最小限のものに絞り、物価高騰対

策、中小企業支援、子ども・子育て、若者応援、

災害対策、公共交通の充実策、そして、高齢者支

援でまとめました。 

  予算修正案の特徴として共通しているのは、区

民はもちろん、区外在住者に対しても、足立区を

選びたい、どの世代も安心して住み続けたいと思

える施策を示している点です。 

  一つ目の柱は、物価高騰から暮らし、営業を守

る分野です。いつ物価高騰が収まるのか、先が見

えない物価高騰の影響に苦しむ区民の暮らしを支

援し、中小企業の支援を行うための提案です。 

  第１に、物価高騰対策支援金として、小規模事

業者等経営改善補助金を受けていない個人事業者

に対し、葛飾区で実施している支援金事業を参考

に、物価高騰支援金として、個人３万円、法人１

０万円を支給し、試算すると２万２，６６０社を

補助し支援します。 

  第２に、岩手県を参考に、中小業者賃上げ支援

として、人材確保や働く人の雇用環境の改善を図

るため、時給換算で７０円以上賃上げを行った区

内事業者に、区として独自に１人当たり６万円、

１００万円を上限に支給します。 

  第３に、区が消費喚起策として実施したＰａｙ

Ｐａｙ商品券事業は、限られた区民、店舗しか利

用できず、費用対効果の面からも問題があるため、

独自の地域Ｐａｙを始めている世田谷区を参考に、

足立区版地域Ｐａｙを導入する初期費用を計上し

ました。 

  第４に、物価高騰に苦しむ介護、障がい、福祉

サービス事業所、保育施設に対し、令和７年度下

半期に実施した物価高騰支援策と同様の支援を実

施します。 

  二つ目の柱は、子ども・子育てと若者への支援

です。 

  第１に、１８歳以下は未成年であるにもかかわ

らず、交通料金は大人料金として徴収されていま

す。この矛盾を解消するために、まず、足立区で

できるはるかぜの通学定期の半額を補助すること

から負担軽減します。 

  第２に、就学前負担の軽減対策を行います。 

  保育料の無償化、誰でも通園制度の無料化の実

施と公平性、整合性を担保するため、全ての一時

保育も無償に踏み出します。 

  第３に、学童保育室の長期休暇時の昼食及び元

気応援ランチの提供を行います。八王子市を参考

に、学校給食室を活用し、全ての児童を対象に、

申込みによって夏休み中の昼食を提供するモデル

事業を行います。 

  まずは、学校内に学童があり、新年度に給食委

託事業者と契約更新する学校からモデルで行いま

す。 

  第４に、生活保護世帯の若者への進学支援を行

います。 

  生活保護受給世帯の子どもが大学へ進学するた

めには世帯分離が必要で、そのことが進学を困難

にしている実態があります。世田谷区を参考に、

区独自に最大５０万円と教材費、定期券代などを

支給することで進学を支援します。 

  第５に、学童保育の負担軽減を行います。 

  学童保育室の利用者負担は、おやつ代のみとす

るための支援をします。 

  三つ目の柱は、安心安全の足立区へ、高齢者分

野や公共交通の充実、そして災害対策を支援する

ものです。 

  第１に、マンション、戸建住宅の家庭内備蓄の

推進のため、在宅避難促進のため、利用の少ない

マンション防災備蓄品購入補助事業を改善し、マ

ンション、戸建ての区別なく支援を行うとともに、

購入品目の制限は廃止します。 

  第２に公共交通についてです。 

  足立区の公共交通の充実を求める陳情を、全員
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一致で採択された立場で提案します。 

  地域内交通導入サポート制度では、週４日での

運行は検証が不十分のため、全ての曜日で運行す

ることで、より正確な検証実験とし、よりよい公

共交通の充実のために、区民の交通権の保障がで

きるように、本格運行へつなげられる実証実験に

します。 

  更に、高齢者等の交通権を保障するため、免許

返納者へタクシー券を配布します。多くの自治体

で実施している、移動手段を持たない７５歳以上

の高齢者や運転免許証を自主返納した６５歳以上

の高齢者に、木更津市を参考に、タクシー券を年

間３６枚配布します。これは、交通不便地域の高

齢者にも行き届く制度であると確信しています。 

  第４に、生きがい奨励金の復活を求める署名は

２万２，８００筆以上も届けられています。物価

高騰支援にもなる生きがい奨励金を復活します。

高齢者が年に一度の商品券で買物ができる楽しみ、

外出の促進によるフレイル予防、区内商店振興と

二重三重に波及効果のある生きがい奨励金の復活

の意義はますます高いものです。 

  第５に、シルバーパス購入費助成を行います。 

  ７０歳以上の全ての方が自己負担１，０００円

でシルバーパスを購入できるように、差額を区が

負担します。 

  都内では、墨田区、荒川区、葛飾区、そして港

区、江戸川区と実施予定であり、全ての購入希望

者が１，０００円で購入できるようになれば、高

齢者の外出を促進し、健康寿命の延伸や生活の質

の向上につなげられます。 

  四つ目の柱は、施策の優先度を検証し、不要不

急の事業の先送り等による財源を創出する分野で

す。 

  第１に、学力テストの中止です。 

  ４月に実施予定の小・中学校の区学力テストは、

子どもにとって学校が楽しくない場にする要因で

す。教師も学テ対策で達成率を上げるために翻弄

されています。児童・生徒にとって幸せでない不

利益のために中止します。 

  第２に、学校統廃合計画を中止します。 

  地域からも反対の声が多く、三つの地域で矢継

ぎ早に進める学校統廃合計画は見直し、関連予算

は全額削除します。 

  第３に、優先順位を鑑みて、不急の道路事業は

見直します。 

  補助第１３８号線興野地区、補助２５５号線は

いずれも道路現況もありません。多くの移転も伴

い、地域からも慎重に進めてほしいとの意見もあ

るため、先送りします。 

  第４に、区民生活の実態を踏まえ、議員報酬及

び期末手当を１０％削減します。費用弁償の廃止

をします。 

  以上、新規拡充事業は１４事業、基金総額１．

５％、財政調整基金の６．４％の活用で実現でき、

予算総額では０．０７％の増額予算で切実な区民

の要望を実現し、区民を応援する施策を実施でき

ます。 

  委員各位におかれましては、積極的に御議論い

ただき、御賛同いただきますようお願いしまして、

提案理由の説明といたします。 

  次に、環境行政について質問します。 

  足立区は２０３５年までにＣＯ２削減目標６

１％以上を掲げ、新たな目標に向かって動き出し

ています。 

  さきの一般質問では、区のＺＥＢ化する公共施

設の中に太陽光採光システムを導入し、太陽の恵

みを活用する仕組みを区がＰＲを行い、自然エネ

ルギーの魅力を区民に知ってもらう、体験しても

らってはどうかという提案を行いましたが、既存

の太陽光パネルによる発電設備と比較して、設置

コストや維持管理コストが割高になる、建物の構

造的な制約、曇天は技術的な課題も存在するため、

他自治体における導入事例や技術革新の動向、費

用対効果を注視していくと答弁されました。 
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  しかし、実際に太陽光採光システムの効果と電

気代不要になる仕組みを学ぶための公共施設から、

まずは導入することを求めました。これは財政面

や健康面からのマイナスになる区の考えから、更

に視野を広げ、環境教育としても、そして、区民

に自然エネルギーの今後の可能性や効果を実際に

体験してもらうことこそに意義がある、太陽光パ

ネルだけでなく、様々な自然エネルギーは技術革

新して成長している、将来自分たちで使うエネル

ギーを自然エネルギーで生み出して、地消地産型

で目指せる、こういった希望を伝え、区も公共施

設から取り入れられるところから設置をして区民

に体験してもらうことを提案しました。区の認識

はどうですか。 

○施設営繕部長 本会議で答弁したとおり、他自治

体の導入とか技術革新をきちんと確認をしてやっ

ていきたい。ただ、今すぐに取り入れるというと

ころまでは行っていないというところでございま

す。 

○西の原ゆま委員 私は、将来自分たちで使うエネ

ルギーも自然エネルギーで生み出し、区から体験

してもらう重要性を聞いていますが、このように、

板橋区立エコポリスセンターに行くと太陽光採光

システムが設置されており、紹介パネルもありま

した。このように公共施設に設置されていれば、

実際に体験できる場所があり、環境エネルギー教

育の教材としても活用できます。ＳＤＧｓ教育と

しても、学校で積極的に実施，実践されています

が、公共施設にこういうふうに自然エネルギーが

あり、その照明が太陽の光エネルギーで賄われて

いるというのを体験するのはとてもいいことだと

思いませんか。 

○副区長 自然エネルギーを使ってＣＯ２削減をす

るいろいろな取組を子どもたちに分かってもらう

ということは非常に重要だと思います。 

○西の原ゆま委員 そのためにも是非公共施設から

こういったエネルギーを生み出すことが大事だと

いうふうに提案しています。 

  そして、区は、環境講座は都市農業公園や生物

園の実施分も含めて２２万人見込んでいると言い

ましたが、そのうちの１７万人は生物園の参加者

ですよね。２万５，０００人が、桑袋ビオトープ

の参加者です。どちらも都市建設部のものですね。

環境啓発施設があるということが、幅広い環境の

こういった問題の中から、ごみ問題や森林の問題

について、それぞれ自分の関心のあるものから選

べる、与えられたものではなく、自分がやりたい

ことを見付けられる、幅広い環境について考えら

れる環境施設があるから選び取れると思います。 

  出前講座やアウトリーチも重要な取組ですが、

やりたいことが見付けられるような、自由に学べ

る、自らが主体的に参加して選び取れる場所が必

要ではないのですか。 

○環境政策課長 足立区におきましては、かつて再

生館というものがございましたが、来客数などの

課題があって、現在の形になってございます。 

  区民の方々に環境において講座などにハードル

低く参加していただくために各地で講座を打って

ございますし、西の原委員御指摘の生物園などと

も講座等も連携しながら、今後展開してまいりた

いと考えてございます。 

○西の原ゆま委員 アウトリーチや出前授業という

ことなのですけれども、環境施設がある重要性を

述べていきたいと思います。 

  もう一つ紹介します。 

  環境啓発施設の品川区エコルとごしは、今、注

目を浴びています。廃材から生まれた作品展を行

っていたり、ニアリーＺＥＢ施設のための施設内

がどのような仕組みなのか解説付きのツアーが行

われています。ミュージックデーには、音楽演奏

会がコミュニティラウンジで行われています。幅

広い分野に関連して、全てにおいて環境に結びつ

く様々な面から、イベントや企画でＳＤＧｓ、持

続可能な開発目標の達成のための環境啓発施設の
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意義は大きいです。注目されている環境啓発施設

の視察を行って、アイデアを吸収して、他自治体

が環境啓発施設を継続する、又は新設している機

能はどこなのか、学ぶことを始めてみませんか。 

○環境政策課長 西の原委員御指摘のエコルとごし、

更には板橋のエコポリスセンター、私も視察して

ございます。他区の課長に聞きますと、確かにい

いところがあるけれども、例えばなかなか来客数

に伸び悩んでる、そういった課題もあるというふ

うに聞いてございます。 

  様々な情報収集しながら足立区のよさもあると

思ってございますので、施策を展開してまいりた

いというふうに考えてございます。 

○西の原ゆま委員 先ほどは足立区では２２万人見

込んでいるとおっしゃっていましたけれども、板

橋区の統計で見ると、四つの環境施設では、入館

者数は４１万５，０００人で倍以上にもなってい

ます。入館者数が伸び悩んでいるというところに

関しても、やはり環境啓発施設があることで、学

ぶ人が増えているということを伝えたいと思いま

す。 

  このエコルとごしのエントランスにはマイボト

ル用給水機を設置しています。２０２５年の１年

間の給水量は５，７０３ℓ 、５００ｍℓ のペット

ボトルが約１万１，４０６本分の削減と紹介され

ていました。２０２５年からは使い捨て容器、使

い捨ごみ削減のための総合案内にリユースカップ

を用意してあり、表示されています。マイボトル

を持って地球に優しい行動を続けていきましょう

というメッセージが掲示されています。 

  足立区内にも、まずは庁舎内にあるマイボトル

用給水機の近くに、どのくらいの削減に貢献して

いるか分かりやすく表示し、どれぐらい地球に優

しい行動ができているのかを可視化してみるのは

どうですか。 

○庁舎管理課長 中央館１階のアトリウムにマイボ

トルの給水所を設けております。こちらの方の使

われ方とかＰＲにつきましても、今後検討させて

いただきたいと思います。 

○西の原ゆま委員 よろしくお願いします。 

  次に、介護、障がい福祉施設についての物価高

騰支援について質問します。 

  物価高騰の影響について、介護，障がい福祉施

設で働く方の運営実態を聞きました。区内の障が

い者施設の施設長からは、区からは物価高騰支援

特別給付金はガソリン代や電気代などに使い大変

助かっているということでした。今特に頭を悩ま

せているのが、委託事業者の委託料が５％から１

２％値上がりしているということ、給食委託は１

２％値上がりで、今まで経験したことのない上昇

率だということです。いまだに経営は大変だと話

します。 

  こちらの事業者では、少しでもコストカットを

するために、今の施設では全面調理式の給食を提

供しているが、それをほかの高齢者施設で行って

いるチルド調理にするか検討し、委託業務に任せ

ていたところを一部職員が補えるところはないか

話し合っている最中だということです。 

  施設が使う機械も大体８年から１０年で更新し

ないといけないが、計画的に予算を計上し、１０

０万円の予算を組めば購入できていたのが、今は

２０万円も値上がりしてしまったそうで、減価償

却のやり方でも支払えないため、働く方の工賃に

影響が及んでいるとのことです。 

  別の区内福祉施設の施設長は、国の定める報酬、

公定価格を毎年見直してもらわないとやっていけ

ないということが前提だが、毎年区からこのよう

な給付金があるのはありがたい。上半期、下半期

補助してもらったが、給食事業者も施設管理の業

者も人手不足のため委託料が上昇していて、本当

は自前でやりたいができない状況。足立区も年に

３回、４回ほど説明会を開いてくれるが、人が集

まらない、夜勤を希望しない方も多く、入所を抱

えている施設においては夜勤がないと運営ができ
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ないため、夜勤の人手が足りず、本当にぎりぎり

で運営している実態だと話します。 

  また、ある高齢者施設の運営に関わる方は、消

耗品のおむつや洗剤、トイレットペーパーだけで

も物価高騰分で１５０万円増加している。そのた

め、足立区の給付金はとても助かっているが、う

ちの経営もかなり厳しいということはお伝えした

いという切実な声でした。 

  区としても、介護、障がい福祉施設が抱える物

価高騰による運営の厳しさの実態をつかんでいる

と思いますが、どのように認識していますか。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○介護保険課長 事業所の方が皆さん物価高騰等で

苦しんでおられるのは認識をしております。 

○伊藤のぶゆき委員長 時間です。 

○西の原ゆま委員 終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、自民党から質疑があ

ります。 

○吉岡茂委員 皆さんこんにちは。御苦労さまでご

ざいます。自民党の吉岡でございます。 

  昨日、我が党の若手の委員から、決算委員会二

度目だとか予算委員会二度目だとかという、本当

にいいな、新鮮でいいなと思いましたし、私はど

れだけこの場でいろいろなことを吠えて、叫んで、

訴えてきたのかと考えますと、実現できたこと、

そして、残念ながらそうでなかったこと多々あり

ましたけれども、やはり、何か発言したことが一

つでも形になる、そんな喜びなどが我々を後押し

してくれる、その推進力になってるのかなと、そ

んなふうに思いながら、ちょっと、そのリズムを

私つかむのはなかなか最近年取ってきて下手にな

ってきて、ちょっと軽い話題から入っていかない

となかなかギアが上がってこないという、そんな

現状がありますので、是非その辺に、私のペース

になるべく合わせていただけるように、わがまま

を申し上げながら質問に入らせてもらいます。 

  まず、やっぱり今回もこうやって質問させてい

ただくに当たっては、私たち、少なくとも私はい

ろいろな新聞見て切り取り、新聞の切り抜きを自

分で保管しておいて、気になる記事をストックし

て、何かのときにこれ役所はどう考えてるのかな

などと聞いたりする材料になってます。 

  実は今日も、大田区の選管で１０年ぐらい前か

ら票操作かなどと、こんな記事、気になってまし

た。これ今日載っていた新聞の記事ですけれども、

今日はこれやろうかなと思ったのだけれども、今

朝見た新聞で、これ質問考えるのちょっとなかな

かおっくうなので今日はやめておきます、 

  それで、何が申し上げたいかというと、うちの、

戻ってきたか、岡田委員などは、テレビ家にない

と言うのですね。うそだろうというふうに思って

いるのですが、なるほどと思うのは、やはりちょ

っと私ごとになりますけれども、うちの孫などが

遊びにくると、まずＹｏｕＴｕｂｅ、とにかくひ

たすらＹｏｕＴｕｂｅ見せられるのですよ。そう

すると、私テレビ派なので、見たいテレビ全然見

れなくて、居場所ない、居心地悪くてしようがな

いですね。孫はかわいいのだけれども、居心地が

ない。 

  こういうような状況の中で、一つ思い出したの

です。こういう新聞の切り抜きしながら、ふと思

い出したのが、私たちが当選してからずっとしば

らくの間、役所に来てお昼食べる、我が党は我が

党の控室の中にそういうスペースがあって、そこ

に毎日かな、ほぼ毎日だったと記憶してますけれ

ども、これぐらいのいわゆるＡ４サイズの紙に、

その日の足立区に関する記事、切り抜きがそこに

コピーされて印刷したものが、我々の控室のテー

ブルに配られていたのです。 

  案外、それ見ながら、こんなことあった、知ら

なかったねとかと、案外お昼食べながらそこで情

報交換をしたりだとか、これどう思うなどという、

そんなやり取りがあったわけなのです。 

  昨日ちらっと控室で若手の人に、今委員になっ
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てる世代の方々に聞いたら知らないと言うのです

よ。私も、そういえばいつからかなと、今こうや

って自分で切り抜くのが当たり前にもちろんなっ

ちゃってますから、あまり気にしたことなかった

のですけれども、ただやっぱり気になり出すと知

りたくなっちゃうので、そこで、さほど今、区政

に関する、予算に関することとはちょっと離れて

ますけれども、せっかくなので、引っかかったと

ころを聞かせてください。 

  まず、その記事、そういう記事、そういうこと

があったよというのを覚えてる職員の方はいらっ

しゃいますか。そういうコピーが置いて、控室に

配られて、例えば３月３日、何室何々が、足立区

で何々が何々でこういうことがありましたよとこ

ういうこれぐらいの記事が載ってた、そういった

印刷物、ぬかが委員あたりは知ってるよね。 

  皆さんは御存じないかな。知ってますか。それ

は、いつ頃からあれやめたのでしたか。 

○伊藤のぶゆき委員長 分かる方いらっしゃいます

か。 

○区議会事務局次長 ちょっとはっきりいつ頃とい

うことはちょっと今分かりません。申し訳ありま

せん。 

○都市建設部長 吉岡委員お話ししてるのは、Ａ４

で切り抜きがいっぱい貼ってあって、あれ、たし

か著作権の関係で配れないということで随分前に

やめてるかと思います。 

  私もそれを見た記憶がありますので、時期につ

いては、すみません、私も正確には把握しており

ません。 

○吉岡茂委員 分かりました。了解です。それを戻

せということではなくて、いつの間にかになくな

っちゃってた。それで、我が党の控室の事務員さ

んにそんなことあったよねと聞いたら、確かにあ

りました。彼女の記憶というか、その中では、総

務の方でやってくれてたというような、どうも記

憶があるようですね。 

  ただ、例えば、足立区役所の何々課の何々課と

か、そういうふうになっていて、それがちょっと

どうなのと、そのプライバシーだとか個人情報だ

とか、そういったことに触れちゃうのではないの

かなというようなこともあって、やめたような気

がしますよという、そういう記憶をお持ちの方も

いらっしゃいます。 

  ただ、これはもう全然、いい話、どうでもいい

というか、そんなこともあったねと、今の人たち

は知らないんだなという、そんな古きよき思い出、

それを見て我々も、自分が今置かれてる立場だと

か、今何をしようとしているかのことについて、

反省したりだとか、あるいはそこからヒントをも

らって、こういうこともできるかもというような、

そんな一つのツールになっていたことだけは確か

だと思います。 

  一応聞いておきますけれども、今タブレット時

代になってますけれども、今後もそういった記事、

情報をタブレットに例えば、個々の新聞に載って

るようなことをタブレットに掲載するようなこと

は考えてないですよね。 

○報道広報課長 現行も今報道広報課の方で新聞の

方を取っておりまして、複写に関する権利のお金

も支払って、クリッピングはしていて、庁内には

配布はしているのですけれども、ちょっと議会と

の、そこの配布のところについては私ちょっと内

容認識しておりません。ごめんなさい。 

○吉岡茂委員 庁内で配布しているならば、できれ

ば私たちにも配布してもらえれば、それは一つの

情報、集約できてますからね。一々新聞で、これ

大事、足立区の記事だとこうやってやらないでも

済むという、我々ちょっと横着をしようというこ

とにもつながりますけれども、そんなことも少し

検討してみていただければよろしいかと思うので

すが、どうですか。 

○報道広報課長 ちょっとこれまでの経緯も踏まえ

て、ちょっと確認をさせていただきます。 
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○吉岡茂委員 無理にそうせよと言っていることで

はありませんから、その辺はうまく検討しながら

進めていただければありがたいと思います。 

  次に、ちょっとここのところ、立て続けに私ど

もの地域で火事が発生してます。非常に少雨で、

空気が非常に乾燥している中で、やっぱり我々も

火事については心配をしていたところです。今日

あたりは少しまた恵みの雨だなどと言ってるよう

ですけれども、そうした中、かなり前、もう十数

年前、１５年ぐらい前になると思うのですが、私

の自宅の本当に目と鼻の先、直線距離だと１００

ｍにも満たないところで深夜火事がありました。

よく私の知ってるお宅だったのですけれども、そ

のときに残念ながら１人亡くなられた方が出たと

いうところが、そんなことがあったのですね。 

  その日は、私、普通に帰ってきて、ちょっとテ

レビ見たり、子どもたちとしゃべったりしながら

時間を過ごしていて、１杯飲んで寝ちゃったので

すよ。そうしたら、真夜中、時間は多分１時とか

それぐらいだったように記憶してますけれども、

私の携帯電話が鳴りました。何の連絡かというと、

議員のお宅の近くで火事ありますよ、火事が起き

てますと、こういう連絡だったのです。えっと思

って外に出たらもうすごいんです、消防車の数や

何やら。それ電話もらうまで気が付かなかった私

は一体どれだけ寝てたのだろうという気もしたの

ですけれども、ただ、やはり後に考えると、それ

はすごくありがたいことでありましたし、やっぱ

りそのことによって、私が気付き、そしてもし延

焼があったときに、まず私の方から、みんな火事

です、避難してくださいというような情報発信に

もつながっていくのかなと、そんなふうに改めて

感じたのですね。 

  それで、それから、かなりたちました。十四、

五年ぐらいはもう少なくともたちますけれども、

その間にも何度か御自宅の近所で今火災が発生し

ておりますという連絡をいただいたことがありま

す。 

  最近起きた火事というのも、１件は先週の金曜

日、南花畑二丁目でございました。たまたま私が

自宅を出るときに消防車と擦れ違ったんですね。

消防車と擦れ違って、何だろうな嫌だなと少し気

になっていたのです。気になっていましたけれど

も、そのまま役所に来ました。 

  そうしたところ、区議会事務局の職員の方が、

吉岡議員の自宅のそばで今火事が発生してますと

いうことで、こんなような付せんにメモしてくれ

たものを手渡してくださいました。 

  慌てて地図を開いてその場所を見ますと、自宅

からちょっと距離はありましたけれども、うちの

孫が通っている中学校のすぐそばの集合住宅で火

災があったようです。それで、たまたま知り合い

がすぐ近所にいたものですから、電話をして、ど

うですか、火事だという今連絡私の方にもらって

いるのだけれども。そうしたらば、幸いなことに

大事には至ってないというようなことで、私もも

し何か困ったことだとか心配なことあったら、私

も今役所におりますから、役所の担当にすぐ確認

し何かできることがあればお手伝いさせてもらい

ますねと、こういう、要するに普通のやり取りな

のですけれども、させていただいたのです。 

  それから、そのときはそういう形で情報をもら

いました。その１週間ぐらい前、今度それ六町三

丁目、私の本当に自宅のすぐ近く、夜８時頃だっ

たのですけれども、ちょうど出先から帰ってくる

ときに、うちの近所です。やっぱり直線距離で百

二、三十ｍぐらいところかな。そこで、夜８時頃

火事があって、その近くに保育園があるのですけ

れども、夜８時ぐらいだともう保育園は恐らく終

わっていて、子どもたち、園児たちはいないだろ

うというふうに想定してはいたのですけれども、

やはり火事があって、ばんばん燃えてるような火

事ではなかった。煙は立ち上がってましたけれど

も、火がどんどん出ているようなそんな状況では
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なかったので、これは大きなことにはならないか

なということで私は自宅に戻りました。 

  でも、そのときは、火災の連絡はなかったので

すね。なかったのです。そのことについてふと、

それも思い出したのですけれども、前に災害対策

課長かな、誰かにお尋ねしたときに、それは消防

からの火災発生の情報があったときに、議員に対

して連絡をしてるのだというのは、たしかやり取

りをした記憶があるのですが、何か覚えてますか。 

○災害対策課長 そうですね、議員の皆様に御連絡

する場合、庁内的なルールなのですけれども、延

焼面積が３０㎡以上になるときには、全庁周知と

いうか、関係所管と連絡取り合うというようなル

ールになっておりますので、それに従って、議員

の方にも情報提供させていただいてると、そんな

状況でございます。 

○吉岡茂委員 では、消防からの情報については、

その辺の延焼面積だとか、燃えちゃってる規模な

どの情報はその度、その都度入ってるということ

でよろしいですか。 

○災害対策課長 消防の無線もリアルタイムで傍受

できるようになっておりますし、連絡員さんがお

りまして、都度都度連絡取り合って、情報を取る

ような形にはなってございます。 

○吉岡茂委員 なるほど、分かりました。 

  私は、勝手に思ってたのですけれども、火災が

発生した場所の近くに居住する議員に連絡してる

のだろうというふうに思っていました。 

  それで、何か定義があって、発生場所から半径

どれぐらいの議員には連絡するとか、そんなのが

例えば設定されてるのか、ルール化されているの

かどうかというのもちょっと知りたかったのです

けれども。 

○災害対策課長 厳密に何ｍ以内というようなとこ

ろの基準は特に設けてございませんが、足立区の

白地図に議員の住所が落ちてるものが実はありま

して、それを見ながら、ここだとこの議員とこの

議員が近いので御連絡さしあげようかと、そんな

形で内部で相談しながら対応してます。 

○吉岡茂委員 なるほど、分かりました。というこ

とはやっぱり担当者の方の判断にも委ねられてる

ということになるわけですよね。 

○危機管理部長 火災の際の情報は私のところに集

まってまいります。その中で判断させていただき

ます。 

  やっぱり真夜中に起きることもあるので、やは

り区内全ての議員の皆様に御連絡するというのも

どうなのかなという局面もございますので、その

時々の判断を確認しながら実施させていただいて

おります。 

○吉岡茂委員 それでよろしいかと思います。それ

以外手はないと思いますし、それ以上のものもな

いと思っております。 

  ただ、それと併せて、我々もそうなのですけれ

ども、区議会議員とかあるいは区民事務所の職員

は、一番恐らく地域に溶け込んでいて、地域のこ

とを熟知している職員が多いような気がするので

すが、火災が起きたときなどは例えば区民事務所

の所長だとか担当者などに連絡をするようなこと

はあるのでしょうか。 

○危機管理部長 そこは明確にルールがありまして、

やはり被災、火災の発生は消防署にお願いする、

だけれども被災者の対応はやはり区の方でやると

いうことになっておりますので、その際には区民

事務所の係長さんたちに現場に赴いていただいて、

宿の手配だとか、そういったことを執り行ってお

ります。 

○吉岡茂委員 それを聞いて安心しました。やっぱ

り私どもの六町辺りもそうなのですが、その周辺

を含めて、やはり高齢者の方の独居がかなり増加

傾向にあります。また、世の中全体そういう傾向

にありますけれども、やはり御夫婦共に仕事を持

たれていて、日中留守にしている御家庭なども随

分増えているように見えるのですね。ですから、
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そうしたときに、お留守のお宅などかもあったり

するときに、やはり地域の議員だとかあるいは区

民事務所の職員などがしっかりそれに対応して、

なるべく我々が持つ最大限のネットワークを最大

限に活用して、いち早くその状況確認だとか安否

確認にしっかりと取り組むべきかなというふうに

思うのですけれども、それどうでしょう。 

○危機管理部長 職員の中ではＬｏＧｏチャットと

いう全庁で情報共有システムがございまして、そ

の中で今、チーム危機管理、チーム災害対策、二

つのトークルームつくっておりまして、その中に

はもう各部のそういった職員が入ってもらってお

ります。 

  ですので、近くでやっぱり火災が起きた際、保

育園があるだとか学校があるだとか、区の施設が

あるだとか、そういったところ、情報をすぐに共

有しながら、各部で判断して動けるような、我々

が一々指示しなくても動けるような体制は構築し

ておりますし、今後もそうやって進めてまいりた

いというふうに考えております。 

○吉岡茂委員 是非そうしてください。最悪、消防

との連携が十分でなくて、私が間違った認識をし

ておりましたけれども、消防からの連絡もあった

りなかったりということではないということであ

れば、やはりその辺をもう一度きちっと整理をし

ていただいて、可能な限り情報提供していただく

ということに努めていただきたいなということを

要望しておきます。 

  それでは次に、ちょっとここのところ気になっ

ていることがあります。それは、本会議だとか、

あるいは通常の委員会などにしてもそうなのです

けれども、我々議員が執行機関に対して質問をし

たときに、答弁の中で、例えば弁護士に相談した

ところうんぬんとか、あるいは弁護士の意見とし

てうんぬんという言葉が非常にここのところ頻繁

に使われてるような気がしてなりません。 

  例えば、私がずっといろいろなところで言い続

けてる一つとして、六町の駅前区有地の事業者撤

退について損害を求めない理由の説明を求めたと

きなども、これは、１２月１日の日付で、我が党

の政調会の説明資料として提供していただいた中

の例えば３ページ、弁護士相談に基づく基本協定

の解釈、ア、第１条の契約解除に該当しないと判

断したため、第１２条の損害賠償は請求しないと

か、以下、イ、ウだとかいう形でそういうふうに

説明をしているのです。 

  今回の予算委員会においても、複数の委員から、

女子医大に関する質問等々がありましたけれども、

その際も、公益監察員ですか、この公益監察員と

いう方々の御職業は弁護士ということでいいわけ

ですよね。 

○総務部長 弁護士でございます。 

○吉岡茂委員 そこで、私それをとやかく言うつも

りもないのですけれども、ただ、いわゆる弁護士

さんによって作成された報告書が全てなんだとい

うような答弁であるように私には感じたのです。

決して私は弁護士さんに恨みもあるわけでもあり

ませんし、敵に回すつもりもないのですけれども、

逆に言えば、私はむしろ法律に関することは全く

の素人ですから、ちょっとこの件については素直

に今疑問に思っていること、そのまま質問させて

いただきますので、御回答の方、御答弁のほどお

願いします。 

  まず私は、個人的に弁護士に相談をした経験が

ございません。なので、私のイメージとしては、

私の描いているイメージとしては、弁護士さんと

いうのは、相談をしてきた側の立場に立って物事

を考えて、その相談者にとって不利益なことは主

張しないという印象が弁護士さんなのかなという

ふうに思っているのですが、それもし間違いであ

れば間違いですよ、こうですよということを指摘

していただきたい。それを含めて区のお考えはど

うですか。 

○総務課長 ケース・バイ・ケースかと思いますが、
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まず法律相談をしたときに、どういったところが

区にとってリスクかというようなところとかはや

はり相談対象になります。 

  その点でやはり区の方に、場合によっては違法

とか不適当性等などがあれば、そこはそこできち

んと指摘されるものと認識しております。 

○総務部長 補足でございますが、女子医大の関係

の公益監察員というのは、また区が相談するとい

う位置づけではなくて、区から第一線を引いた向

こう側にいる第三者として公平性ですとか倫理感

を持って中立性を持って報告をする立場というの

で、普通の弁護士相談を区が行っているものと、

公益監察員の弁護士というのは、ちょっと性格が

違うものでございますので、その点御説明したく

て手を挙げました。 

○吉岡茂委員 そうですね、分かったような、分か

らないようなですけれども、いいです、それはそ

れとして受け止めておきます。 

  その弁護士との個人的な接点、私は当然のこと

ながらないわけで、接点がないということは当然

弁護士さんにお金を払ったことも報酬を、いわゆ

る報酬をお支払したこともないのです。 

  弁護士の報酬というのは大体幾らなんだろうな

ということで、ちょっと気になってこちらの白本

ですか、会計予算説明書を開いて調べた、見てみ

たのです。そしたら、９６ページに法規事務とい

う項目で３，１００万円余の金額が計上されてま

した。 

  それは、ここに載ってるのですから、令和８年

度の弁護士さんに支払う予算と理解していいのか

なというふうに思ってるのです。その３，１００

万円余の金額が弁護士さんに支払う予算として計

上されていると、こう理解してよろしいですか。 

○総務課長 全庁のここの部分では一部ではござい

ますが、区の方で主に全庁的な法律の初期相談を

するときの、やはり弁護士さんへの委託費用の多

くがここのところに含まれてはおります。 

  あとは各部の方で、それぞれで個別に契約して

いるものなどはまた別にございまして、それは各

部の事務の中に入っていると認識しております。 

○コンプライアンス推進担当課長 私どもの方で調

査を委託している公益監察員、これは別途、公益

監察員についても予算の方、別途計上させていた

だいてるところです。 

○伊藤のぶゆき委員長 もう一度はっきりゆっくり

お願いします。 

○コンプライアンス推進担当課長 公益監察員の予

算については、別途、その額と異なって計上させ

ていただいているところです。 

○吉岡茂委員 分かりました。そうすると、３，１

００万円で全て収まってるとかと、そういうこと

ではないのですよね、きっとね。 

  逆にもう少し教えてもらいたいのが、今、御答

弁いただいたことの、もう１回繰り返しの答弁を

いただくことになるかもしれませんが、弁護士さ

んへの報酬というのは年間を通じての契約になっ

ているのか。それとも、今お答えいただいたよう

な形のような、例えば六町の事業者撤退の件だと

か、それぞれ弁護士に相談した案件ごとによって

報酬を支払っているのか、その辺もう一度、明確

に御答弁ください。 

○総務課長 やはりこれも個別に内容によりますが、

例えば総務課のこの豊島弁護士事務所への委託に

関しては年間の契約という形になっております。 

  あとは個別に恐らく期間を区切ってであるとか、

単発とかというものもあるかとは思います。 

○吉岡茂委員 分かりました。 

  そうすると、どちらのケースにしても、区の予

算で報酬を支払っているということでよろしいの

ですね。 

○総務課長 おっしゃるとおり区の予算で報酬を支

払っております。 

○吉岡茂委員 例えば、六町の事業者撤退にしても、

弁護士さんのアドバイスによって損害賠償を求め
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ないという、そういう結論に至っているのが現状

です。 

  また、そういう結論を出してもらうことはいい

のですけれども、ただその一方で地元住民の声と

しては、何で損害賠償を請求しないのという声も

頻繁に聞いてます。ですから、その辺のギャップ

というのはどうしても出てきてますし、例えば女

子医大の件にしても、公益監察員の報告書の内容

について我々、区民の代表者である区議会議員も、

オーケー、了解、納得したよというところには至

ってないわけですね。 

  ですから、今こういうふうになってしまうと、

区が相談している弁護士さん、区から相談を受け

ている弁護士さんは、一体誰の立場に立って結論

を出しているのかちょっと分からなくなってきち

ゃったのですよ。さっき言ったように、相談した

側の立場に立って物事を検討して、そして、最終

的に判断、結論づけていくというのが私の想像し

ていた弁護士だとすれば、弁護士さんはどこに目

を向けてどの立場になって物事を見て、検討して

判断してるかというのが分からないのです、私に

は。 

  でも、少なくとも言えるのは、税金を活用して

弁護士に支払をしている以上、納税者である区民

の立場でその案件を検討していただかなければな

らないのではないのかなと思いますし、区民の考

え方を意識した結論を出していただくように、弁

護士さんにはもう少し考えてほしいなというふう

に思うのです。 

  それは、なぜかというと、もうちょっとはっき

り言ってしまえば、要するに区のための弁護士で

はないと私理解してるのですね。区民のための弁

護士さんを皆さん、役所の方は、執行機関は弁護

士さんにいろいろ相談して、区民のために役に立

つようにということで弁護士さんと話合いをして

もらってると私は解釈してますから。だとすれば、

先ほど言ったように、六町の人たちが何で賠償請

求しないのよだとか、あるいは、今回の女子医の

ことにしても、何かすっきりしないんだよねと、

こういう話になっちゃってると。これはどうして

も向いてる方向性が違っちゃってるようにしか思

えないのですね。 

  ですから、その辺についてはもう一度しっかり

と整理をしていただいて、そして、弁護士さんは

何のためにいろいろ精査し検討してくれてるのか。

役所としては、弁護士さんに何を依頼して、どう

いう形で依頼しているのかをもう一度考えてほし

いと思うのですが、今どういう形でどういう相談

の仕方、持ちかけの仕方をしてるのでしょう。 

○区長 先ほど総務部長が御説明申し上げたとおり、

今吉岡議員がお話のあった六町の件と、そして今

回の女子医の公益監察員という立場での調査、こ

れは全く別物です。ちょっと切り分けて、御答弁

させていただきます。 

  一つ、六町の件につきましては、何で損害賠償

しないのかという区民の皆様方に、賠償を求めら

れない理由について御理解いただくまで私どもが

説明し切れてなかったということは、本会議答弁

でもさせていただきましたけれども、正にそこに

尽きるかと思います。 

  こういった相談について、弁護士は、区の立場

に立って様々なメリット、デメリット、最終的に

どうするかという判断は区にございますけれども、

仮に損害賠償請求をしたときに、相手方から区の

方が訴えられる可能性もある、そこで裁判になっ

たときに区が被る負担ですとか、財政的なことも

含めて、かなり厳しい裁判になるのではないかと

いうことを考えたときにということで総合的に判

断させていただきました。 

  実際に区民の皆様方が賠償を求めているという

ことはあるにしても、だったら、そのことを求め

ているからといって、賠償を先方に求めることが

本当に区民のためになるのか、足立区が賠償責任

を求めることになって、裁判に巻き込まれて、最
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終的に敗訴するようなことがあったときに、区民

の皆さん方のお気持ちがどうなのかということも

ありますので、そこにはなかなか、区民の皆様方

からこう言ったからといって、区がそのとおりに

判断できるというわけばかりではございませんけ

れども、そうは言っても、これこれこういう判断

の下で損害賠償ができないのですよということを、

もう少し丁寧にお伝えすべきだったということで、

この六町の件についてはそういうことでございま

す。 

  区民の皆さん方の立場をないがしろにして、弁

護士が判断しているということではないというの

が私の考え方でございます。 

  また、公益監察員の方につきましては、逆に区

の立場に立って判断したのでは大変なことになり

ますので、中立の立場で、そこには様々な判断が

おありになったかと思いますけれども、私たちの

立場ではなく、逆に区民の皆様方の、又は議会の

皆様方の考えも視野に入れながら、最終的に公益

監察員の立場で判断されたということでございま

すので、ふだん、私どもが日々の御相談をしてい

る弁護士さんと今回立場が全く違うということで

すので、そこについては御理解いただきたいと思

っております。 

○吉岡茂委員 そうでなくてはいけないと思います

よね。いけないと思います。 

  ただ、ごめんね、あともう一、二分、ちょっと

今の答弁でもう１回確認です。 

  とはいえ、もう少しはっきり言ってしまえば、

公益監察員の出してきた報告書についても、どう

なのか、これで本当に大丈夫なのかなというよう

なものがどうしても残ってしまっていて、それは、

社会通念上という言葉も今回の予算特別委員会の

中で、答弁の中にも聞こえてきてますけれども、

社会通念上、許される許されないということを弁

護士さんに求めているわけではないわけですよね。 

  それは何を求めて公益監察員さんに依頼をして、

何の仕事をメインにお願いしてるのかというのが、

やっぱりちょっとどうしてもまだ私の頭の切替え

ができてない部分なので、この件についてはもう

少し私も冷静にいろいろ客観的な目で見させてい

ただきながら、今後も勉強していきたいなという

ふうに思っておりますので、引き続き今後も善処

していただくように心から要望したいと思います。 

  以上です。 

○岡田将和委員 残りの時間務めさせていただきま

す。２日目の岡田です。よろしくお願いいたしま

す。 

  今日は３月３日ということで、皆さん、今日は

何日か御存じだと思います。我が党の先輩、しぶ

や竜一議員の誕生日でございます。おめでとうご

ざいます。 

  しぶや議員とは私幼なじみでございまして、し

ぶや議員が幼稚園のとき、私が小学校４年生のと

きに、とても小さかったのですが、今はこんなに

大きくなられました。 

  私としぶや議員のお父さん、お母さん、ずっと

代々足立区であります。足立区を思う気持ちがル

ーツとしてここにあって活動をさせていただいて

おります。 

  私の掲げているスローガンは、「創ろう、誇れ

る街あだち」ということでございますので、この

事業に触れないわけにはいかないだろうというこ

とでございます。 

  予算のあらまし５０ページ、更に誇れる足立へ、

令和８年度予算案額は１億５００万円余となって

ございます。 

  区に対して、よりよいイメージを持つ人の割合

を、令和６年度２５．４％から、区制１００周年

である令和１４年度までに５０％まで高めようと

目標を掲げておりますが、今年度イメージ調査委

託費２５０万円とございますので、今事業のかけ

る思いを教えてください。 

○シティプロモーション課長 令和３年に第三次戦
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略方針をつくった際に、ずっと区内に向けてのシ

ティプロモーション頑張ってきましたけれども、

やはり区内と区外のイメージギャップの差が大き

過ぎるということで、それを縮めるために、区外

に向けても足立区の魅力、ＰＲしてまいりました。 

  その結果を追うものがイメージ調査になります。

今５回、今年度でもう５回調査やりました。少し

ずつ悪いイメージが減ってきて、よいイメージが

今上がってきているという状況ですので、これを

いつかクロスさせたいということで、直近では目

指して頑張っております。 

○岡田将和委員 私も区外から足立区よくなってき

たよねと、いいフィードバックをいただけるよう

になりました。８年後に約２５ポイント上昇とい

うことですから、何となく毎年３ポイントずつ上

昇目標を立てておられるのかなというふうに感じ

てるのですけれども、解像度をもう少し上げさせ

ていただきたく、いろいろとアンケートの調査を

見ると、いい悪いという、そういうイメージに対

して設問があったかと思いますが、もう少しちょ

っと解像度というか、どういった意味でいいのか

悪いのかというところをアンケートの中に入れ込

んだ方がいいのではないかなと思ったのですけれ

ども、その辺りはいかがでしょうか。 

○シティプロモーション課長 アンケート項目、治

安でしたり世間の評判でしたりというところで、

幾つかそれに対してのイメージいい悪いという９

項目ほど設けさせていただいております。 

  その集計で、今後のイメージアップの戦略をつ

くっているという状況でございます。 

○吉岡茂委員 様々な設問を用意していただいてる

ということで、先日発表がありました。昨年の第

４回定例会の代表質問でも触れさせていただきま

したシビックプライドというランキングがござい

ます。これは、株式会社読売広告社都市経営生活

研究所さんが調査を行っているシビックプライド

ランキングでございます。 

  シビックプライドとは、市民が都市や地域に対

して持つ誇りや愛着を表現する言葉であり、まち

をよりよい場所にするために関わっているという

当事者意識に基づく自負心のことでございます。 

  １月２１日に最新のランキング２０２５が発表

されました。初の全国自治体調査となりました。

住民人口１０万人以上の２７８自治体が調査対象

でございます。 

  総合ランキング１位から５位伝えますと、東京

都中央区、２位港区、３位高槻市、４位東京都千

代田区、５位鎌倉市でした。我らが足立区は２７

８自治体のうち何位だったと思いますか。 

○シティプロモーション課長 申し訳ございません、

その数字ちょっと追えていないのですけれども、

いい順位であることを願っております。 

○岡田将和委員 結果が、ランキング２０２５年、

２４３位という結果でございました。東京２３区

の中では最下位という大変厳しいものでございま

した。 

  日頃、我々が感じている体感では、少しずつ足

立区のイメージ良くなってきているのかなという

ふうに感じてはおったところではありますが、こ

ういうシビックプライドランキングという、第三

者といいますか、民間の方が調べられているラン

キングというものも少し参考にしながら、シティ

プロモーションというのも、修正、方向転換して

いくこともいいのかなというふうに感じたのです

けれども、その辺についていかがでしょうか。 

○シティプロモーション課長 様々なランキングご

ざいますので、いろいろ調査させていただいて、

なるべくそのイメージアップですとか、御評価い

ただけるように、戦略またつくっていきたいと思

います。 

○岡田将和委員 このランキングの指標となってい

る項目は愛情であったり、愛着であったり誇り、

またエンゲージメントといいまして、このまちと

自分の人生は切り離せないか、もっと関わってい
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きたいかという項目があるそうです。 

  昨年度までは、他者に勧める、このまちいいよ

と勧める度合ですとか、このまま住み続けたいか、

居住継続性といったところも評価のポイントにな

っていたそうです。こういった指標も参考になる

なというふうに私自身も感じております。 

  先日、足立区内でお仕事をされている方からお

叱りを受けました。足立区は、どんどん区外の事

業者を使おうとする、足立区民が納めている税金

なのにということで、様々な足立区の中に事業あ

りますが、もちろん外向きも大事ですけれども、

内向きの部分で足立区内事業者の皆さんも様々感

じておられることもあるかと思います。 

  区職員の皆様の一挙手一投足がまちへの関わり、

愛着、シビックプライドへつながっていくことを

感じていただきたいなと思いました。 

  それと、このシビックプライドランキングの調

査の中で、若者の足立区のために何かしたいとい

う意欲をしっかり受皿にしていくことがとても肝

要だよという話がありました。 

  先日、第５３回世論調査によると、そういう若

者のデータも載っていたのですけれども、このデ

ータ、すぐ出ないですよね。言っちゃっていいで

すかね。足立区に誇りを持っていると答えた区民

は４５．３％にとどまっておりますが、若者です

けれども、１８歳から２９歳の若年層は男性で５

５．８％、女性で５６．８％が、足立区をよいま

ちにするために何かしたいと回答しております。

けれども、実際に実践していると答えた方は男性

で２８．８％、女性で２３．５％にとどまってお

ります。 

  足立区の若者が何かしたいと思ったときに、足

立区でそういう受皿が用意できていないのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○政策経営部長 若者のやってみたいことを応援す

るということで、コミュニティの拠点も綾瀬に次

いで、竹の塚でも開設をする予定でございます。 

  そういったところで、若者のやってみたいこと

を応援していきたいと、そのように考えておりま

す。 

○岡田将和委員 引き続き、若者のそういった世論

調査の声もしっかりと大切にしながら、機運醸成

していただきたいと思います。 

  続きまして話が変わります。 

  令和８年第１回定例会、先日の我が党の工藤て

つや団長による代表質問でも触れられました足立

区公契約条例について触れさせていただきます。 

  公契約条例は、平成２６年４月に施行され、税

を原資とした事業、公共サービスの質や働く人を

守るための制度でございます。 

  当初は大規模な建設工事や清掃、警備などの委

託業務が中心でしたが、令和７年４月の条例改正

後からは、全ての指定管理施設へと適用範囲が広

がることとなりました。それにより、現在、福祉

現場では、この条例が組織の分断と経営の圧迫を

生むという、制定時の意図とは違った結果を招い

ていると感じています。 

  もう少し具体的に申し上げますと、肢体不自由

児父母の会の母体とする社会福祉法人あいのわ福

祉会さんは、大谷田にある足立区大谷田障がい福

祉施設の指定管理を足立区から受けており、足立

区内に自主事業として六つの施設を運営されてお

ります。 

  大谷田の指定管理施設が公契約条例に該当し、

従業員の労働報酬下限額を適用しなければならな

いことにより、ほかの自主運営施設に勤める福祉

法人の全ての非常勤職員の時給単価を上げなけれ

ばならなく、経営を圧迫されているとの声が上が

っております。 

  昨年１２月にも労働報酬下限額の上昇の通達が

足立区からあり、法人全体で年間２，４００万円

のコストアップという試算をされ、大変頭を悩ま

せておりました。社会福祉法人という特性を鑑み、

労働報酬の補塡の補助をすることはできないので
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しょうか。 

○福祉部長 あいのわ福祉会、理事長様からそうい

ったお声は聞いております。 

  ただ、そこで補塡をするということになると、

この公契約条例で設定してる下限がどうかという

ところのある意味骨抜きになってしまう部分もご

ざいますので、現状としては難しいというふうに

考えております。 

○岡田将和委員 現状としては難しい。 

  例えばですけれども、価格転嫁をできる建設業

界とは違って、福祉報酬という公定価格で収入の

上限が縛られている社会福祉法人です。制度の整

合性を検証して、公契約条例の対象から、こうい

った固定報酬で運営されている社会福祉法人を除

外はできないのでしょうか。 

○契約課長 この公契約条例については、令和７年

の４月に改正したばかりでございますが、岡田委

員おっしゃるような内容について、審議会の方に

こういった御意見があるということをお伝えして、

まずはお伝えした上で、どういったこと、意見も

お聞きしたいと考えてございます。 

○岡田将和委員 そういう委託管理、指定管理を受

けている施設だけ賃金を上げて、それ以外を変え

ればいいのではないかというふうな御指導もいた

だいたというふうに聞いておりますが、足立区内

で運営している事業者ですし、重度の障がいをお

持ちの方の福祉サービスなので、なかなか賃金を

別々にすると組織の中でいろいろと不和が生じて

しまうという声も上がってきております。 

  そういった施設でございますので、お取組をい

ただくように強く要望いたします。 

  続いて、私はこれまでも生活習慣の違いによる

ごみ出しのマナーの悪化に対する近隣住民の不安

や、滞納者数に占める外国人の割合が人口比の約

２倍に当たる約１２％に上っている現状について、

様々な外国人の方々との多文化共生の推進につい

て発言をしてまいりました。 

  そして、その解決策として今回、外国籍の方が

転入してくる際、ごみ出しや様々なルールを動画

等で確実に理解してもらう仕組みづくりが新たに

乗っかってきておりました。 

  令和８年度予算あらまし５６ページ、主な外国

人支援事業の中にあります多言語案内動画の作成、

これが盛り込まれたことを大変うれしく思ってお

ります。この事業について教えてください。 

○政策経営課長 ４定でも、岡田委員の方から御提

言いただいていたことを受けまして、ＰＴの中で

議論させていただき、動画としましては、税です

とか国民年金、介護保険、あとごみ出しのルール、

防災に関して、２分から３分程度の短い動画をつ

くって、それも区内に住んでいるトップテンに、

１０番目に多い外国籍の方が読めるような、日本

語も含めて１１言語の動画を区の特設ページで見

られるというような形で今準備しておるところで

ございます。 

○岡田将和委員 ありがとうございます。 

  こちら、強制的にはできないと思うのです。強

制力がない動画の御提案ということでよろしいで

すか。 

○政策経営課長 外国籍の方が転入する際、一定時

間の時間が掛かりますので、その時間を使って見

ていただくということで、ＱＲコードをお渡しし

て御案内するという形です。一緒にＷｉ－Ｆｉが

今導入されてますので、そのＷｉ－Ｆｉを使って

いただいて、待ってる際に見ていただくというよ

うなことで今考えております。 

○岡田将和委員 Ｗｉ－Ｆｉ環境を整えて見ていた

だくということでございます。 

  見ていただく環境を整えたけれども、つくって

も見ていただけるかが問題だと思っております。 

  例えば、試聴後に確認のサインをもらうですと

か、そういった実効性を伴う動線設計というのを

お考えいただいた方がいいのではないかなと思う

のですけれども、その辺りも設計されてますでし
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ょうか。 

○政策経営課長 現状今ちょっとそこまでは考えら

れていないところでございます。 

  戸籍住民課の業務の繁忙、窓口の繁忙もござい

まして、なかなかちょっとどこまでできるかとい

うところは今ちょっと議論の余地があるかなとい

うふうに思っています。 

  まず、今回始めさせていただいて、視聴数とい

うところはＹｏｕＴｕｂｅのカウントで見れる部

分もありますので、このあたり見ながら、どれだ

け見られてるかというところは我々としても注視

していきたいなというふうに思っております。 

○岡田将和委員 この予算のあらましを見ると、予

算額がゼロ円となっております。これは、ＡＩで

つくられるということなのですが、先日の生成Ａ

Ｉの勉強会、足立区職員の方々向けに展開されて

おられまして私も参加させていただきました。ま

だまだＡＩもハルシネーションがあるということ

ですが、このハルシネーション対策についてお伺

いします。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○政策経営課長 生成ＡＩも使って動画もスライド

も作成してますし、読み上げるものもつくってお

りますので、多文化共生の担当に登録していただ

いている通訳ボランティアさんを通じて中身見て

もらうようなことで今、取組を進めてるところで

ございます。 

○岡田将和委員 分かりました。引き続きよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。再開は午後１時といたしま

す。 

午後零時００分休憩 

午後１時００分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  無会派から質疑があります。 

○市川おさと委員 舎人の市川おさとです。よろし

くお願いします。 

  まず、積立基金の運用についてお尋ねします。 

  公金運用の考え方に基づいて、足立区も基金の

運用を行っているわけなのですけれども、例えば、

今後、金利も上がっていく、特に長期債の金利も

上がっていく、つまり債券価格が下がっていくと

いう見通しがあるわけです。私、そういう見通し、

恐らくそういう形になるのでしょうけれども、そ

ういった中で、今、足立区、基金の運用で、債券

運用が、債券を買うということの運用ばかりにな

っているというふうに認識しているのですけれど

も、そのような状況でよろしいのでしょうか。 

○会計管理室長 やっぱり基金の運用益は、区の自

主財源にもなりますので、積極的に利子獲得に努

めていきたいと考えてるところでございます。 

○市川おさと委員 積極的にと言いましても、債券

ですから、債券価格が下がっていく中で、今後、

基金の実質的な目減り、インフレ分の目減りは避

けられないのかなというふうにも考えます。 

  そうした中で、例えばＧＰＩＦ、国のＧＰＩＦ

では、半分を株式、半分を債券という形で運用し

て、非常に好成績を収め続けているわけでありま

す。 

  こうした状況を踏まえて、例えば国会でも、公

明党の岡本さんですか、あたりが、あの人、元Ｇ

Ｓですけれども、ジャパンファンドということで、

運用したらどうかということを言っていて、首相

もまんざらでもないような答弁をしているという

形になっております。 

  足立区、地方自治体としても、私はかような株

式、ハイリスク資産を含めた、一部含めた運用の

仕方も検討するべきだと思うのですけれども、こ

れ法令上の制限があるということで、できないと

いう認識でよろしいのでしょうか。 

○会計管理室長 地方自治法の定めにおいて、確実、

それか効率性という言葉があります。確実性とい



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３０  

 

うのは元本を毀損しないというところ、また区の

歳出においても現預金を一定程度確保しておかな

いと支出に窮することがございますので、例えば

全額、基金全額を債券で買ってしまって、その結

果、途中解約したときに元本割れするようなこと、

これは絶対避けなきゃいけない、こういったバラ

ンスを取りながら運用を行ってるところでござい

ます。 

○市川おさと委員 そうは言っても、例えば超長期

債などは、相当価格も、債券価格下がっていると。

正に元本を毀損しているという状況もあるわけで

すけれども、これについて区の認識はいかがです

か。 

○会計管理室長 今おっしゃったのは恐らく含み損、

要は現時点で中途解約したときの債券の評価額が

元本割れるというお話だと思うのですけれども、

区としましては、中途解約をしないような全体の

お金の運用を行ってます。 

  要は一定額を現金ないし、解約しても元本割れ

しないような定期預金等に預ける、こういったと

ころをやってございますので、基本的には含み損

というのは、はじき出せば数字出ますけれども、

実質的にはそんなに問題になるものとは考えてご

ざいません。 

○市川おさと委員 先日の総務委員会で、私が事前

説明受けた際に、含み損もしっかり数字出してく

れということで、報告事項の中で、令和７年２月

末現在で２９億円の一応含み損があるという数字

を出していただきました。 

  私は、これ最後にしますけれども、これ以上言

ってもしようがないので、これ最後にしますけれ

ども、この件は。 

  債券に偏したポートフォリオという、足立区の

ポートフォリオというのは、法令上の縛りがある

から今のところは仕方がないという、そういう認

識にとどまらず、様々な可能性を是非、これはは

っきり言って室長レベルでどうこうできる話では

ありませんので、いろいろな可能性を考えていっ

てもらいたいなということをまず要望しておきま

す。 

  そうした中で、低金利が続いた中で、自治体の

債券運用で、特に超長期債、２０年とか３０年と

か超長期債に偏したポートフォリオを組んだ自治

体などでは、大変多くの含み損を抱えてしまって

いると。そうした中には、もちろんこの基金とい

うのは使うために持ってるわけですから、単に含

み損というだけではなくて、実現損という形で計

上している自治体もあるというふうに認識してお

ります。 

  こうした状況の中で、私は、自治体だからとい

って、ポートフォリオの中に長期的な視点の中で

株式の組入れ、こうしたものもやってもらいたい

なと。やってもらいたい、ここで言ってもしよう

がないのだけれども、国レベルで、そういった形

で検討していってもらいたいなというふうに思い

ます。 

  それで、ちょっと話が変わるのですけれども、

各政党、いろいろな国政政党がありますけれども、

ここは必ず１年に１回、収支報告書というものを

出すのですね。収支報告書。収支報告書を各党の

を私見たのですけれども、このうちで、今話題に

なった金融商品。金融商品というか有価証券、有

価証券を所有している政党というのが、私の調べ

では一つしかないんですよ。一つしかない。どこ

かというと、日本共産党中央委員会です。日本共

産党中央委員会が、これ有価証券を所有している

という形になっております。 

  これどんな有価証券かというと、超長期債です。

超長期債の２０年物の国債、これを２０１６年に

３，４００万円で買っています。これは収支報告

書に書いてあるから、これも事実だと思います。

間違ったこと書いたら大変ですから。 

  ２０１６年に２０年物の長期国債を３，４００

万円購入している。そして、２０１９年には３０
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年物の国債を６，１００万円買っていると。正に

こうした政党の収支報告の対象になるお金で有価

証券を買っているのは、日本共産党中央委員会だ

けだというのが、私の簡単に調べた限りでは、認

識であります。 

  それはそっちは知らないだろうから一々答弁を

求めませんけれども、これが、２０１６年と２０

１９年に買っている。正に、アベノミクスによっ

て低金利が非常に進んでいた、低金利ということ

は、つまり債券価格は、高いのですか、安いので

すか、どちらですか。 

○会計管理室長 高いものでございます。 

○市川おさと委員 正に異次元緩和ですよ。アベノ

ミクスというのは３本の矢ということが今言われ

ておりますけれども、３本の矢だったのですよ。

３本の矢の中心は金融緩和でした。あとは成長戦

略、民間企業の成長戦略と積極財政、この３本の

矢なのだけれども、特に特徴的なのは金融緩和。

金融緩和という、黒田総裁の下での金融緩和とい

うものがアベノミクスの中心であったということ。 

  正にアベノミクスが行われている、金融緩和が

行われている２０１６年と２０１９年にそれぞれ

３，４００万円の２０年債と６，１００万円の３

０年債を購入しているという形になっております。

これについてどうですか、把握してますか、区は。

区は把握していますか。 

○会計管理室長 把握してはございませんでしたが、

先ほど市川委員の方に資料の方見させていただき

ました。 

○市川おさと委員 あまりくだらないこと言わなく

ていいんだよ。今、区は把握しているという力強

い答弁をいただきました。 

  ２０年債、３０年債の超長期債というのは、実

は、皆さん御案内の方もいらっしゃると思います

けれども、かなりハイリスクです。かなりハイリ

スクの金融商品です。かなりハイリスクです。し

かも、当時債券価格が非常に高いですから、リス

クが非常に高い割にはリターンは乏しいと、こう

いう商品でした。 

  これなぜか日本共産党さんは買ったわけですけ

れども、この２０１６年に買った２０年債３，４

００万円。これは現在の価格、現在の債券標準価

格でいうと、これ額面１００円で買ったとした場

合、１００円でそれは買ったはずなのですけれど

も、現在のこの２０年債、１５６回の２０年債の

債券標準価格は幾らになりますか。 

○会計管理室長 先ほど調べさせていただきました。 

  １００円に対して、現状市場で売り買いしよう

とすれば、恐らく８４円５０銭程度が価格になる

と。シンクタンクの方ではじき出している数字で

ございます。 

○市川おさと委員 それから３０年債。３０年債の

方です。これ第５１回の３０年債、これを６，１

００万円で買ってるわけですけれども、この現在

の価格、債券価格は幾らになりますか。 

○会計管理室長 こちらは５９円２０銭前後でござ

います。 

○市川おさと委員 つまり、２０年債の方が、ちょ

っと念のために言いますと、債券については市場

があるわけではなくて、恐らく証券会社などとの

相対の取引になる。相対の取引になりますので、

実際に売るとなれば恐らくこれよりも安くなりま

す。これ証券会社もうけなきゃしようがないから、

これ安くなるのですよ。 

  つまり、今これ日本共産党中央委員会の収支報

告書に９，５００万円と、両方合わせて３，４０

０万円と６，１００万円で９，５００万円という

ふうにはっきり記載されているわけですけれども、

現在の実勢価格で言うと、この９，５００万円は、

２０年債が１５％引き、そして、３０年債が４０％

引きということで、この９，５００万円、私の計

算によると６，５５０万円になると。そういうこ

とでよろしいですか。 

○会計管理室長 現時点で売却しようとすれば、そ
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の評価額になると考えてございます。 

○市川おさと委員 足立区の場合は、長短様々な金

利の債券を所有している、多彩なポートフォリオ

を組んでいるという認識ですけれども、共産党さ

んの場合は超長期債一本やり、一本かぶりで持っ

ていて、非常にリスクを取って、かつ、現在大き

な含み損を抱えているという状況です。 

  これは、政治資金規正法によりますと、これち

ょっとかなり特別な法律でありまして、要するに

種類や銘柄や数量や取得の価格や年月日は書く必

要があるのですよ。法令上書く必要あるのですけ

れども、一々値洗いする必要がないんだよね。一々

値洗いする必要がなくて、現在幾らですかという

ことは公開する必要がありません。だから公開さ

れてない。だから、法令上これ一応問題ないので

すよ。 

  その一方で、当時、これアベノミクスで正に金

利が非常に低くて、債券価格が高いときに買った

わけですけれども、当時、共産党さんは、議会の

内外でどのような政治的な主張をしていたのかと

いうと、私も、議事録とかいろいろ見たのですけ

れども、議事録紹介するのは面倒くさいからちょ

っとネットで拾った赤旗の新聞を見ますけれども、

正にこれ批判していました、アベノミクスの低金

利というもの。アベノミクスの低金利というもの

を金融緩和政策が家庭に悪影響を与えるんだと。

家計の利子所得が年平均１６．７兆円、２７年間

で４５０兆円上る一方、企業が支払わずに済んだ

利子が年平均２４．５兆円だとして、家計から企

業への所得移転ではないかと、大門さんという人

が追及してるということであります。 

  その一方で、正に日本共産党、議会の内外で、

アベノミクスの異次元の低金利政策を批判してい

た。それは別に構わないのですよ。政治的主張だ

から、私は同意しませんけれども、当時は需要不

足の中で、私は低金利政策はすごい重要だったな

というふうに思います。 

  その一方で、正にその当時に、低金利下で、今

後も低金利が続くということを見込んで、あるい

はもっとはっきり言ってしまえば、今後も低金利

が続くということを望んで多額の金融商品、超長

期の国債を買っていたのかなというふうにもこれ

思わざるを得ないのですけれども、この辺り認識

いかがですか。 

○会計管理室長 確かに利子獲得のために債券買う

というのもありますけれども、例えば株とかでい

うと、その会社を応援するであるとか、私ども基

金運用においては、やっぱり区民に福利を還元す

るという目的もございますので、なかなか一概と

いうか、様々お考えの下に買われたのではないか

と考えてございます。 

○市川おさと委員 ちょっと今微妙な質問だったの

で、会計管理室長に答えさせるのはちょっと気の

毒かなと思って、こちら側に答えてもらおうかな

と思ったのですけれども。 

  私は、このような形というのは、つまり法令上

別に問題あるわけではないですよ。法令上問題が

あると言うつもりは全然ない。別に政党が超長期

債を買って幾らかの利金を得ようとした、そのこ

と自体は特に問題ない。ただ、その買った時期と

いうものが正に議会の内外でアベノミクスの超低

金利を批判していた。しかし、買ったというのは、

これは超低金利の継続がこれ前提になってたはず

なのですよ。 

  こうした在り方というのは、ちょっと政治的に

どうなのかなというふうに思いましたので、ちょ

っとこれは足立区政とはややちょっと関係が薄い

かもしれませんけれども、あえて申し上げました。

この件はこれで取りあえず終わります。 

  それから、職員の障がい者雇用率についてお尋

ねします。 

  これは、去年１２月の総務委員会の報告であっ

たわけですけれども、今、足立区の職員の法定雇

用率が法定の２．８％に満ちていないという報告
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が１２月に総務委員会でありました。この現状に

ついてお聞かせください。 

○人事課長 現在、障がい者の雇用率については、

６月の時点で総務委員会に報告したとおりになっ

ております。 

  最新の数値出すと、現在２．７９％ですので、

まだちょっと足りないという状況でございます。 

○市川おさと委員 これ事前にやると言ってなかっ

たのだけれども、ぱっと答えたというのはすばら

しいなというふうに思いますけれどもね。 

  そうした中で、この議会報告資料によると、所

属別の職員人数というものが公開されています。

つまり、全体のパーセンテージだけではなくて、

この庁内の各部署にどのぐらいの、この部署に何

人の該当の職員がいるのかと、そういう一覧が公

開されているわけであります。 

  そうしてみますと、一番多いのが福祉部で２１

人、区民部が１６人、総務部が１１人という形に

なっておるわけであります。 

  各部、非常に満遍なくいらっしゃるのかな、福

祉部は特に多いのかなというふうに思うわけで、

そのこと自体は、そうなのかなと思うだけなので

すけれども、一方で、部によっては１人もいない、

ゼロ人というところもあるのですね。それは選挙

管理委員会事務局、監査事務局、そして区議会事

務局という形になっております。 

  私はこれを見てちょっと軽くショックを受けた。

というのは、選管と監査の方はちょっと置いてお

いて、区議会事務局というのは私たち議員の面倒

見てくれる、そういうセクションであります。 

  私も含めて、区議会議員さんたちは、よく障が

い者雇用について議会でも発言をしている。つま

りちゃんとやりなさいよという形で言っている。

これ私だけではなくて、ほかの議員さんたちもそ

ういう形になっておるわけであります。 

  その一方で、区議会事務局が、その足元である

ゼロというのはなぜなのかなと思うのですけれど

も、議会事務局お答えください。 

○区議会事務局次長 過去に人事課の方から、区議

会事務局の方にもそういった職員を配属できない

かという御相談がございました。 

  ただ、議員の先生方とのコミュニケーションに

課題がある方だった関係で実現には至りませんで

したが、事務局としても、障がい者の方を配属し

ていただくように努めてまいりたいと考えており

ます。 

○市川おさと委員 コミュニケーションに難がある

とかと言うけれども、僕も障がい者だけれども、

そんなにコミュニケーションの難は、あるかもし

れないけれども、そんなにないような気がするの

ですよ。それに、今後していきたいような今、区

議会事務局次長のお話がありましたけれども、何

を言うかではなくて、実際にしてくれないと困る

んだよね。何を言うかではなくて何をするかが大

事です。 

  議会事務局にも是非そういった該当の人を配属

してもらって、ちゃんと議員さんみんな優しい人

たちですから、ちゃんと温かく迎えて、お互いに

成長していけるように切磋琢磨できるのかなとい

うふうに思うのですけれども、やはりこれ議会の

ことですから、無会派の私が１人で言ってもしよ

うがないので、ここは議長の思いを是非お聞かせ

願いたいなと思うのですけれども、いかがですか。

○議長 区議会事務局において、そういった障が

いをお持ちの方の雇用ができていない現状につい

ては重く受け止めなければいけないというふうに

思います。 

  また、これまで何で雇用していなかったのかと

いうところにおきましても、議会の仕事というの

は、デスクワークのほかにいろいろ会議の運営で

すとか、しつらえ、ぱっとやらんといかんとかい

うような場面もあったりする中でありますけれど

も、どういったことを障がいをお持ちの方にもや

っていただくことができるかという切り出しとい
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うところが、全くこれまでやられてなかったと思

いますので、その辺り、できる限り雇用推進でき

るよう努めていきたいと思います。 

○市川おさと委員 いきなり議長に振りましたけれ

ども、しっかりとした答弁がありました。前向き

の答弁だというふうに私は受け止めます。 

  切り出しとかできることできないことというの

はそれぞれみんなあるわけで、そんなこと言った

ら、それぞれの部署でもなかなか配置できないよ

という形になるのかなというふうに思います。ま

た、障がいといったって様々な種類もありまして、

できること、できないこと当然あります。 

  そうした中で、私たち議員が温かく迎えるとい

う、まずその気持ちだよね。その気持ちがあるの

かないのかということが非常に重要だと思います

ので、議長共々、私も、施策に協力してまいりた

いと思いますが、改めて議長、決意の言葉をよろ

しくお願いします。 

○議長 繰り返しになりますが、しっかりと市川委

員の思いをしっかりと受け止めながら、各会派の

皆様方とも協力をして推進をしていきたいと思い

ます。 

○市川おさと委員 この件はこれで終わります。 

  それから、やはりこの件はちょっと触れないわ

けには。東京女子医大関係者から区長等への接待、

会食、金品授受などに関する公益監察員による調

査結果について、これについてはそんなに詳しく

は私も触れません。 

  ただ、何をもらったのかといったら、森伊蔵と

いう非常にこれはプレミアムな商品です。森伊蔵

というこの焼酎、酒好きな人はよく知ってると思

いますけれども、定価は３，０００円程度である

が、取引価格は１万５，０００円から２万円と書

いてあります。 

  この書き方を見ると、３，０００円なのかなと

思っちゃう人もいるかもしれませんけれども、実

は３，０００円などで全然買えません。サントリ

ーの響とかというウイスキーもありますけれども、

この手の商品というのは、要するにセカンダリー

マーケットで買うというのが半ば常識のようにな

っております。 

  そうした中で、こうしたものを、非常に私はう

かつだなと思いますけれども、受け取っていた、

飲まなかったというのだけれども、それはもらっ

たのだから同じことであります。 

  それから、フェラガモのスカーフということで、

これだけ取り上げると非常に象徴的な話になっち

ゃうのだよね。森伊蔵とかフェラガモのスカーフ

とかというのは。これについて、区長、改めてお

っしゃってください。 

○区長 社会通念上、許容される範囲だという結果、

結論はいただいておりますけれども、そのスカー

フについては、再三申し上げているとおり、理事

長の就任祝賀会出席のお礼ということで頂きまし

た。会費３万円と、またお花代１万円ということ、

そしてまた当日参加したということで、非常に先

方喜んでいただいたので、お礼の気持ちというこ

とで、私はそのとき、とんとんかなということも

含めて頂戴してしまいました。 

  ただ、こういったことで、今になって考えてみ

ると、もう少し自分自身厳しく律するべきだった

ところは反省しております。 

  また、焼酎の方でございますけれども、これは

職員の皆さんでということで置いていかれたとい

うこともございますので、そういった意味で、コ

ロナになってることもございまして、いまだにそ

のまま保存しております。 

○市川おさと委員 私がこの世界入ったのは平成１

５年なのですけれども、その後、ちょっとしばら

くしてから、ある地域で点字ブロック、視覚障が

いの女の人に点字ブロックの設置を頼まれてやっ

たことがあります。そのときに、冬だったのです

けれども、やった、その後で、自宅から出てこら

れて温かい缶コーヒーとみかんを持ってきてくれ
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たんですよ。僕と、あと職員の人がいたのだけれ

ども、そのとき、職員の人は受け取らなかった。

缶コーヒーとみかん、その程度でも受け取らなく

て、私はすごい感銘を受けました。この程度のこ

とであっても受け取らないんだなと、職員は。私

は受け取りました。 

  缶コーヒーをその場で飲んだという記憶もある

のですけれども、要するに２人だったから２人分

持ってくれたのだけれども、その方は受け取らな

くて、私は受け取ってみかんも食べたのかなとい

うふうに思っています。 

  昨日も、公明党の小泉委員の方から、何かもら

ったのをお返ししたという話もございました。 

  こうした、律するという言葉、区長の答弁であ

りましたけれども、自分を律するという思いは、

ある程度共通のものなのかなと、職員の皆さんの。 

○伊藤のぶゆき委員長 市川委員、時間です。 

  次に、是々非々の会から質疑があります。 

○おぐら修平委員 午後からの質疑よろしくお願い

いたします。 

  私からはこの女子医大の件についてです。 

  この女子医大の件、区民疑念解消のためと、ま

ずは事実関係の確認を行いたいと思います。 

  昨日は、自民党の工藤委員だったり岡田委員だ

ったり、また公明党の小泉委員や、また我が会派

のへんみ委員からも質疑がありました。共産党の

ぬかが委員からも問題点が指摘されました。また、

住民監査請求も出されたと聞いています。 

  区民、議会からも様々な疑義が寄せられている

ところで、まず改めてちょっと昨日までの、また

先週の総務委員会もなのですが、質疑、またその

事実関係の内容の確認ということでまず質問させ

てください。 

  東京女子医大、この区補助金の交付対象である

ということで、土地の無償貸付けを現在も行って

いる利害関係者であるということ、そして区長は、

２０１９年に、先ほども質疑ありましたが、女子

医大の理事長の就任祝賀会に出席されて、会費３

万円、生花１万円を私費で支出と、その返礼品と

して、フェラガモのスカーフを受け取ったり、ま

た焼酎森伊蔵など受け取っていたこと、またこの

女子医大の理事長とホテルニューオータニ、また

浅草ビューホテルなどでの会食が何度か繰り返さ

れていたことということで間違いないでしょうか。 

○区長 報告書にあるとおりでございます。 

○おぐら修平委員 この女子医大からのこの祝賀会

参加の返礼品として、このフェラガモのスカーフ

を受け取られたという件について、先日のこの総

務委員会、太田委員の質問に対して、大体とんと

んでいいかなということで区長からも答弁もあり

ました。これ、当時スカーフの価格は確認されま

したでしょうか。 

○区長 正式に幾らということはございませんでし

たけれども、ネクタイの価格は知っておりました

ので、１．５倍か、そういう形かなというふうに

思い、３万円の会費と、そしてお花代の１万円で

４万円でございます。ということで、私が先ほど

申し上げたとおり、大体妥当な金額かなという判

断は当時いたしました。 

  今の金額とは大分違うと思います。実際に理事

長がいつこれを買われたのかということは私存じ

上げませんし、どのような経緯で、どこから買わ

れたかということも存じ上げませんけれども、今

申し上げた考え方で、私はとんとんかなというふ

うに理解をしたところでございます。 

○おぐら修平委員 昨日の岡田委員の質問だと、当

時幾らぐらいしていたか認識してないと、たしか

そんな答弁があったと思うのですけれども、これ

価格の確認をせずに大体とんとんでいいかなとい

うことで判断されたということの理解でよろしい

のでしょうか。 

○区長 実際にお店に確認したとかということはご

ざいません。 

  今申し上げたとおり、スカーフが幾らかという
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ことは存じ上げませんでしたけれども、ネクタイ

の価格から推しはかってそのぐらいかなという、

自分の考え方でございました。それが、乱暴だっ

たと言われれば致し方ないと思いますけれども、

３万円プラス、繰り返しです、４万円と比較した

ときに、その程度か、もう少しかなということで、

お礼という気持ちで受け取ってしまったことにつ

いては、今思えば判断が甘かったと言わざるを得

ないと反省しております。 

○おぐら修平委員 ちなみにこのフェラガモのスカ

ーフは、この正方形のタイプのやつと、長方形の

このバンブーというタイプのやつあるのですけれ

ども、それ、どういう形だったか覚えてらっしゃ

いますか。 

○区長 正方形のものでございます。 

○おぐら修平委員 ちなみに、昨日の委員会の答弁

の中でも当時と値段は違うということをおっしゃ

ってるのですけれども、これフェラガモの正規の

オンラインショップ、正規のところと、もちろん

いろいろなところでディスカウントしてるところ

もいろいろありますけれども、今、正方形のもの

は、オンラインショップでは４６点販売されてい

て、４６点が７万４，０００円、４万６，０００

円のものが２点あるのですね。ちょっと私価格ず

れあるのではないかな。報告書には、これ大体二、

三万円程度かと、これはちょっと皆さんと関与す

るところでないのですけれども、これこの公益監

査員の皆さんもどういう調査でそういう報告書に

なってるのかなという、ちょっとそういう疑念が

拭えないところなのです。 

  これはそういう私の素朴な疑問ということでこ

れもちょっと結構です。 

  続いて、区職員が補助金の交付先から同様のフ

ェラガモのスカーフ、森伊蔵の焼酎など物品を受

け取った場合は懲戒処分の対象となる可能性があ

るということで、昨日、そういった答弁がありま

したけれども、それで間違いないでしょうか。 

○人事課長 当然、状況は個別に判断する形になる

と思いますが、そういう可能性あるというふうに

思っております。 

○おぐら修平委員 そうですよね。 

  昨日、公明党の小泉委員が質問したとおり、こ

れ２０１９年の３月に女子医大の起工式に参加し

た議員等に、その約半年後、同年１２月にお歳暮、

カタログギフトかなと思われるものが送られてき

たと。当時、区議会事務局から全議員に対して、

このようなメール送られてきたのですね。 

  事務局から私たちに何か事務連絡、いつも一斉

メール送られるのですけれども、タイトルが２０

１９年１２月１２日、重要、女子医大についてと

いうメールで、ちょっと一部省略しますけれども、

数名の区議会議員の方から東京女子医大からお歳

暮が送られたとの情報が事務局にありました。病

院建設に当たって、各種議案を議決する立場の議

会側がお歳暮を受領するのは不適切です。議長と

も相談した結果、事務局で一括して返送すること

といたしましたというふうにあるのですね。 

  これ昨日、小泉委員が質問されたとおりで、私

たちはそういう利害関係者から物を受け取らない

という議員としてのそういう判断、対応しており

ますし、私もはっきり覚えてるのです。区議会事

務局の廊下で、これおかしいですよねと、今どき

こういうのはあるのですかというような、私もそ

んな立ち話をしたことを今もはっきり覚えてまし

て、議会がそういう対応をしておりました。 

  公益監察員の調査報告書には、お歳暮について

の記述というのはなかったのですけれども、これ、

区議会の起工式とかに参加された方々などに対し

てはそういったお歳暮が届いているのですが、区

長のところにお歳暮は届きましたでしょうか。 

○区長 私はお歳暮頂いた記憶はございません。 

○おぐら修平委員 区議会議員のところ届いて区長

のところ届いてないというのも何かちょっと私も

素朴な疑問として違和感感じるので、ここは、女
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子医大に確認すれば分かりますし、これもしかし

たら秘書課でちゃんとそういう記録取られてるか

も分からないので、これ是非この本予算委員会の

中で調査していただきたいと思うのですけれども、

いかがですか。 

○副区長 私のところにも届いておりません。 

○おぐら修平委員 調査をしていただきたいと思う

のですけれども、いかがでしょうかと質問したの

ですけれども、どうですか。何かできない理由で

もありますか。ないならないで全然いいんです、

もちろん。それを逆に証明していただきたいので

す。 

○副区長 基本的に秘書課にお歳暮が届くようなこ

とはありませんので、また女子医大からもし届く

ようなことあれば、そこは必ず区長、副区長に報

告が行っていると思いますので、記録としては残

っていないというふうに判断します。 

○おぐら修平委員 届いてないということで、いい

のですよね。 

  利害関係者から贈物受け取るということは、社

会通念上許される範囲と、公益監察員の報告書に

は今回の件について記載をされていて、この議会

の場でも、もう何回も区の答弁にもありましたけ

れども、これ区長御自身ついて、補助金を出して

いる女子医大から様々な物品を受け取ってこられ

たことは問題がある行為だと認識されていますか、

それとも認識されてないですか。 

○区長 問題があるとするならば、その行為によっ

て恣意的に先方に不正な公金の支出がある、ひも

づけになるような、そういった事実があれば、も

ちろん当然のことながら問題になると思いますけ

れども、今回この調査を通じても、実際にそうい

うことがなかったという、手続上の職員の問題は

ありましたけれども、公金の不正支出につながる

ような金品の事実はなかった、あくまでも社会通

念の範囲内ということが言われておりますし、ま

た区自身も、そういったこと一切なかったという

ふうに、それは、私が誓ってもしようがないです

ね。補助金の何か恣意的な判断がそれによって生

じたということはございませんので、そういう意

味では、確かに議員の皆様方が返品されたという

中で、私が出席のお礼という形にしろ頂戴したと

いうことについては、今となってみればお返しす

るべきだったかなと、お返しすべきだったという

ふうに思います。その点についてはおわびをいた

しますけれども、それについて不正な事実があっ

たという、不正な判断があったというわけではご

ざいませんので、そういう意味では、社会通念上

許される範囲という今回の調査の報告書のとおり

だと思います。 

○おぐら修平委員 ちょっとすみません、ちょっと

よく分からなかったのですけれども、私物品を受

け取ったこと、物品を受け取って何かそういう便

宜供与を図ったとか、そういうことではなくて、

物品を受け取られたことに対して問題がある行為

だと認識してるかされてないか。 

  そのフェラガモについては、先ほど何か、今と

なって考えたら云々というお話ありましたけれど

も、ちょっともう一度、よく分からなかったので

その点についてもう一度お願いします。 

○区長 繰り返し御答弁しておりますけれども、ス

カーフについては、先ほど申し上げたとおり、４

万円ということと当日出席したお礼ということ、

来てくれてありがとうという、先方の本当に気持

ちが籠もったお言葉も頂戴しましたので、これは

儀礼も含めて、人間関係のお付き合いの中で個人

的に頂戴してしまったということ。 

  それが今これだけ社会通念上、政治とお金の問

題が問題になっているということを考え合わせれ

ば、確かに当時の判断が甘かったと言わざるを得

ない面もあるかと思いますので、今後は、そうい

うことのないように自らを律していくということ

を御答弁させて繰り返しいただいております。 

○おぐら修平委員 ちょっとすみません、また改め
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て。 

  昨日の質疑の中で、ニューオータニ、この千羽

鶴で女子医大理事長との会食について、理事長か

ら言われて会費１万円払ったけれども、総額幾ら

だったかも分からないということ。これ公益監察

員の報告書に、女子医大と計１３回にわたる会食

で、女子医大側の誰と会食したのか、これは総務

委員会、昨日の質疑の中で理事長との会食につい

ては報告ありましたけれども、あと総額幾らだっ

たのか、会費制と書いてあるのですけれども、会

費幾ら払ったのかとか、割り勘がと言われても、

総額幾らで幾ら払ったのか書いてなければ分から

ないわけで、これ一体どうなってるのかというの

はこれ誰しもが疑問に思うところなのですね。 

  昨日のこの区長の答弁で、浅草ビューホテルで

の会食については領収書もないと。幾ら支払した

のか記録がないということで、岡田委員からの質

問で答弁ありましたけれども、会費制としながら、

じゃあ会費幾ら払ったのか分からないということ

がちょっとよく分からないのです。 

  ちょうどこの時期は、約８５億円の規模になる

この補助事業の意思決定する時期に、利害関係者

との接触記録の詳細が明らかになってないという

ことは、これはガバナンスの問題として適切と考

えてますでしょうか。 

○区長 昨日の岡田議員の質問に対して、実際には

領収書がありませんので、ビューホテルに幾ら払

ったかは覚えてないというふうには申し上げまし

たけれども、１回目、ニューオータニではこちら

も会費１万円と先方に言われて１万円持っていっ

ておりますので、２回目については先方から１万

円ずつ会費を頂いたという記憶は私ございます。 

  ただ、総額幾ら払ったかということについては、

領収書がないので、幾らというふうに申し上げら

れないというふうに御答弁いたしました。 

○おぐら修平委員 浅草ビューホテルでのその他報

告書にも会食ありますけれども、それじゃあこれ

までホテルでの会食というのは全部１万円会費と

いうことでよろしいですか。 

○区長 これまでというのは、女子医大以外のこと

も含まれているのかどうか。 

○おぐら修平委員 女子医大の。 

○区長 女子医大の場合には、私が出席している３

回しかございませんので、１万円でございます。 

  同席した職員についても、それぞれ１万円ずつ

徴収をしてございます。 

○おぐら修平委員 先ほど私質問した、これ報告書

に関することではあるのですけれども、そういっ

た詳細な記録が明らかになっていない。だからこ

そ区民からもいろいろな疑問の声が私たち議員の

ところにも上がってますし、私たちもこの議会で

こうやっていろいろな議員がいろいろ党派を超え

て質問してるわけで、これガバナンスの問題とし

て適切と考えてるかどうか、どうですか。 

○総務部長 ガバナンス担当部長を兼務しておりま

すので、私からお答えいたします。 

  まず、この女子医に調査をしなかったのかとか、

もうちょっと会費等を詳しく調べられないのかと

いうようなところでございますけれども、公益監

察員に確認しましたところ、女子医側の関係者に

ヒアリングということは、これを実施することに

よって女子医大側の関係者の負担情報管理の困難

性というのがあるなというふうに思われていたよ

うです。明確な必要がある場合に限り実施する方

針というふうに、一番最初に考えられていたよう

です。 

  その上で、区の職員及び区長に対するヒアリン

グを行った結果、各対象者の供述内容は重要な点

で整合性があって、客観的な状況とも合致してい

たことから、本調査の記載の事実が認定できると

の心証を形成することができたと。また、報告書

の命題である、そもそもの目的であることですが、

利害関係者との接触の有無ですとか、それによっ

て行政の影響何かあったのかというところを考慮
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すると……。 

○おぐら修平委員 別に弁護士の見解聞いてないの

で、区としてガバナンスの問題として問題ないの

か聞いてるのです。 

○総務部長 問題ないと考えております。 

○おぐら修平委員 私たちそう考えてないからこう

いう質問してるわけですよね。詳細が明らかにな

ってない。明らかになった上で問題ないのであれ

ば全然いいんです、それで。逆にそうしていただ

きたいから私は細かいこと一々細かく突っ込んで

るわけなのです。 

  これも午前中の吉岡委員からの話もありました

けれども、弁護士がやってるからこうです、こう

ですと言われたって私たち納得できないからこう

やって質問してるわけなのですね。 

  これちょっとまた質問変わりますけれども、昨

日、予算特別委員会の冒頭で区長発言の中で、こ

のニューオータニで女子医大の理事長との会食に

関連して、何か記録がないかということで土曜日

に秘書課の方に指示したところ、当時のスケジュ

ールにニューオータニの横に千羽鶴というお店の

記載があるということが昨日判明しましたと。そ

の後、岡田委員からの質問の答弁だと、私も確認

したら、これニューオオタニについては、１万円

という会費を出したというのが、秘書課ではなく、

事務所の記録として残っていたということなので

すけれども、これ結局どっちにどっちの記録が残

ってどうなってるのか、ちょっとよく分からなか

ったのですけれども、ちょっとこれについて解説

をお願いします。 

○総務部長 秘書課の記録というのは区長の、副区

長のスケジュールを管理するという仕事でござい

ますので、どこどこに何時に行くというそこの記

録までは秘書課の方であったということで、金額

についての明記はございませんでした。 

○おぐら修平委員 この女子医大との会食というの

は、あくまでもこの私費による私的な会食という

ことですけれども、これは秘書課の方でもそうい

う私的なスケジュールについても、管理、把握は

されてる、ただ金額については、そこまで細かい

ことは秘書課の方で私的なものについては把握さ

れてないということでよろしいですか。 

○総務部長 そのとおりでございます。公務から私

ごとの動きもございますので、区としては、全て

区長の予定を把握しているわけではございません

けれども、ある程度、私ごとで動かれるところも

把握している部分はあるということでございます。 

○区長 このあたりがこれからの、岡安議員のこれ

からどうするのかというお話もございましたとお

り、秘書課でどの程度の状況まで把握して記録と

して残していくのか、物品の受領も含めて、その

辺のところをルール化していくということが必要

だというふうには岡安委員の質問にお答えしたと

ころでございます。 

○おぐら修平委員 とすると、秘書課並びに区長の

事務所の方でも、私的なものについては管理を把

握をされてるということでよろしいですか。 

○区長 運転手がおりますので、日程はもちろんど

こに行くかということ把握していると思います。

たまたま今回については、手持ちが、どうだとか

はありませんけれども、１万円を秘書課に届けた

という記録がうちの事務所に残ってたということ

でございますので、これについては、１万円を当

日の会費として私が払ったということになるとい

うことは後で聞いております。 

  実際に今回の調査で、秘書課からどういう資料

を公益監察員の方に提供をしているのかというこ

とも、これも守秘義務でございますので、私自身

が知り得ることでもございませんし、実際にそれ

を例えば秘書課長ですとか総務部長に確認すれば、

それは制度上破綻することにもなりますので、と

いうことでございます。そういうふうなことです

ので、全て私が知ってということではないという

ことでございます。その提出された書類を見て、
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公益監察員が判断されたということでございます

が、繰り返しになりますが、それぞれの所管から、

衛生部も含めて、様々な書類の提出を求められて

おりますが、それぞれがどんな書類を提出して誰

がヒアリングを受けたかということ自体、私たち

が知り得ないところでございます。 

○おぐら修平委員 公益監察員の調査に関しては守

秘義務があって、どこの部署がどんなことを聞か

れてどういう資料を提出したかについては分から

ないということは分かりました。 

  一方で、この公益監察員のこの調査というのは、

これあくまでも任意で強制力はないものですよね、

これは。 

○コンプライアンス推進担当課長 調査報告書の前

段にもその旨記載されているところでございます。 

  あともう１点、先ほどガバナンスの関係で問題

がないかという御指摘でございます。こちら新し

い指針、新指針では必ず事前に承認書、様式２を

提出することになっておりますので、そういった

点で、当時は旧規定でしたが、今は新規定になっ

ているということでございます。 

○おぐら修平委員 公益監察員からそれぞれの所管

なり部署なりが調査なり問合せがあって、何かこ

の資料を提出することに対しても、これもあくま

で任意で提出した資料ということでよろしいです

か。 

○コンプライアンス推進担当課長 ちょうど内部通

報要綱に基づいて今回調査を行っているところで

ございます。 

  そして、その要綱の中には調査権があって、そ

して職員等は調査に協力する義務も規定されてい

ますので、基本的に必要な資料、それは全て出さ

れているというふうな認識でいます。 

○おぐら修平委員 調査に協力する義務があるとい

うことでは先ほど答弁ありましたけれども、とは

いえ、でもそこは強制力はないわけですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 内部通報要綱に

照会する規定があります。調査する規定がありま

すので、そしてそれに対して各所管は回答すると

いうことが決められていますので、基本的に必要

なものは全部出ているということで理解してると

ころです。 

○おぐら修平委員 いや、必要なものは全部で出て

るということをおっしゃられるのですけれども、

やっぱりこれだけ議会でこういういろいろな議員

から質疑されてるということ、議会の質疑によっ

ていろいろと明るみになった点も幾つもあるわけ

ではないですか。 

  私の感覚としたら、決してそれ、じゃあ全てが

提出された資料がそれがもう完璧なものであると

いうふうには思えないからこうやっていろいろな

議員がいろいろ議会で質問してるわけで、それに

基づいたその報告書というのは、これまでと多分

堂々巡りになってしまうと思うのですけれども、

問題ないと、違法性がないということで判断され

たということでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 法令上の違法性

はないという、そういった結論でございます。 

○おぐら修平委員 私たちのこの議会の質問によっ

ていろいろとるる明らかになったこともあって、

これ事実関係が完全にこの報告書で解明されてる

とは言えないですよね。その可能性についてはい

かがですか。 

○副区長 今答弁の中で出てきた内容は全て資料と

しては提出されているもので、今回この会食に関

しては会費制というところで金額、相手方まで記

載することはないということの判断が公益監察員

の方とあったと思いますので、今、お話しした内

容については全て監察員の方には伝わっていたと

いうふうに認識をしております。 

○おぐら修平委員 私たちの感覚と監察員また皆さ

んのこの調査との、そこが全部ずれと、区民感覚

とずれなんですよね。 

  昨日、小泉委員もやはり区民感覚、国民感覚に
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立ってということを再度強調されておりましたし、

この私たち議会の人間もみんな同じようなことで、

だからこうやっていろいろな会派の人間が質問し

てるのです。 

  ちょっとまた切り口変わりまして、日本私立学

校振興共済事業団、これ女子医大に対して、ガバ

ナンスに問題があったとして年間２０億円交付さ

れていた私学助成金、これ報道のとおり２０２４

年、２０２５年に全額不交付にしました。 

  私学助成金というのは、これは文科省の教育行

政の下で設計されている制度で、言わば国が女子

医大に対してペナルティーを与えたと見ることも

できるわけですが、これ昨年の予算特別委員会で

も指摘ありましたけれども、このような状況の中

で、区は土地の無償貸付けについて再検証、再検

討しましたでしょうか。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明にお願いします。 

○副区長 土地の評価につきましては、まだ無償期

間が終わっておりませんので、今のところまだ検

証してはおりません。 

○伊藤のぶゆき委員長 残り５秒です。 

○おぐら修平委員 もう時間ないのでこれまた改め

て質問いたします。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から質疑があ

ります。 

○ぬかが和子委員 昨日に続いて選挙管理委員会に

質問します。 

  生活圏域と全く異なる投票所に足を運ぶこと、

その事例を昨日紹介したわけですけれども、そこ

への改善要望が根強くあります。投票所が遠くて

行きにくい、行ったことがない場所で分からない、

こういったハードルを下げる必要があると思いま

す。 

  まず第１に、期日前投票所なのですが、以前あ

った大師前駅前の西新井センターとか、また中川

とか、期日前投票所が近くにない地域の対策が必

要ではないかということをこの間も求めてきて、

人員に限りがあるために増やせないのだという答

弁もありました。 

  しかし、何とか改善はできないものかと思うの

ですが、どうでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 ２月の衆議院選挙では、

期日前投票における投票をした方が全投票者の４

４％になっております。人員不足によってフルス

ペックで全期間を開けるというのはやはりハード

ルがかなり高いと思っておりますが、やはり期日

前投票所に対する要望というのは、区民の方々の

中にあるものだと思っております。 

  投票率を上げていくためには、まずは期日前投

票所をどう再編していくのかというところに着手

した方がいいのだろうと思っておりますので、選

挙管理委員会の中で御検討いただきたいと思って

おります。 

○ぬかが和子委員 是非前向きに取り組んでいただ

きたいと思います。 

  続いて、当日の投票についてなのですが、目の

前に投票所があっても投票区域が違う、こういう

声があちこちから聞こえてくるわけですよね。 

  総務省も認めている共通投票所は、投票日当日

に商業施設などどこでも投票できる仕組みとして

全国に広がりつつあると思うのです。期日前投票

ではできているわけですから、ネットワークでつ

ないで、当日も近くの学校など、どの投票所でも

投票できる共通投票所にしていくという必要があ

るのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 共通投票所については

私も入れるべきだと思っております。 

  ただ、残念ながら、システムの標準化ですとか、

専用ＬＡＮ回線が必要ですとか、そういったとこ

ろですぐできる状況ではないというところと、も

う一つは、やはり共通投票所を入れますと、商業

施設等で期日前今やってますけれども、そのまま

当日投票所にできないのかという御意見も当然出

てくると思っております。 
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  そうしますと様々調整をしなきゃいけないこと

もありますので、私自身はやるべきだと思ってお

りますので、多少時間が掛かったとしても進めさ

せていただきたいということで、選挙管理委員会

の中でももう既に御意見いただいておりますので、

すみません、時間はいただきますけれども、何と

か進めていきたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 是非、なるべく早く、本当に投

票したい人が行ける環境を少しでも整えていただ

きたいというふうに思います。 

  続いて次の質問ですが、本会議の代表質問で、

私は、単身で室内をはって移動している方の親族

が地域包括支援センターに相談しても、慢性疾患

がないと駄目だからと申請させてもらえなかった

例を紹介して、他区でやっているように、条件緩

和を求めました。 

  区は、都補助金の対象とするために、都の要綱、

慢性疾患により日常生活を送る上で常時注意を要

する方に沿って実施していると、だから、できま

せんと、こっちでは、別の方策で考えるのだとい

う答弁でした。 

  ところが、昨日の質疑の中で、この本会議答弁

とは全く違う答弁がありました。どういうことな

のでしょうか。改めて必要な高齢者が制度を利用

できるように要件緩和をすることも求めますが、

どうでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 緊急通報システムにつきま

しては、昨年度来、いろいろな会派の方から質問

をいただいておりました。東京都に要件を確認し

たときには、慢性疾患というのが第一であると。

その下に、区市町村が認めるものとあるのだけれ

ども、これは補完するものだということの説明が

あり、私どもずっとその認識でやってきておりま

した。 

  本会議の御答弁のときには、他区で緩和してい

るということをお示しいただき、その区にも確認

をいたしました。緩和しているということは確認

できましたが、東京都には確認したところ、やは

りこれまでの解釈のとおりであったという答えが

出てきました。 

  ですので、本会議の中では、これまでの慢性疾

患で要綱どおりやっていて、ほかの見守りサービ

スの方で緩和していくと、これまでの考え方を御

説明したところです。 

  しかしながら、他区でやっているところが補助

金をもらってやっているのかというところをその

後、確認をいたしましたら、もらっているという

お話がありましたので、その旨を東京都に再度確

認をいたしました。 

  東京都から返事は少し時間がたってからだった

のですけれども、解釈の緩和で捉えるような答え

をいただきましたので、昨日の答弁のようになっ

たところです。 

  ぬかが議員の本会議の答弁に東京都の解釈の緩

和の部分までもきちんと確認した上で本来であれ

ば御答弁するべきところでしたが、それができて

いなかったことにつきましてはおわびを申し上げ

ます。 

  昨日、他の会派の委員からのお話にありました

ように、これまで見守りサービス助成の方、区の

独自事業の方で緩和していくことを考えておりま

したが、東京都の解釈が変わってきましたので、

高齢者の緊急通報システム、こちらも捉えて、対

象をどのようにしていくかというのは今後考えて

いきたいというふうに思っております。 

○ぬかが和子委員 本会議の答弁は、何日も前に事

前に通告をして、そして、部長級で答弁検討会も

やって、そういう中で練り上げる答弁ですよね。 

  先ほどのお答えで言うと、補助金をもらってる

自治体に確認して補助金はもらってる、失礼、結

局、区長特認を使ってたわけですよ、その他区市

町村が認めるものということで。つまり、東京都

の補助金もらってたというわけでしょう。 

  その自治体には問合せをして要件緩和してると
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いうところに、何でそのとき一緒に都の補助金を

使ってないのですかと聞いてれば答弁変わったの

ではないかと、つまり事実と違うような答弁をし

ないで済んだのではないかと思うのですが、どう

でしょうか。 

○高齢者施策推進室長 担当者がいなかったりとい

うこともあって、他区のところもあって少し確認

に時間が要したというところもあるのですが、こ

れにつきましては、私の確認を指示するところが

甘かったというところもございます。大変申し訳

ございませんでした。 

○区長 東京都の場合、確認するのが職員係長レベ

ルなのか、区長レベルなのか、部長局長レベルな

のかによって回答が違うことが確かにございます。 

  こういうことを一つの教訓にいたしまして、庁

内で、誰に確認するのか、少なくともメールで回

答をもらうようにするですとか、あまり職員同士

のやり取りですとこうしたことも出てくる可能性

がございますので、少なくとも課長又は部長級に

私どもの管理職の方がきちっと確認するというこ

とをルール化するなどして、こういうことを防い

でまいりたいと思います。 

  大変御迷惑掛けて申し訳ございませんでした。 

○ぬかが和子委員 少しでも早く、しっかり対応し

てください。 

  私が直面した方は町会の役員もやっている男性

の一人暮らしで、移動困難で夜も布団に入って眠

ることができない、なぜかというと、寝ると痛い

から椅子に腰かけたまま布団をまとって寝ている

と、そういう状態の人でした。足がむくみでパン

パンになっていた、地域包括支援センターに別居

の親族が、遠く離れてるのですよ。相談に行った

けれども、水際作戦のように聞かれたことだけ答

えたと。訪問もされてないのですよ、すぐには。

それで終わってしまったと。 

  本来訪問もしなきゃいけないし、緊急通報シス

テムだって支給しなきゃいけないケースだと思う

のですね。とりわけ、地域包括支援センターとい

うのは、長年の中でこの緊急通報システムは慢性

疾患の呪縛が強いのですよ。だから、この担当の

人にこういうふうに言われたと、これメモも、ど

う言われたと記録もらったのですけれども、緊急

通報システムは慢性的な病気を持ってる人に限る

から駄目ですよと、もう水際で断られてるのです。 

  だから、この地域包括支援センターにもしっか

り通知して、現況でも機械的にやらないで済むわ

けですから、そこはしっかり全センターに通知し

ていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 ２５包括、しっかりと伝え

てまいります。 

○ぬかが和子委員 本当に、日常生活用具の中でも、

緊急通報システムというのはある意味命綱で、だ

から、私は本来はもう一つ見守りも大事だと思う

し、誰もが必要だと思う人がしっかりそれを使え

ることが、孤立死ではない孤独死をなくすことが

できると思ってますので、是非充実をお願いして、

質問交代したいと思います。 

○横田ゆう委員 続いて、共産党の横田ゆうです。

よろしくお願いします。 

  昨日は、地域包括支援センターの委託費を値上

げするように質疑をいたしましたが、今正に検討

しているという答弁をいただきました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  それから、地域包括支援センターの職員は、ほ

かの介護部署から異動してくると処遇改善加算が

なくなるために給料が下がるという実態がありま

す。委託費とは別に、地域包括従事者に手当を出

すべきではないでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 地域包括支援センターの業

務に見合った形で今委託料という形で積算をして、

その包括の職員数、それから高齢者人口、やるべ

きこと、そういったことで判断しているところで

す。 

  新たな手当というところは現時点では考えてお
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りませんが、先ほど横田委員からもお話がありま

した委託料、人件費分、そこについてはしっかり

と人件費の高騰分も今調べておりますので、これ

までよりも少し高い形でお渡しできるようにして

まいりたいと考えております。 

○横田ゆう委員 分かりました。ありがとうござい

ます。 

  それでもやはり処遇改善加算というのは最近す

ごく多いのですね。それがちょっとなくなるとい

うと、単に働いている人としてはやはり少なくな

るということもありますので、今後聞き取りなど

をして是非御検討もお願いしたいというふうに思

います。 

  そして、私が昨年第１回定例会で求めた食を通

しての孤立防止、フレイル予防のための東京都の

ＴＯＫＹＯ長寿ふれあい食堂推進事業を活用した

事業を行うよう求めてきましたが、この新年度予

算では、共食の場の推進事業が実現しました。内

容についてお伺いします。 

  これまで頑張ってきた団体が、物価高騰の折、

運営費が大変厳しくなっていると話されています。

運営費は先払で支払してもらいたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 要綱の決定は予算が決まっ

てからということになりますので、今、考えてる

案ではございますけれども、先に申請書、それか

ら年間の計画書を出していただいて、その上で補

助対象となる金額を先にお支払し、年度末に精算

をする仕組みで今考えております。 

○横田ゆう委員 それから、初期費用や備品の購入

についてもしっかりと支援をしていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今、補助の対象としている

ものが食材費ですとか、あと、お弁当を買って、

それを配って皆さん一緒に召し上がっているとこ

ろもありますので、そういったお弁当代、それか

ら会場使用料、それと備品ですけれども、立ち上

げ支援ということで、例えば電子レンジを購入す

るというようなときにも補助をするような形で今

考えてはございます。 

○横田ゆう委員 分かりました。よろしくお願いい

たします。 

  そして、昨年の１０月の第３回定例会では、足

立区の公共交通の充実を求める陳情が全会派一致

で採択されました。その項目の一つ、運転免許返

納の高齢者、交通手段のない高齢者世帯に対し、

他自治体で実施しているようなタクシー券の支給

を行ってくださいという項目があります。 

  我が党は、先日の代表質問でタクシー券配布を

求めたところ、区はシルバーパスの活用、区の財

源での高齢者施策の優先順位、地域内サポート制

度を挙げ、支給はしないと答弁がありました。し

かし、足立区は特に面積が広く、若いうちは自転

車で走り回っていた人も、高齢になると自転車も

乗れなくなり、移動が困難となります。車を運転

していた方も高齢になり車の免許を返上し、移動

が困難になる高齢者が多数いることは認識してお

りますでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 高齢者の方が自転車等乗れ

なくなって、歩くにも長い距離を歩かなければな

らないというような状態があることは認識してお

ります。 

○横田ゆう委員 運転免許を返上し外出できなくな

ると途端に老いてしまう高齢者の方々をたくさん

目の当たりにしています。 

  やはり目的を持って外出するということが高齢

者には非常に重要ですし、フレイル予防になると

思います。 

  足立区では、これから地域内交通サポート制度

の導入などで公共交通充実に向けて取組が始まっ

ていますが、まだまだ網羅されているわけではあ

りません。 

  木更津市では、令和３年から運転免許を６５歳

から７４歳以下で自主返納した方と、世帯が７５
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歳以上で運転免許を持っていない非課税世帯の方

に、１枚５００円のタクシー券を一月３枚、１年

で３６枚、１万８，０００円分を交付しています。

このタクシー券は自由に活用できます。生活に必

要な通院や買物にも活用できますし、友達と会っ

てコーヒーを飲んだり、映画やコンサートなど外

出して、そういうことに利用して元気になること

ができます。 

  足立区で実施すると１億３，０００万円で実施

できます。全会派一致で上がった決議です。高齢

者が元気になるタクシー券の配布を行っていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 タクシー券につきましては、

これまでの御答弁と繰り返しにはなりますけれど

も、今現在、少しずつではありますが、足立区内

の交通もよくなっていると。鹿浜地域の足タクは

もう既に始まっておりますし、花畑ぐるりん、そ

れから千住のチョイソコというところでも実施さ

れております。 

  また、この後も扇ですとか、これからやるべき

地域につきましても示されてきておりますので、

そういった交通が充実してくるということも考え

まして、タクシー券につきましては考えてはおり

ません。 

○横田ゆう委員 しかし、まだまだ網羅されてない

というところでは、更に漏れてしまう方がたくさ

んいらっしゃいますので、是非今後検討をお願い

したいというふうに思います。 

  それから、７０歳以上の高齢者に毎年届けられ

ていた生きがい奨励金は、２０２０年度に廃止さ

れましたが、今も区長宛てに署名が送られて、２

万２，８００筆を超えました。この署名にはお手

紙が付けられております。今年に入ってからもた

くさんありました。 

  一ツ家にお住まいの方から、８１歳の独り暮ら

しの女性です。年金が少ないため、奨励金は本当

に助かります。是非復活をお願いします。東保木

間一丁目の方、生きがい奨励金がもらえたら友達

と食事をします。台東区から足立区に引っ越して

きました。足立区はいいところです。谷在家三丁

目の方から、年齢で仕事もできず年金だけでは食

べていけません。よろしくお願いします。多数の

切実な願いが寄せられています。 

  それと同時に、地域の疲弊した商店街の皆さん

が、地域商品券をきっかけにまちに外出して買物

を楽しむにぎわいを待ち望んでいます。区内商品

券３，０００円を１３万に配布し、手数料も含め

４億８，０００万円でできます。是非復活をお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○地域文化課長 区民の皆様から多数のお声をいた

だいてることは重々承知しております。ただ、こ

れまでの答弁どおり、廃止の経緯、高齢者施策へ

の充実等を鑑みまして、生きがい奨励金の復活に

ついては考えておりません。 

○横田ゆう委員 高齢者をやはり元気にする、二重

三重にまちも元気になると、そういう効果のある

施策、是非検討していただきたいというふうに思

っております。皆さん本当に待ち望んでおります。 

  ちょっと残り時間がなくなりましたので。また

次の機会にさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、都民ファーストから

質疑があります。 

○佐藤あい委員 こんにちは。都民ファースト・無

所属の会の佐藤あいです。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  週末は半袖で過ごしていた子どもに今日は何と

か上着を着せるという朝でございました。寒暖差

のある日が続いておりますので、皆様どうか体調

に御留意いただきまして、最終日までよろしくお

願いいたします。 

  では、まず、今回の予算のあらましに、表紙に

は、やりたいことがかなうまちと掲げられており

ます。大変前向きで希望のあるメッセージだと受
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け止めております。 

  一方、家庭環境などによっては、やりたいと言

える環境そのものが当たり前ではない状況もある

のではないかなと感じておりますし、私自身の経

験からもそのことを強く思います。 

  だからこそ、予算編成においては、環境に左右

されにくい土台づくりをどう支えるのかという視

点が重要だと考えております。その土台を支える

のが財政運営でございます。ほかの委員の皆様か

らも質疑様々ありましたけれども、歳入構造につ

いて少し確認の意味を込めて触れさせていただき

たいと思います。 

  令和８年度予算では、特別区税の増収が見込ま

れる一方で、基金の活用も行われております。 

  そこでお伺いいたします。 

  今回の歳出増、恒常的な経費の拡大によるもの

なのか、それとも一時的、投資的支出が主因なの

か、歳出増の構造的な内訳、教えてください。 

○財政課長 佐藤委員から今御指摘いただいたもの

なのですけれども、歳出の内容を分析しますと、

やはり義務的な経費、これが大きく伸びていると

いうところでございます。 

  また一方で、その他一般行政経費というものも

大きく伸びておりますが、例えば児童・生徒用の

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの更新ですとか、そういっ

たものに３９億円出ている、これが５年に１回ぐ

らいの割合でありますけれども、少し単発的とい

えば単発的なものがあって、両方の面が左右して

いるかと分析してございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。５年に１

回というところではありますけれども、今後に関

わるような投資的な意味もある経費であるかなと

感じております。 

  特別区債についても伺いたいのですが、繰上償

還を約１３億円計上されているかと思います。歳

出が増えているという局面で、将来負担を軽減す

る判断をされたというのは堅実な財政運営なのか

なと感じておりますけれども、家庭に例えるなら

ば大きな出費があるような年だったりというとき

に、将来の利子負担を減らすために住宅ローン繰

上げ返済頑張ろうみたいなイメージなのかなと思

ったのですけれども、このタイミングで繰上償還

を行うことにした理由について伺いたいと思いま

す。 

○財政課長 今、佐藤委員から御指摘いただいたよ

うに、歳入の方もかなり大きく伸びているような

状況もございます。そういったものと、あと将来

負担の軽減というところを比較させていただきま

して、このタイミングで返済すべきであろうと判

断させていただきまして、計上させていただいて

ございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  国際情勢の不安定さですとか物価高の先行き不

透明感、あとは更には災害対策の強化などが求め

られる中で、財政の安定性を高める観点からも、

歳入の多様化というのも必要になってくるかなと

思います。 

  ２３区の財政はどうしても特別区税、あと区の

財政調整交付金の影響も大きい構造となっている

かと思います。将来にわたり安定した財政運営を

行っていくためには、税収以外の財源についても

視野を広げていくことが重要であると思いますし、

御検討いただいているところかと思います。 

  昨年の予算特別委員会におきまして、私やあと

そのほかの委員の皆様からも出ていたかと思いま

すけれども、ガバメントクラウドファンディング

の活用について、特に梅田八丁目複合施設の建設

というところもタイミングとして控えております

ので、そういったところの活用ができないかとい

う御提案をさせていただいておりますが、その後

の検討状況はいかがでしょうか。 

○財政課長 今お話あった梅田八丁目施設などとい

うのは非常に訴求効果も高いのかな、区内外の方

に訴求効果が高いのかなと思っておりますので、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４７  

 

非常に好機かと捉えてございます。 

  まだ少し先の状況でありますが、予算というか、

施設の検討する中では議題としては取り上げさせ

ていただいているような状況でございます。ちょ

っと具体的にはまだなっておりませんが、そうい

ったものも最大限活用できるタイミングを見計ら

って全庁的に対応していきたいと考えてございま

す。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  また、今年度寄附という部分では、今年実施を

された靴の寄附事業というのですか、こちらの方

は状況としてはいかがでしょうか。 

○政策経営課長 今年度政策経営課の方で実施いた

しました。寄附額としては１３万円余というよう

な金額でございまして、目標額３４０万円だった

ところから、なかなかその目標に到達しなかった

のですけれども、これちょっと区の歳入に入って

くるといいますか、事業を実施している事業者に

対して最終的には振り込まれていくような形にな

るので、ちょっと特殊なクラウドファンディング

のやり方でして、そういう事情もあってなかなか

集まらなかった部分もあるのかなというふうに思

っております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。ちょっと

期待をしていたところよりは届いていないという

ところではありますけれども、ただ今回、靴の循

環という部分では、寄附という部分だけではなく、

循環型の社会の推進というような側面、社会貢献

という意味合いもある意義のある取組かなと受け

止めておりますので、寄附額のみならず、区民参

加型の財源づくりという視点でも、是非ちょっと

今後も取り組んでいただきたいなと思っておりま

すし、新たな取組というのは今後も様々挑戦をし

ていただきたいなと思っておりますので、こちら

は要望でございます。 

  あと宅配の買取りサービスというのを取り入れ

られている自治体さんもございます。不用品の買

取り金額を寄附につなげるというような仕組みな

のですけれども、近年、終活というものは関心が

高まっている中で、現金の寄附がハードルは高く

ても、不用品、片付けたいという、断捨離という

ようなものをきっかけに、でも捨てるのはなかな

かなと思っているものがあった方が、自宅に業者

さんが取りにいってくれてピックアップしたもの

が寄附になるというようなものです。こういった

ことも、ひとつ検討の余地はあるのかなと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○財政課長 いろいろな先行事例を御紹介いただい

てありがとうございます。我々もちょっと情報は

まだ入れていないような状況ございますので、そ

ういった先進的な取組、活用できるものは積極的

に取り入れていきたいと考えてございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  あと、もう１点寄附というところで、遺贈寄附

についてお伺いをしたいと思います。 

  まず、足立区は遺贈寄附は受け付けてはおられ

ますでしょうか。 

○政策経営部長 これまでに遺贈という形で寄附を

受けたことはございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。あるとい

うことですよね。ありがとうございます。 

  社協さんの方で受け付けたというのはホームペ

ージで紹介されているのは見ることができたので

すが、あまり遺贈寄附やってるかやってないか、

ホームページで見てぱっと分かるようなところが

見付けられなかったというところがありまして、

世田谷、杉並、大田、板橋などでは区のホームペ

ージで遺贈寄附に関する案内のページ設けており

ます。そこを通じて区民への周知を行っているの

かなと思いますので、足立区においても、遺贈寄

附がどういうものだとか、このように受け付けて

いるよというようなページをつくるのも一つの方

法かと思いますが、いかがでしょうか。 

○政策経営部長 他区の事例なども参考にしながら
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検討してまいります。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  将来世代への責任ある財政運営のためにも、多

様な財源確保、引き続き取り組んでいただきたい

なと思っております。そして、是非この事業ごと

に検討というよりは、区としてどのような可能性

があるかというのを横断的に整理していただきま

して、財政課の方で旗振りをしていただきながら

進めていただきたいと思います。 

  では、次に、総務費の質問に移りたいと思いま

す。 

  まず、あだちＮ祭に関して伺いたいと思います。 

  梅田エリアで回遊型のイベントとして実施をし

ていただいていて数年経過をしていると思います。

複数会場を活用する形というのは梅田エリアでは

珍しいなというところで、地域の皆さんですとか、

子どもたちも大変楽しみにしているイベントに育

ってきているなと感じております。 

  これまでのあだちＮＰＯフェスティバルから、

今年度はあだちＮ祭と名称を変更して開催をされ

ておりまして、名称変更を契機に更に発展してい

くことを期待して拝見をしておりました。 

  ＮＰＯの活動を広く区民に知っていただく重要

な、意義のある事業だと考えております。 

  一方で、参加団体の皆様から、来場者の流れが

以前より弱かったのではないかですとか、出展準

備におけるコミュニケーションが取りづらかった

といった声も伺っております。 

  そこで、まずお伺いをいたします。 

  今年度の来場者数、ボランティアの参加数、参

加団体数とこれまでの推移を伺えますでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 今年度の実績としまし

ては、参加者数としましては４，５００、ボラン

ティア数は５３、出展者数は８４団体となってお

ります。昨年度は、来場者数が５，４００、ボラ

ンティア数４５、出展数が８１団体です。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  来場者数は若干というか、減ってはいるという

ところですが、ボランティア数は増えているとい

うふうな状況だったのですね。あと参加団体も増

えているということで、当日に現地見させていた

だいたときの印象と若干異なった部分も実はあり

ましたので、この質問をさせていただきました。 

  まず、参加の団体が増えているという点は、こ

のイベントに関心が高くなっているのかなという、

評価できる部分かと思っております。ただ、参加

団体とのやり取りをされる中で、確認事項へのレ

スポンスに時間が掛かったりというのが、団体数

が増えたからこそ起こってしまったのかと思うの

ですけれども、こちらのやり取りというのは、Ｎ

ＰＯ活動支援センターが中心となって担っている

のか、運営体制について教えてください。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 佐藤委員おっしゃると

おり、ＮＰＯ活動支援センターを中心として出展

団体とやり取りしております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非、ち

ょっとＮＰＯ活動支援センター運営をいただいて

いるところと区とで連携取っていただきまして、

団体さんとのやり取りだったりとかで、そういっ

たレスポンスに時間が掛かっていたというような

お声、共有をいただきまして、運営面の調整をし

ていただきたいなと思います。 

  このようなお声、区の方には上がってはいない

でしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 佐藤委員のおっしゃっ

たそのような声は直接区の方には届いておりませ

ん。 

○佐藤あい委員 承知いたしました、１件の質問に

対して１か月程度掛かってしまったみたいなこと

も聞いております。そこで準備が遅れてしまった

という団体様も複数いらっしゃるという状況でご

ざいますので、是非こちらは改善していただける

ようお願いをいたします。 

  また、参加団体増えているからこそ体制をしっ
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かりと整えていただくというところもそうなので

すが、実際の現場の印象がとても変わったなと思

います。例えばエル・ソフィア入り口前の受付の

テントが設置がされていなかったことですとか、

エル・ソフィアでのステージが体育館へ移動をし

ていたこと、あとはブースが体育館ですとか上階

に集約をされていたなどによって、エル・ソフィ

ア周辺のイベントの様子が少し分かりにくくなっ

たように感じております。 

  今回このようなレイアウトになった理由を教え

てください。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 昨年度までは体育館が

個人利用の日と重なっていたため使用できず、ロ

ビーは本来借りられる場所ではないのですが、所

管課と調整、協議して借りておりました。 

  ただ、一方でロビーが狭くて人だかりができる

ということで、特に車椅子やベビーカーの通行の

妨げになるという声も実際いただいております。

そのため今年度、体育館を使用できることになっ

たため、ちょっと協議の上、ロビーは本部以外は

置かないようにいたしました。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。安全面で

すとか施設運営の観点からも調整があったのかな

と理解をいたしました。ただ、やはりイベントと

してのにぎわいづくりとのバランスというのもす

ごく重要な視点だなと感じております。 

  ステージがあるとどうしても入り口のところに

すごく人が溜まってしまうというのはあると思う

ので、ステージの設置は難しいのかなというふう

な場合でも、１階フロアのブース展開などは、他

のイベントでは使っているケースもあると思うの

ですね。今年度もそういったイベント、エル・ソ

フィア１階を使ってということはありましたので、

そういった部分についてしっかりと、イベントの

盛り上がりという部分も含めて、参加団体の皆様

のお声も聞いていただきまして、検証をしっかり

と行っていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○区長 参加人数が昨年に比べて減った理由として、

地域の学校の行事と重なってしまったということ

もあるように聞いております。 

  まず、対象となる方々に来ていただかなきゃな

りませんので、日程の設定につきましては、周辺

学校の行事を確認した上で設定するということと、

おっしゃったとおり参加団体が増えているだけに、

それぞれの団体の御要望ですとか、区に対する

様々な御疑問等もヒアリングを、今更ながらです

が、ヒアリングさせていただいて、よりにぎわい

のあるイベントになるよう、来年度以降努めてま

いります。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。区長から

心強い御答弁いただきました。ありがとうござい

ます。 

  来年度の開催の方も大変楽しみにしております

ので、よろしくお願いいたします。 

  次に、民生費のところに移りたいと思います。 

  まず、高齢者支援について伺いたいと思います。 

  まず、単身高齢者支援なのですが、高齢者の増

加というところは、高齢者人口の増加とともに単

身高齢者も増加もしているという状況で、日常生

活の様々な場面で不安を抱えている方が増えてい

るかと感じております。 

  特にお声、御相談をいただくものとしましては、

入院時に保証人がいない、手続が進まない、入院

中に自宅の郵便物ですとか荷物の対応ができない

といった御相談を伺うこともございます。 

  足立区では、社会福祉協議会において、高齢者

安心生活支援事業、そして今年度からは、おひと

りさま死後事務支援事業が実施をされております

けれども、とても重要な取組かと思います。 

  そこでお伺いいたします。 

  両事業について、これまでの新規相談件数及び

契約者数の今年度の状況を教えていただけますで

しょうか。 
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○社会福祉協議会事務局長 新規相談件数はちょっ

と後で数字お願いいたします。 

  高齢者安心生活支援事業でございますけれども、

これまで契約数６０件程度でずっと推移をしてき

たところなのですが、今年度から始めましたおひ

とりさま死後事務支援事業です。こちらの方の御

相談が増え始めたところなのですけれども、おひ

とりさま死後事務支援事業を相談いただく中で、

やはり高齢者安心生活支援事業、入院入所すると

きの保証人機能が必要といったようなことで、相

談内容が切り替わっていくケースが非常に増えて

きておりまして、今年度末には契約件数１００件

まで届きそうな勢いで、逆に、おひとりさまの方

は、相談件数は順調に来てるのですけれども、今

のところ、１月現在ですが、契約件数４件に今と

どまっているといったような状況でございます。 

  なお、相談件数につきましては、高齢者安心生

活支援事業の方は１６０件程度で安定してござい

ます。また、おひとりさまの方につきましても、

２０件前後ということで毎月推移をしているとこ

ろでございます。以上です。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。おひとり

さま死後事務支援事業は始まったばかりというと

ころではありますけれども、ハードルの低い事業

が始まったことによって、そこが入り口となって

結果として安心生活支援事業の方に流れているケ

ースが増えているというところでは、一定の評価

ができる部分でもあるかと思います。まだ始まっ

たばかりの事業ですので、今後更に周知を強化を

していただきまして、必要な方にしっかりと届く

ような取組をしていただきたいと思います。 

  関連してお伺いをしたいのですけれども、この

安心生活支援事業ですとかおひとりさま死後事務

支援事業を契約をされている方について、例えば

そういった契約者の方が救急搬送されたというよ

うなときに、そういったいざというときに、支援

契約をしているというのが分かるようにはどのよ

うな仕組みがあるのか、教えていただけますでし

ょうか。 

○社会福祉協議会事務局長 自動的にそれが救急隊

の方に伝わるといったような仕組みがどういうも

のがあるかちょっと確認をさせていただきたいと

思いますけれども、当然、入所、入院のときには

事前に御相談もございますので、病院を通じて、

私どもの方に通報が入るケースもあるのではない

かなというふうに考えております。後ほど確認を

いたします。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非ちょ

っと足立区の現状どのようになっているのか、御

確認いただきたいと思いましたのが、埼玉の方で

は、契約者の方にお財布に入れておけるようなカ

ードタイプのものと、あと冷蔵庫にも貼っておけ

るものなので、例えば家庭内で、おうちの中で倒

れられてみたいなところで救急隊が入ったときに、

冷蔵庫を見付けて契約者だって分かったのですと

いうケースのお話、事例いただきましたので、そ

ういった分かりやすいようなアイテムをお渡しい

ただくというのも、もしやられていないことであ

りましたら、是非検討を進めていただきたいと思

います。こちらは要望です。 

  あと、２４時間３６５日の相談窓口がスタート

をされるということで、高齢者相談窓口について

お伺いをしたいと思います。 

  単身高齢者の方の御相談という、単身に今回こ

の相談窓口、限らないかとは思いますけれども、

こちらの高齢者相談窓口について、特にどのよう

な御相談が多いのではないかと考えていらっしゃ

るのか、相談の種類について想定されているもの

を教えていただけますでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 例えば高齢者御本人の場合

ですと、ちょっと体の状態が年々老いてきたとい

うのを自覚されて、この後、どういう手続で自分

は介護保険使ったり、その前の何かがあるのかで

すとか、あと、介護、実際にされている介護者の
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方ですと、日中、９時５時ではなかなか連絡が包

括にも区役所にもできない、そういう方が、どう

いうふうに御家族の介護について進めていけばい

いのか、そういったようなことを、時間を問わず、

御連絡いただけるのではないかと想定しておりま

す。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。御本人に

限らず、介護者さんだったり御家族の方も含めて

御相談をいただける総合の高齢者の御相談窓口と

いう印象かと思います。是非こちらの窓口、単な

る相談受付というよりは、支援をつないでいただ

くハブとなる機能になっていくのかなと期待をし

ているものであります。 

  こちらで以前お話を伺いました中で、終活に関

しても御案内ができるように体制を整えていただ

けると伺っておりますけれども、こちらについて

はいかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 相談のもちろん受付もする

のですけれども、終活の部分、今お話しいただい

たような、どういったものを用意したらいいのか

とかというような御相談についても受けていきた

いというふうに考えております。 

  今、医療介護連携課の方で自分ノートというこ

ともやっておりますので、そういった周知、書き

方等についても御相談お受けできるのではないか

と考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非よろ

しくお願いいたします。 

  高齢者の相談を伺っておりますと、制度が全く

ないというよりは、制度を知らなかったり制度と

制度の間のつなぎの部分で困っているというケー

スが多いかなと感じておりますので、そういった

お困り事の中をしっかりとつないでいただける役

割になっていただけることを期待したいと思いま

す。 

  ちょっと残り時間少なくなってまいりましたの

で、単身高齢者の支援というところで最後伺いた

いのですけれども、孤立を防ぐ取組というのも足

立区進めていただいていると思います。孤立をし

たまま亡くなられたという場合には区が対応する

ケースもございますので、費用面だけではなく、

職員の事務負担というのも発生してくるかと思い

ます。 

  もちろん必要な行政の役割ではあると思います

けれども、しっかりとこうした事態減らしていく

というところが、区民の安心だけではなく、行政

運営の面から見ても重要かと思います。 

  単身高齢者の孤立防止という点におきまして、

民生委員、町会の皆様などにも取り組んでいただ

いておりますけれども、支援メニューの周知と早

期把握、あとつながりづくりと見守りといった取

組、今後更に強化をしていただきたいと考えてお

ります。こちらについてはいかがでしょうか。 

○絆づくり担当部長 今、佐藤委員御指摘のとおり、

高齢者の孤立に対して町会や民生委員の皆様方が

見守り等していただいてるところですけれども、

なかなか担っていただいてる町会の皆様方の負担

という面も非常に大きなところがございます。 

  今後は、こういった見守りの機能をもっと多様

化をして、例えば若年層ですとか、あとミドル世

代ですとか、こういったところに向けて発信をし

ていく、そういった方々にも見守りの機能の一端

を担っていただくような、そんなネットワークを

つくることを今後考えていきたいと考えてます。 

○福祉部長 すみません。私どもも、町会・自治会

の方々や民生委員の方々はもちろんなのですけれ

ども、例えば事業者の方々とか、あらゆる場面で

高齢者の方と関わる方がいらっしゃいますので、

そういった方々とも連携を取りながら、１件でも

多く、孤立を出さないような形を取り組んでいき

たいと思っております。 

○佐藤あい委員 よろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により
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暫時休憩いたします。再開は、午後２時５５分と

いたします。 

午後２時３６分休憩 

午後２時５５分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  公明党から質疑があります。 

○水野あゆみ委員 皆様こんにちは。公明党水野あ

ゆみでございます。私も久しぶりの予算委員会で

ございます。よろしくお願いいたします。 

  余談なのですけれども、今日も朝５時前に子ど

もに起こされまして、本当にちょっといろいろな

ことがあって、私もめげそうになりながら、本当

に家庭内のこともいろいろあるのですけれども、

私ごとはしっかり置いておいて、しっかり大事な

予算審議に全力を尽くしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、あらまし３１ページ、創エネ・省エ

ネ推進事業についてお伺いをいたします。 

  今定例会で、エアコンの購入費助成について、

家に１台もエアコンがないことという条件の撤廃

を求めました。区からは、事前調査により設置ま

で時間が掛かっていたことや、省エネ基準が高い

エアコンへの買替えは脱炭素の促進に寄与するこ

と、更に東京ゼロエミポイントが継続されること

を踏まえて、令和８年度に向けて、エアコンが１

台もない要件を撤廃したいと考えていますという

御答弁をいただきました。 

  確認でございますが、これにより、２台目、３

台目の購入や古いエアコンの買替えも補助対象に

なるということでよろしいでしょうか。 

○環境政策課長 水野委員の御認識のとおりでござ

います。 

○水野あゆみ委員 ２０年以上前の古いエアコンを

使われている御家庭もありますので、大変に助か

ると思います。 

  また、東京都は、来年度予算案に低所得世帯へ

のエアコンの購入費支援をする自治体に対して後

押しをするとしています。生活保護世帯へは、世

帯につき最大１０万円まで１０分の１０補助する

としており、低所得世帯へは最大１０万円まで４

分の３補助するとしています。更に、東京ゼロエ

ミの併用もできるとのことです。 

  今定例会で、低所得世帯に対するこの東京都の

事業を活用すべきと質問をさせていただきました。

区からは、東京都から事業の詳細が示されました

ら、福祉部と調整を図り、活用に向け検討してま

いりますとの答弁がございました。 

  そこでお伺いをいたします。 

  現在、区の補助対象は、高齢者のみの世帯、障

がい者のみの世帯、児童扶養手当を受けている独

り親家庭となっております。東京都は低所得世帯

と大くくりにしており、年齢や独り親など属性を

限定しておりません。区としても対象を限定する

ことなく支援をすべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

○環境政策課長 現在、私どもといたしましては、

高齢者、障がい者、独り親というところで、ゼロ

エミポイントを使っている方においてはその上乗

せという形で制度設計をしていきたいというふう

に考えてございます。 

○水野あゆみ委員 そういうことも検討していると

いうふうには聞いておりましたけれども、東京都

は低所得世帯ということで、高齢者また障がい者、

独り親ということでは区別をしておりません。６

５歳以下の方でも本当に困っている低所得世帯の

方もいらっしゃいますし、独り親でなくても、子

育て中の低所得世帯の方はもうたくさんいらっし

ゃいます。東京都が言っているように所得を基準

に支援すべきと考えます。酷暑の中、熱中症にな

るリスクというのは障がいの方、高齢の方に限る

話ではありませんので、対象を限定することなく

広く支援していただきたいと考えますが、いま一

度いかがでしょうか。 
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○環境政策課長 私どもといたしましては、省エ

ネ・創エネに資するという目的でやっていること

と同時に、この熱中症の影響を受ける高齢者、障

がい者というところに今まで焦点を比較的当てて

サポートさせていただいてございました。 

  その流れを酌んで、今後も支援していきたいと

いうふうに考えてございますが、本会議答弁でも

答弁させていただいたように、東京都の詳細がま

だ示されていない状況でございます。これ福祉部

の方から情報いただいてるところでございますの

で、主管福祉部長会などで示されるというふうに

聞いてございますので、その状況が示されました

ら、福祉部と連携して検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

○水野あゆみ委員 ２０２７年度以降は、省エネ性

能の低い低価格のエアコンの販売がされなくなる

２０２７年問題というのがございます。現在、６

畳用のエアコン五、六万円で安いものは購入でき

るのですが、２０２７年度以降は１０万円以上に

なると言われており、取付工事、リサイクル料な

どを入れると１５万円前後と言われております。

低所得世帯には、もうますます手が出しにくくな

るのかなと思います。安価なエアコンを購入でき

る最後の年になるのかなと思いますので、期間限

定でも、低所得世帯、広く支援をしていただきた

いと思いますが、福祉部長はどのようにお考えで

しょうか。 

○福祉部長 福祉部長会の中では、東京都が予算が

成立する前なのでということでしたけれども、情

報はございました。 

  あくまでも対象者、一応例示でやはり独り親で

すとか高齢の方とかということの例示はもちろん

ございましたので、一応そこを踏まえる必要があ

るかと思います。 

  ただ、現状区で行っている環境部でやっている

エアコン助成の財源にもなる部分かと思いますの

で、十分活用しながら、環境部とちょっと協力し

ながら考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

○水野あゆみ委員 ありがとうございます。エアコ

ンはもう本当に酷暑を乗り切るために、ほぼ全世

帯が必要な必需品となっております。 

  一方で、省エネ対象の補助金、電気自動車や生

ごみコンポスト、そういったものは必需品とは言

えない、また所得制限もせずに補助をしていただ

いております。 

  やっぱり区民の命と生活を守り、生活の質を向

上させるという意味では、優先度を高くして、環

境部、福祉部だけでなく、しっかり全庁的に横串

を刺していただいて取り組んでいただきたいと思

いますが、副区長いかがでしょう。 

○副区長 東京都の要綱がまだ示されておりません

けれども、それが示されましたら、なるべく広く

支援できるように検討していきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 ありがとうございます。東京ゼ

ロエミポイントは、もう既に高齢者、障がい者の

方は対象になっていて、お金がある方と言ったら

あれですけれども、高いエアコン購入できる方は

既に購入していただいているわけなので、やはり

低所得世帯は広く支援をしていただきたいと要望

させていただきます。 

  次に、あらまし２０ページにございます消火器

及び住宅用火災警報器の補助についてお伺いをい

たします。 

  この１０分の１０の補助により消火器等も購入

できるということで、本当に多くの方から喜びの

声が上がっております。 

  一方で、８０代、９０代、高齢の方は、やはり

遠くまで買いにいけないというお声、また古い消

火器重くて持っていけない、あなた代わりに持っ

ていってくれないとまで言われましたけれども、

そういう声もございました。 

  例えば、団地や町会など、近場で購入できるよ

う出張販売など区から店舗へ働きかけていただけ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ５４  

 

ないか、お伺いをいたします。 

○災害対策課長 現在も事業者さんによっては出向

いていって、消火器を販売していただくというこ

とをやっていただいてるところもあるというふう

には聞いておりますが、一部の事業者さんという

ようなこともありますので、広くそういった形で

やっていただけるような形でお声がけの方はして

いきたいというふうに思います。 

○水野あゆみ委員 そういった情報提供も、私も知

りませんでしたので、是非出張販売やっていただ

いてるところがあるのであれば、そういうところ

も情報提供しながら更に多くのところでやってい

ただけますようお願いしたいと思います。 

  また、共働き世帯は、やはり買いにいく余裕が

ないというお声も伺います。しかし、消火器とい

うのは全世帯にとって必需品だと思います。設置

率向上のためにも、インターネット購入なども認

めてはいかがでしょうか。 

○災害対策課長 今回のスキームですと、やっぱり

区内の協力事業者の方に協力していただいてこの

事業成り立っております。実際事業者の方からも、

今回こういった事業をやって、非常にお客さんが

増えた、売上げが増えたということで喜んでいた

だいてるようなお声も聞いておりますので、利便

性という点ではインターネットよろしいのかなと

いうところありますが、やはり区内事業者を活用

してという形でやっていきたいというふうに思っ

ております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。出張販売でまず

お願いをしまして、それでも更に伸びを、設置率

向上したい、されたいという場合にはネットなど

も御検討いただきたいと思います。 

  また、東京都では在宅避難支援のために家具転

倒防止用品についても２分の１の補助率で、来年

度予算案に追加をしております。 

  工事が必要なものについては、区で既に補助を

していただいておりますが、工事が要らないもの

についても、手軽ですが、圧死やけがの防止、避

難経路の確保につながると聞いております。何も

しないよりは確実によいと思います。 

  補助対象として、この家具転倒防止用品につい

ても御検討いただきたいですが、いかがでしょう

か。 

○災害対策課長 災害で取り組まなければならない

ことは本当に様々たくさんございます。家具転倒

も一つでございますけれども、優先順位を付けて、

いろいろ検討していければというふうに思ってお

ります。 

○水野あゆみ委員 是非よろしくお願いします。 

  次に、あらまし３４ページ、高校生自転車カギ

かけありがとうキャンペーンについてお伺いをい

たします。 

  予算は２２０万円となっております。自転車盗

を防止するために、区内都立高校の生徒に鍵掛け

を呼び掛け、自転車の施錠率を各校で競争する企

画となっております。区内９校が協力してくれて

おり、協力いただいた学校へは景品を配布してい

ますが、最も施錠率が高かった学校へは、ビュー

坊のぬいぐるみを配布していただいています。と

てもかわいいとの喜びの声も聞いていますが、一

方で、優秀校以外の学校へは、マクドナルドで使

えるクーポン券が配布されております。こちらで

すね。封筒も用意されていて、中にこのマックの

クーポン券が入っております。 

  このクーポン券配られたときに、ある女子高生

のお声として、足立区けちという声を聞こえたそ

うです。また、他の保護者からも、クーポン券が

家のごみ箱に捨てられていた、何で捨ててるのと

息子さんに聞いたら、アプリの方が安く買えるか

らこっちは高いんだよというふうなお答えがあっ

たそうです。 

  このマックのクーポン、封筒も含めて全体で幾

らだったのか、お伺いをいたします。 

○危機管理課長 使用期限付のクーポン券とあと感
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謝のメッセージが入った台紙を含めまして、合計

で８８万２，０００円掛かってるところでござい

ます。 

○水野あゆみ委員 ８８万２，０００円ですね。 

  この区の職員の皆さんも、封筒に入れて、１校

５００人から８００人の生徒、９００人ぐらいい

る生徒も、どこもありますけれども、１個１個詰

めていただいていると、手間を掛けて各校に配布

をしていただいてると思うのですが、生徒がもら

ってがっかりしてしまうようなものであれば、ち

ょっと手間を掛けて配る必要はないのかなと私は

思っております。 

  生徒の声としては把握はされておりますでしょ

うか。 

○危機管理課長 実施いただいた学校の生徒、全校

生徒の方にアンケートを実施しておりますので、

アンケートを踏まえて、今後取り組んでよかった

と思われるようなことを検討していきたいと思っ

ております。 

○水野あゆみ委員 初めはこのビュー坊のぬいぐる

みも一つ１，０００円以上していて、高いなとい

う単価だったのですが、最近は安く作れるように

なったと聞いています。優秀校以外の約５，００

０人の生徒ですか、この生徒に対しても例えばク

ーポンではなくて、マックに行かない子でもその

場ですぐ喜んでいただけるような、例えば１５０

円ぐらいの飲物ですとか、そういうのをお配りし

てもいいのかなと思います。５，０００人に約１

５０円飲物購入したとしても７５万円です。先ほ

どのこちら８８万円と伺いましたので、是非生徒

の声も聞きながら、協力していただいた生徒に喜

んでもらえる景品を御検討いただきたいと思いま

す。再度いかがでしょうか。 

○危機管理課長 せんだっての総務委員会でも各会

派から様々な御意見いただいておりますので、総

合的に考えて、喜んでもらえるようなことを考え

ていきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 よろしくお願いします。 

  次に、区内ＡＥＤの設置についてお伺いをしま

す。 

  昨年の２月の総務委員会で、私は、ＡＥＤの２

４時間利用できる場所の拡充を求めました。危機

管理課長からは、今後新たに設置していくところ

については、２４時間利用できるところに配慮し

ながら設置するよう関係所管に働きかけていきた

いとの答弁がございました。 

  また、品川区、他区の例を挙げて、２４時間や

っているコンビニエンスストアへも展開できない

かと質問をさせていただき、危機管理課長から、

コンビニへの働きかけも含め検討してまいります

との答弁がございました。 

  昨年から今年にかけて、私の知人３名が心肺停

止になり、ＡＥＤで助けられました。夜間だった

のですが、五反野駅で３名とも倒れられたのです。

３名ともこのＡＥＤで助けられ、現在もお元気で

いらっしゃいます。 

  今回の定例会で他会派からもコンビニ等への設

置拡充という御要望ございました。コンビニ等へ

協力を働きかけていくという答弁もございました

が、是非早急な設置を求めたいと思いますが、設

置時期についてはどうか、お伺いをします。 

○危機管理課長 これまでもコンビニの皆様方には

自主的な設置をお願いしておりましたけれども、

まずは包括連携協定を結んでいるコンビニ事業者

につきまして、設置拡大の働きかけをお願いして

いきたいと思っております。 

○水野あゆみ委員 早急にできるだけ早くというと

ころで、また設置数も地域に偏在なくお願いした

いなと思いますが、この辺はいかがでしょうか。 

○危機管理課長 区内のコンビニ事業者ありますの

で、地域差が生じないような形で働きかけをお願

いしていきたいと思っております。 

○水野あゆみ委員 また、どこに設置されているか

というのを区民が日頃から分かっていないと、い
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ざというときに使えませんので、そういったとこ

ろも周知も丁寧に、また迅速に、町会・自治会の

掲示板はじめ、ＳＮＳでも積極的にやってほしい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○危機管理課長 今、区のホームページでも、日本

ＡＥＤ財団の設置しているところにつきましては

リンクを掛けていますけれども、それ以外の様々

な周知で啓発していきたいと考えております。 

○水野あゆみ委員 コンビニ等に設置できた場合に

は、もう本当に早急にそこも拡充をしていただき

たいと要望いたします。 

  次に、ふれあいサロン事業についてお伺いをい

たします。 

  高齢者の活動の場として自主活動するグループ

を支援している事業です。高齢者の皆さんが自主

的に開催するサロンに高齢者の方々が集い合って、

歌や体操など楽しく活動する中で、お元気になら

れる様子を伺っています。大変すばらしい活動だ

と感じております。 

  一方で、このような声も届いております。自主

グループで使う会場を予約する際、会場の利用料、

高齢者の方が立て替えている。少ない年金の中で

立て替えることは大変負担とのことです。しかも、

３か月分まとめて立て替えなければならず、１万

円近くになるとのことでした。４か月目に返金の

申請をするのですが、明日のことも忘れてしまう

のに、３か月後のことなど覚えていられないと。

忘れずに申請できるか気掛かりでならないとの声

をいただきました。なぜこのような仕組みになっ

ているのでしょうか。 

○社会福祉協議会事務局長 こちらふれあいサロン

の会場費助成ですけれども、今３か月に一遍の助

成という形になりましたのは、この助成金を御利

用になられてる全サロンの御意見を集約した結果、

毎月申請をするのが申請が手間だといったような

ところもあって、申請の手間とお金を立て替える

というそのバランスの中で、３か月に一遍でいい

よということで落ち着いて今の形になっていると

いうふうに聞いてございます。 

○水野あゆみ委員 立て替えが大変だと言っている

方、また申請を忘れてしまうか気掛かりだと言わ

れてる方もいらっしゃいます。例えば、子ども食

堂は免除団体に登録していただくと住区センター

など利用料が免除されます。そういったふうに、

区として連携すべきと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○社会福祉協議会事務局長 現在も、学習センター

ですとか住区センターを御利用いただいてるサロ

ンについては会場費減免になっております。 

  そういうところをお使いにならずに、民間のレ

ンタルルームですとか、あるいは有償の町会会館

とかいろいろあるみたいですけれども、そうした

ところを御利用になられているサロンに対して、

この助成金を出しているというような状況ですの

で、できるだけ減免対象になる施設の御利用を誘

導していくというところをひとつ取り組んでみた

いというふうに思っております。 

○水野あゆみ委員 区の施設も本当に予約が取れな

いという声も聞いています。また、そういったこ

とも高齢者の方々分からない場合もありますので、

しっかり周知もしていただきながらできるだけ区

でやってほしいといって頑張っているのよと言わ

れている高齢者の皆様ですので、お金のことで気

を使わないでいいような取組にしていただきたい

なと思います。 

  例えば、私は１か月ごとの請求がいいという方

にはそういうのも応じていただいてもいいかと思

うのですが、いかがですか。 

○社会福祉協議会事務局長 ちょっと個別に、それ

ぞれのサロンごとにオーダーメードで対応してい

くのはちょっと厳しいところもございますので、

申し訳ございません。まず、社協の方で、今この

助成金を活用されてるサロンの方に、どんな御希

望があるのか、どんな御意見をお持ちなのか全部
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確認をさせていただいた上で、個別対応はちょっ

と厳しいので、できるだけ皆さんの意向に沿える

ような最大公約数、どこら辺に設定できるかは、

ちょっと検討させていただきたいというふうに思

います。 

○水野あゆみ委員 少ない年金の中で本当に１万円

分立て替えるのは大変だと思うのですよね。しっ

かりと検討していただきたいと思います。 

  次に、民生費、一時保育についてお伺いをいた

します。 

  ４月からこども誰でも通園制度が始まるに当た

り、審議会で一時保育の利用料についても議論に

なりました。当事者のお母さん方からは、一時保

育があり大変助かっているが、空きがなく、予約

を取るのが大変、無償にすると利用者が増え、困

ってるときに使えなくなってしまう、無償にしな

いでほしいとの声が飛び交いました。 

  そこでお伺いしますが、令和６年度の一時保育

の利用実績、区立園を見ますと１，２３６件とな

っております。区立園は１４施設で２枠ずつ一時

保育の枠を設けていますので、年間にすると２４

０日、年間２４０日稼働していると考えると、合

計６，７２０枠あります。実績が１，２３６件で

したので、５，４８４枠が未活用になっていると

思います。区立園だけでも、この稼働率が低い現

状があるのですが、この予約が取りづらい、空き

がないとの声が聞かれるのはなぜなのか、お伺い

をします。 

○私立保育園課長 実際に園では、行事等によって

体制が組めなかった日があったりとか、あと利用

を希望する時間帯が９時から１１時であったり、

１０時から１２時であったりと午前中に集中する

というところがありますので、なかなか予約が取

りづらい原因になっているのかなというふうには

見ております。 

○水野あゆみ委員 イベントがあるからとかまた時

間のこともあるのでしょうけれども、２枠ずつ設

けていますよ言いながら、この未活用枠が５，４

８４枠あるのでちょっと整合性が取れないかなと

思うのですが、園の方にはそういったことは確認

はされているのでしょうか。 

○私立保育園課長 実際の今午前中に多いというの

は、園の園長等にヒアリングした結果になってお

りますので、細かい実際の数字までは現在つかん

ではいないという状況でございます。 

○水野あゆみ委員 来年度から誰通も始まります。

誰通と一時保育、別枠で受け入れるということで

すが、運営するのは同じ園であり、同じ園の保育

士さんたちが折り合いながら、実施するのが通常

だと思います。運営上の問題も含めて、受入れ枠

であったり、また予約方法であったり、未活用の

効果的に活用できるよう園側と協議をして、また

課題をとらまえて改善すべきと考えますが、いか

がでしょうか。 

○私立保育園課長 水野委員おっしゃるとおりです

ので、園側と協議して柔軟に対応してまいりたい

と思います。 

○水野あゆみ委員 また、予約が取れないとの声が

上がっている原因の一つに、施設の一覧の配置が

あると考えます。利用したい方、ホームページの

施設一覧などを見て、各園に電話をして空きを調

べますが、年度途中で空きがなくなってしまう余

裕活用型の園も同時に掲載されています。そこへ

電話しても断られるのは当たり前です。 

  例えば、空きが多い区立園や、又は受入れ枠の

多い保育園を一覧の上にするなど改善も必要と考

えますが、いかがでしょうか。 

○私立保育園課長 現在の表示は、利用者が近所の

園を使いやすい住所ごとにまとめている表示にな

っておりますが、今後は、枠がある園については

丸の表示をするなど、ホームページ上で分かりや

すいような表示にしたいというふうに考えており

ます。 

○水野あゆみ委員 よろしくお願いします。 
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  また、一時保育については、今後、オンライン

予約システムなども御検討いただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○私立保育園課長 そうですね、オンラインシステ

ムで空き状況が分かるというのは一番分かりやす

いところかと思うのですが、なかなか現場でシス

テム化されてない部分等がありますので、なかな

か今すぐそれを導入するというのは困難であると

いうふうには見ております。 

○水野あゆみ委員 今すぐではなくて、今後、国の

方でも言っていますので、是非システム化してい

っていただきたいなと思います。 

  更に、妊娠時体調が悪くなり、長期入院される

方も少なくありません。その際、実家があればい

いですけれども、実家がないとか、見てくれる方

がいない場合、上のお子さんを一時保育に預けて、

また何とか乗り切ったということも聞いておりま

す。 

  先日は、私のところに、出産時に上の子を預け

先が見つからなくて困っているという御相談がご

ざいました。ベビーシッターも見付からないとい

うことでありましたけれども、真に一時保育を必

要とする方については、出産予定日なども前々か

ら分かっていますので、１か月前の予約ではなく、

数か月前からの予約を認めていただいたり、又は

保育コンシェルジュなどに調整役をお願いして、

この空き施設とつなげてもらうなど、優先的な利

用を取り組んでいただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○私立保育園課長 まず、区立園については、この

４月から真に一時保育が必要な方の優先等につい

ては対応してまいりたいと思っております。 

  ほかの私立保育園等についても、この取組につ

いて周知させていただいて、対応できる園からは

対応させていただきたいというふうに考えており

ます。 

○水野あゆみ委員 是非よろしくお願いします。 

  また、この一時保育、１時間５００円掛かりま

す。長期入院を余儀なくされた方や、また出産時、

利用したくても経済的な問題で利用できないとい

うことがないよう、条件を設けて無償にするなど、

是非御検討いただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○子ども家庭部長 一時保育につきましては、江戸

川区とか葛飾区とか無償化することは我々も承知

しておりまして、検討はさせていただいておりま

した。来年度はまず無償化せずにやらせていただ

きたいというふうに考えております。 

  というのは、まず誰でも通園制度の関係もござ

いますし、一時保育の枠はそもそも少ないという

ものがございますので、検討はしているわけでは

ございませんが、状況見ながら、一時保育の無償

化についても当然視野に入れながら、当然我々は

受け止めておりますので。 

○水野あゆみ委員 今後是非検討していっていただ

きたいと思います。 

  また、最後にギャラクシティ内でやっている一

時保育についてですが、駅から近く大変好評と聞

いております。しかし、ギャラクシティの改修に

入るため、来年２月には閉鎖が決まっております。

ギャラクシティ閉鎖後も切れ目なく一時保育実施

すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 そもそも一時保育の園が少ない

というのは、私立保育園はなかなかお願いすると

ころがございますが、特に公立園には新築する園

もございますので、例えば一時保育の枠を増やし

ていくということはございます。 

  また、それがなかなか中長期的なことになりま

すので、まずは来年度、誰でも通園制度６０園増

えますので、ここのギャラクのだと、一時預かり

確か６名だったと思いますので、幼稚園の誰でも

通園制度は各園でやってますし、６０園あります

ので、そちらを使っていただくというような形で

まずはやっていきたいと思います。 
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  令和９年度になりましたら、私立保育園の余裕

活用型も始まりますので、そちらの方でここのギ

ャラクの部分の利用された方につきましては、情

報提供しながら御案内していくような形になると

考えております。 

○水野あゆみ委員 ありがとうございます。 

  この一時保育と、子サロでやってる一時預かり

というのは、ちょっと預かり条件がまた異なりま

して、子サロの方はお母さんのリフレッシュのた

めに使えるという部分で結構緩和的に使えるので

すね、条件が。そういうことも考えますと、やは

り誰通の方の枠を広げる、時間を広げるとか、そ

ういったことでは足りないのかなというふうに思

います。 

  この預かりに関しては、住区推進課としてはど

のように考えていますでしょうか。 

○地域調整課長 子育てサロンにつきましては、基

本的には休日というふうに考えておりますけれど

も、一時預かりの部分につきましては、４月から

の誰通であったり一時保育、そういったところの

状況もきちんと確認しながら判断していきたいと

いうふうに考えております。 

○水野あゆみ委員 是非よろしくお願いをいたしま

す。 

  話が変わりますが、東京アプリ登録をして１万

１，０００ポイント獲得された方はいらっしゃい

ますでしょうか。結構、半分ぐらい挙がっていま

すかね。ありがとうございます。 

  現在、東京都では、東京アプリにマイナンバー

カードで本人確認登録を済ませると１万１，００

０ポイントがもらえる事業を実施しております。

対象者は１５歳以上の都民となっております。我

が子たち２人もやりました。これは、スマートフ

ォンにアプリをダウンロードしなければならない

ため、ガラケーでは取得ができません。先日もこ

の機会にスマホを買い替えたい、３万円の買い替

え支援をやっているとテレビで見たので、足立区

役所に問い合せたけれどもやってないと言われた

ということで、非常に残念がって私のところにお

電話がありました。 

  この１万１，０００ポイント、始まってから更

に高齢者の方のスマホの需要というのは高まって

いるのかなと思います。 

  昨年の第２回定例会で、我が党の質問で、高齢

者のスマホ購入ニーズを再調査し、東京都の購入

費助成制度を活用すべきとの質問をいたしました。

それに対し区は、６５歳以上の高齢者のうち８

６％がスマホを所有しており、スマホを持ってい

ない方の５８％は必要性を感じていないと回答し

ていることから、スマホ使用意向は決して高くな

いと答弁されています。また、引き続きニーズの

把握を行っていくとともに、他区におけるスマホ

の購入費助成の活用状況なども注視していくと答

弁がございました。 

  現在の高齢者のスマホのニーズ、どのように捉

えていますでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 令和７年度も、介護予防チ

ェックリストのアンケートを基に昨年度と同じよ

うに調査をいたしました。 

  現在、今回こういう回答は、る高齢者の方でス

マホを持っている方は８８％と約２ポイント上が

っております。また、そのうちスマホを持ってい

ない方で必要性を感じていないからという方に関

しましても、今回６２％ということで、昨年度よ

りも１．６ポイント上がっている状況です。 

  また、都のスマホの購入助成ですけれども、こ

れは今年度はスマホをお持ちでない方が初めて購

入するということに対して助成があったかと思う

のですが、２３区のうち１３区が実施していると

いう状況を把握しております。 

○水野あゆみ委員 他区、本当に１３区やっていた

だいておりまして、江戸川区などは３８０人分の

予算に達したため、この年度途中で事業が終了し

ております。 
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  今スマホの需要も調べていただきましたけれど

も、スマホを持っていない方の６２％は必要性感

じていないということでしたけれども、３８％の

方はそうは答えていないわけです。 

  また、先日、我が党の太田議員がこの東京アプ

リの教室を開きまして、是非皆さんに１万１,００

０ポイントを受け取っていただこうと高齢者の方

に集まっていただきました。７名中３名がアプリ

をダウンロードできないガラケーだったそうです。

１万１，０００ポイントが欲しいからスマホに買

い替えたいと言っている方に対して、この３万円

の支援というのは本当に大きいと思います。 

  来年度も東京都は高齢者のスマホ購入に対し３

万円、１０分の１０補助をすると予算案に出して

おります。この事業を活用し、高齢者のスマホ購

入を後押ししていただきたいと考えますが、いか

がでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 令和８年度の東京都の補助

の助成の内容を見ますと、これまでの初めてスマ

ホを手にする方を対象以外に、スマホでお持ちで

も、東京アプリをインストールできるようなＯＳ

というのですか、そこが条件を満たさないような

スマホをお持ちの方も機種変更も可能というとこ

ろが一部これまでと違うところで加わっておりま

す。 

  そういったところもありますので、ちょっとこ

の後、検討はしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○水野あゆみ委員 東京都から１０分の１０出てい

るという中で、また、ＩＣＴを利用できる人の情

報量の差、また経済的格差、分断をデジタルデバ

イドと言います。この今回のＰａｙＰａｙの商品

券事業であっても、参加されていればマックスで

１万２，０００円お得に買物ができたわけです。

当区としてもデジタル行政を本当に進めている中

で、ＩＣＴ利用できないのは自己責任ということ

はあまりにも無責任ではないかと考えます。全庁

的な話かと思いますが、副区長いかがでしょうか。 

○副区長 ２３区のＧｏｖＴｅｃｈの方でもやはり

その事業自体を是非東京都の方でやってくれない

かというような声も上がっているようですので、

今、高齢者施策推進室長が答弁したように、制度

内容変わりましたので、改めて確認をさせていた

だきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 本当に１万１，０００ポイント

欲しい、でも３万円の支援があったら本当に更に

スマホの購入が進むと思いますので、是非区民目

線での行政のサービスお願いしたいと思います。 

  時間になりましたので終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、自民党から質疑があ

ります。 

○しぶや竜一委員 皆さんこんにちは。残り３０分

の中の枠、自民党前半１５分担当させていただき

ますしぶや竜一です。よろしくお願いいたします。 

  先ほど午前中に、岡田委員が触れていただきま

した。本日ひな祭りをもちまして、私、３４歳に

なりました。皆様のお祝い本当にありがとうござ

います。 

  本当に、最初、議長をはじめ、委員長をはじめ、

皆様から控室で早速朝一でお祝いの言葉をいただ

いて、岡田委員だけが私になぜか声を掛けてくれ

なかったので、何でかなと思ったのですけれども、

多分この場で盛大に皆様の前でお祝いしてくれた

のだなと今思うと、私が自ら触れるわけにはいか

ないので、そういったと思うと改めて感謝申し上

げる次第です。ありがとうございます。 

  そんな中で、３４歳というところで、本当にこ

れまでたくさんお祝いをさせていただいている中

でなのですけれども、１５年前、私当時１９歳、

大学生のときですか、大体ひな祭りというところ

で大体覚えてくださってる方が周りの方々にいて、

１週間ぐらい掛けて、おいしい御飯を友達をはじ

め、家族であったり連れてってくれる期間が何年

かあったのですけれども、そういった中で、まさ
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か１週間後、約１週間後に、２時４６分に、３月

１１日、当時金曜日だったのですけれども、私は

そのとき大学に向かう途中、自宅にいたのですけ

れども、足立区では震度５強を観測する東日本大

震災が発生をしました。 

  当時そのとき、私も実家が整骨院をやっていて、

計画停電というところで、本当に真っ暗な中で夜

御飯を食べていた記憶もありますけれども、最も

被災に遭われた方々、震災に遭われた方々、毎回

この立場になって、皆様とともに、この予算特別

委員会中に３月１１日を迎える機会が多いですの

で、毎回黙禱をしているところでございますけれ

ども、今回は重ならないと思いますけれども、改

めて本当にその被災に遭われた方々に対して心か

ら御冥福をお祈りしたいと思っております。 

  本当にいつ何が起こるか分からないといった時

代において、東日本の方ではまだまだ復興の時期

は掛かると思いますけれども、２０２９年度まで

には全事業が終える見込みといったところでござ

いますけれども、実際に会派としても、そして私

個人としても、被災の場を実際に現場を見てみる

と、なかなかそういった状況はまだまだ程遠いの

かなという現実の、ふだんの当たり前の日常を取

り戻すにはまだまだ程遠いのかなと実感するとこ

ろでございます。 

  また、そんな中でなのですけれども、災害対策

について触れさせていただきたいと思っておりま

す。 

  あらまし２０ページ、先ほど水野委員からもご

ざいました。下の方の欄の令和７年９月から開始

された消火器及び住宅用火災警報器の購入費補助、

２億７，０００万円余とあります、あらましの２

０ページにも記載がありますけれども、先ほど、

そういったオンラインであったりとか出張の話が

ございました。 

  改めてなのですけれども、今のこれぐらいの予

算を掛けての申請状況というのはいかがでしょう

か。どのくらいあるのか。 

○災害対策課長 ９月から始まりまして、まだ令和

８年１月の途中の段階ではございますけれども、

申請いただいたのは１万４，０４５件で、金額に

直しますと１億９，６００万円余でございます。 

○しぶや竜一委員 分かりました。ありがとうござ

います。申請してくれる方々が結構多いというと

ころなのですけれども、その申請の中で避難所の

運営訓練、町会や自治会の方々とする機会、私も

町会の一員としてする機会が現場で実際多い中、

声を聞くのが、もちろんその申請のことに対して

も、どのように申請をしたらいいかというところ

ももちろん声があるのですけれども、やはり回収

と処分について、期限切れの消火器とかがあるの

ですけれども、そういったところについてどうし

ていいか分からない、どこに持っていったら分か

らないという声を実は多く耳にします。 

  現在は区内にある特定窓口への持込みか、また

依頼というところでゆうパックによる郵送回収と

なっていると思うのですけれども、回収依頼の内

容によって費用は異なっていると思いますけれど

も、持込みだと１本大体７５６円から、そしてゆ

うパックによる郵送回収ですと１本当たり約６，

０００円からだと思いますけれども、その点は合

ってますか。 

○災害対応力強化担当課長 すみません、ゆうパッ

クでの回収は存じ上げておりませんが、消防設備

の業者で１本２，０００円から３，０００円ぐら

いで引き取ってもらったり、あと購入１本に伴っ

て１本回収してもらえるというサービスもござい

ます。 

○しぶや竜一委員 それに郵送とかを伴って大体６，

０００円からなのかなというところなのかなと思

うのですけれども、実際その回収や処分において

の、そういった活用といいますか、そういうのは

どのぐらいあるのか、分かりますか。 

○災害対策課長 今回の補助制度の中で、新規で御
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購入いただくときに古いものの処分回収も行える

ようになってますが、一応５００本ほどはそうい

った形で処分回収させていただいております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。今聞いて少し安

心したのですけれども、実際その回収処分におい

て、そういった申請した方々に対して、やはりそ

の処分回収のところにおいても区がしっかりと、

補助を出せと言ってるわけではないのですけれど

も、やっぱり説明とかサポートぐらいはしていた

だきたいなと思っていたので、それは実際今やっ

ていただいてるという認識でよろしいですかね。

再度お伺いします。 

○災害対策課長 私どもの今回の補助制度の中で、

処分回収もやらせていただいております。ただ、

その辺りがまだ十分区民の皆様に伝わってないと

いう部分があるということでございますので、引

き続き力を入れて広報してまいりたいというふう

に思います。 

○危機管理部長 すみません、少し補足で、先ほど

水野委員からもお話ありましたとおり、今回購入

補助の仕組みについては十分ＰＲできてると思う

のですが、それ以外のそういった利便性のところ

についてのＰＲがこれからちょっと課題かなと思

っておりますので、そこについては少し力を入れ

てまいりたいと考えております。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  また、そんな中で、先日、地区体の主催の講演

会で、知を生かした効果的な地域防災の実践とい

うテーマで防災科研の李泰榮先生という方からお

話をいただきました。そんな中でなのですけれど

も、ちょっとお聞きしたいのですけれども、指定

緊急避難場所、また広域避難場所、今区内でどれ

ぐらいあるか。大体でいいので教えていただけれ

ばと思います。 

○災害対策課長 一次避難所と広域避難場所という

ことでよろしければ、一次避難所は今小・中学校

等で１２３か所、あと広域避難場所は総合スポー

ツセンター一帯とか荒川河川敷一帯などで今３２

か所でございます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  実際にその中で、その中のお話であったのは、

避難所についてなのですけれども、熊本地震の際

に、李泰榮先生をはじめ防災科研の方々が、一応

ボランティアで手伝いとか、またその状況を把握

するために視察に行ったときの際の話なのですけ

れども、自主的避難所、つまり住民主導の運営の

中で避難所、自主的避難所、そういった指定され

ていない場所でテントを建てたり、様々自主的避

難所を行っているところが、実は実際の場所では

ほとんどだったと聞いております。 

  そういった場合、行政の支援などがやっぱり特

定される指定であったり、広域避難場所という行

政が指定した場所ではなかったので、行政の支援

などが全くできなかったという事例があったと聞

いておりますけれども、そういった中で、足立区

でも同様に、そういったことがやっぱり住民主導

だと言っている中で、自分のまちは自分で守ると

いう中で、そういったところもやはりテントを建

てて住民主体で避難所を多分設置するところが出

てくるのではないかなと思うところで、やっぱり

そういうところに対して、実際問題、足立区とし

て、そういったところに対しても、やっぱり足立

区が、法的にはなかなか難しいところがあるかも

しれないのですけれども、指定した場所じゃない

から、なかなかそういう難しいとか、そういった

ところはなるべくないように、寄り添ったサポー

トをしていただきたいなと思ったのですけれども、

その点についていかがですか。 

○区長 どのくらいそういう数が出るかどうかとい

うことで、災害の規模にもよって参集できる職員

の数にも限りがありますし、またもちろん区外か

らも応援いただくわけですけれども、全てそうい

ったところに支援が入れられるかというとなかな
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か現実的ではないかなと思います。基本的には、

指定の避難所に物資を用意して取りに来ていただ

くということになるかと思いますが、一定程度落

ち着いて、そういった方たちがどの程度どの地域

にいるかということは把握できた段階では、こち

らの方からお届けできるということも考えられる

かもしれないと思います。 

○しぶや竜一委員 分かりました。確かにそうです。

あくまで一時的な避難所と指定したところに、ま

ずはそのために訓練をしているわけですから、そ

ういったところに、なるべく区民の方々が行き届

くように確かに工夫をこれからもしていただけれ

ばならないのかなと感じておりますけれども、一

方で、体制づくり、連携強化という点なのですけ

れども、足立防災ガイド、またハザードマップな

どの情報ツールにおいて、防災科研の方々がおっ

しゃっていたのですけれども、やはり今の中で、

これは全国的に共通する部分であると思うのです

けれども、情報が錯誤して複雑化し過ぎていると

ころが、実はほとんど全国の自治体でも課題とな

っているというところを浮き彫りにしておりまし

た。やっぱりそこは区としても、そこを問題視し

て対応していかなければならないのかなと感じて

おります。 

  足し算をしていくことも大事かもしれないです

けれども、今の段階ではやはり足し算よりも引き

算をしていくことがこれからは重要であるという

ところをおっしゃっておられました。 

  区としても、より分かりやすく区民の方々が情

報を得られるような工夫を凝らしていくためにも

なるべくまとめていく必要があるかと考えるので

すけれども、その点についていかがですか。 

○副区長 先日の江東５区の講演会シンポジウムで

も話が出ましたけれども、例えば区とか江東５区

がＰＲしてもなかなか伝わらない、例えば都知事

とかも公表するとか、そういったことの方がイン

パクトがありますよということですので、何でも

かんでも情報出せばいいということではありませ

んけれども、やっぱり効果のある情報の発信の仕

方というのが重要だと思います。 

○しぶや竜一委員 正に副区長おっしゃるとおりで、

その効果のあるというところがなかなか難しいの

かなと思うのですけれども、やはりそういったと

ころを絞って絞って、若手の職員の方々の意見も

踏まえてなのですけれども、そういった専門家の

アドバイザーの方々のところを集約していただい

て、国の動向を注視しながら、やはり絞って絞っ

て、その重要なポイントとなるところを区民の

方々に分かりやすく伝えていっていただきたいな

と思っておりますので、是非ともよろしくお願い

いたします。 

  少し話が変わりますけれども、町会・自治会の

ところでございます。 

  あらましの中でも、ちょっとすみません、今何

ページかちょっと忘れちゃったのですけれども、

４４ページのところで、委員長はじめ、我が会派

の幹事長が、委員長が、やぐらの高層設備等の設

置費用のところを強く要望させていただいて、今

回この予算のあらましの中にも計上していただい

たというところには本当に誠に感謝を申し上げる

次第でございます。 

  そういったところで、ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、現在の町会・自治会活動活性化用

物品購入助成というところで、上限１０万円のと

ころ、テント、机、椅子、のぼりなどが今対象に

なっているかと思います。本当にやぐらの支援、

それぞれのお祭り、町会・自治会の中でやぐらの

支援というのは本当に大変ありがたいことの中で、

ただそんな中でまた細かくちょっとお聞きしたい

なと思っているのが、材料費のやぐらなどの材料、

当然私も町会の一員としてやぐらを実際に立てて

いる１人として感じるのが、木材など本当に様々

ある中で、その基となる材料の木材、おみこし、

そして私の地域では例えば相撲大会などがありま
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す。そのときもやぐらを立てます。 

  そういったところの、舞台とかもそうなのです

けれども、利用する木材の材料などの材料置場な

どがあるのですけれども、倉庫ですね、そういっ

た倉庫が、実は我々の地元の町会も近隣の町会も

かなり老朽化している状況があります。木材です

ので当然、雨が降っているところは置いておけま

せんので、やはり室内とか倉庫とかでしまうのが、

状況、多分どの町会も自治会もそうなのかなと思

っております。 

  そういったところで、やはり防災の倉庫となる

ところでは、多分町会の中での補助金とかは多分

対象になっているかと思うのですけれども、そう

いった実際老朽化している倉庫や置場などの材料

費などの一部でもいいので、やれる人は結構たく

さんボランティアでもやってくれる方はたくさん

実はいて、ただやっぱり一方でできるのだけれど

も、皆さんも御存じのとおり、材料費は高騰して

いて、実際問題手付かずでなってしまっていると

ころがあるので、そういったところも一部でいい

ので、今回の補助金の対象の中、またそして町会・

自治会の活動活性化用物品購入助成といった補助

金の助成の対象にしていただける考えを持ってほ

しいなと思うのですけれども、その点についてお

伺いします。 

○地域調整課長 今回のやぐら助成につきましては、

委託であったり、そういったところが主になりま

すけれども、実情、町会の方にも確認しながら、

どういった工夫ができるか、今後検討していきた

いというふうに考えております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。よろしくお願い

します。 

○くじらい実委員 自民党残り１５分の時間を担当

します自民党のくじらい実です。よろしくお願い

します。 

  今日のもう最後の枠ということで、皆さんお疲

れもあるかと思いますけれども、最後の最後まで

お付き合いをいただきたいと思います。 

  時間も限られてますので、早速質問に移ります。 

  まず最初に、午前中、岡田委員もちょっと触れ

ておりました。外国人の対応についてということ

で、昨年の参議院の選挙から、結構マスコミとか

では、外国人に対する対応がどうあるべきかとい

うことが結構マスコミでも取り沙汰されているの

かなと思っております。 

  我々自民党としましても、過日の衆議院議員選

挙の公約では、外国人施策としては、不法滞在者

ゼロを目指す、出入国在留管理庁から自治体へ被

仮放免者等の情報をプッシュ型で提供、安全保障

の観点から外国人の土地取得に関する新たな法的

ルールの具体案を速やかに整備、外国人の日本語

習得支援等の拡充、そして外国人に関する地域の

多様な課題や市民の相談等に国及び自治体が連携

して、迅速かつ効果的に対応する体制等の整備に

取り組むということを、選挙のときには自民党と

しては訴えさせていただきました。 

  自民党の中で、特に重要かなと思ってるのが、

こちらもちょっと引用させていただきますけれど

も、我が国の秩序ある地域社会を維持発展させる

ための国家的課題であり、社会変化に合わせて法

律やルールを見直し、安全、安心を確保し、活力

ある地域と成長する日本を実現することが自民党

としての外国人政策ですということで訴えさせて

いただいております。 

  そこで、お伺いしていきますが、現在足立区に

は何人の外国人がいて、人口の約何％を占めてい

るのでしょうか。 

○戸籍住民課長 現在、４万８，４６９名、これは

２月１日時点です。足立区人口の６．９％を占め

ております。 

○くじらい実委員 ２月１日時点ということでお聞

かせいただきました。これあらましの５４ページ

には、これ７月の時点の人口が４万６，２４８名

ということで、人口も６．６％ということでした
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から、恐らくこれまた増えてるのかなという現状

で認識をさせていただきました。 

  こちらの５４ページにあるとおり、多様な区民

主体と歩む地域共生のまちづくりに向けてという

ことで、表題があって、そっちに対してプロジェ

クトチームを指導したということでありますが、

そこについてちょっと幾つかお聞きしたいと思い

ます。 

  まず、このプロジェクトチーム立ち上げたこの

経緯とタイミング、このタイミングで立ち上げた

というのは、何か理由があったのでしょうか。 

○政策経営課長 先ほどくじらい委員からもお話あ

りました参議院議員選挙というようなところもご

ざいますし、また第３回定例会ですとか昨年の決

算特別委員会でも様々外国人人口の増加を踏まえ

た御意見ですとか、区の対応というところの御質

問多くございましたので、プロジェクトチームを

立ち上げさせていただいたというところでござい

ます。 

○副区長 １点補足ですけれども、来年度の当初予

算にいろいろ施策を考えていたときに間に合うよ

うにということでこのタイミングで実施をいたし

ました。 

○くじらい実委員 今までも多分外国人の対応とい

うのがいろいろ課題はあったかと思うのですが、

こうしてプロジェクトチームを立ち上げていただ

いたということはすごくありがたいことなのかな

と思っております。 

  私も以前からちょっとどういう形で対応したら

いいのかなというのは考えてはいたのですけれど

も、やっぱり外国人のコミュニティと言われるも

のに対して、どうやって対応していくのかという

ところがまずポイントになると思いますが、この

コミュニティという、区としてはどう捉えている

のか。それでこのコミュニティというものが、足

立区にいらっしゃる外国人の方のどれくらいの割

合を網羅してるのかというのは分かりますでしょ

うか。 

○地域調整課長 外国人のコミュニティといった場

合、例えば地域的なものであったり職場や学校の

集まりであったり、またそれ以外にも趣味ですと

か宗教的なもの、ＳＮＳでのつながりなど本当に

様々なものがあるかなというふうには認識してお

りますので、そのパーセンテージでお答えすると

いうのはなかなか難しいかなというふうには考え

ております。 

  ただ、今年度、外国人に向けた実態調査を行っ

ておりまして、その中で約１，０００人の方に回

答をいただいておりますけれども、そのうちの約

４０％の方は何らかのコミュニティに所属してい

るという結果ではございました。 

○くじらい実委員 これ例えば区民の皆さんで、日

本人という言い方をしてしまうと失礼かもしれま

せんけれども、やっぱり町会・自治会に入ってる

方どれぐらいですかというと多分もう５０％切っ

てますよねと、４０何％ですよねという話になる

かと思いますが、やっぱりそういう形で、町会・

自治会に入ってる方と入ってない方との、じゃあ

どうやって入ってない方に情報を届けるのかとい

う課題とこれは同じような話にもなるのかなと思

います。 

  これ例えば外国人の方、これ一般的には、ＳＮ

Ｓからの情報を取るケースも多いのかなと思って

るのですけれども、例えばＳＮＳを使って例えば

外国語版のプッシュ型の情報提供とか、今回プロ

ジェクトチームで取り組んでいただく、各分科会

の課題というのはあると思いますけれども、そう

いうところの情報提供というのはＳＮＳを使った

情報提供というのは考えていらっしゃいますでし

ょうか。 

○政策経営課長 今回、転入時にいろいろと情報を

見ていただくというようなことで今取組を進めて

いくところなのですけれども、既に例えばお住ま

いになってる方に情報を伝えるというのは正に今
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くじらい委員おっしゃったとおり、なかなか難し

いところだなというふうに思ってますので、一つ

やり方としてあるのだろうなというふうに考えて

おりますので、これからＰＴの中でまたちょっと

検討していきたいなというふうに思っております。 

○くじらい実委員 なかなか区のホームページは外

国語対応してますよと言っても、そこはあくまで

入っていかないと情報は取れないと思いますので、

そうやって逆にプッシュ型の情報提供もありなの

かなと思っております。ここは是非検討していた

だきたいと思います。 

  あと、それと、先ほどおっしゃってましたコミ

ュニティ、約４０％ぐらいあるのかなという話な

のですが、こちら、例えば前回総務委員会でもお

話あったかと思いますが、日本語学校ですとか、

日本語のボランティア教室、ＮＰＯ等、こういう

ところに積極的に関与していくことによって外国

の方との接触の機会が増えるのかなと思いますが、

そういったところに対しての連携というのはどう

いう形で捉えてますでしょうか。 

○地域調整課長 まず、日本語ボランティア教室で

すとか、区内で学習支援などを行っているＮＰＯ

などとは定期的に連絡会なども開いて情報共有な

どもしております。また、日本語学校のところに

なりますけれども、ＰＴの方で直近で訪問もさせ

ていただいて協力を求めているところでございま

して、例えば地域の清掃活動であったりですとか、

制度のルールの周知、そういったところでは協力

していただけるというお返事もいただいていると

ころですので、そういったところからまずは取組

を進めていきたいというふうに考えております。 

○くじらい実委員 是非積極的に連携は取っていた

だきながら取り組んでいただきたいと思いますけ

れども、これちょっとこの質問最後になりますが、

このプロジェクトチームの目的として、どういう

形、最終的には当然この各分科会の主な課題とい

うのを解決するところが一番目標なのでしょうけ

れども、将来的な目標としてはどんなことを考え

ていらっしゃいますでしょうか。 

○区長 まず大きな目的は、各所管でそれぞれ外国

人対応していたのですけれども、なかなか横断的

にできてなかった。つまり、幾つかの部署が一緒

になることによってより効果的な事業が展開でき

るだろうということの全庁的な政策が音頭取りに

なって、全方位の抜けがないかどうかを見るとい

うことが一つＰＴの目標ですけれども、最終的に

どこまで行きたいかといえば、やはり地域、外国

人の方が急に増えて、いわゆるいわれのない不安

感のようなことで、日本人の毎日が脅かされるよ

うなことがあってはいけませんので、日本人の方

たちも、そしてまた外国籍の方々も、それぞれが

安心して地域で暮らせるように、そういう地域性

をつくっていくということが最終的なこのプロジ

ェクトの目標かと考えております。 

○くじらい実委員 ありがとうございます。 

  正にそこだと思います。この主題としては、地

域共生のまちづくりに向けてということで銘打っ

ておりますし、私も例えば町会に外国人の方いら

っしゃいます。全然すごくいい方ですし、横にい

たらすごく仲よくするのですけれども、一くくり

に外国人といったときに、なぜか急に枠がはめら

れて、外国人を一緒くたに見てしまうところ、何

となく今までマスコミの風潮もあるのかなと思い

ますので、ここしっかり区としても取り組んでい

ただいて、この共生社会というところをしっかり

取り組んでいただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  それと、あと一つお伺いをします。 

  こちら町会・自治会の支援についてお伺いをし

ます。 

  先ほどしぶや議員からやぐらの補助の件につい

て、44 ページです、今回予算組んでいただいてお

りますが、こちら、町会・自治会のやぐらの支援、

本当に町会の方も喜んでおります。 
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  それの中で、例えば今子ども祭りとかでやぐら

を組まずに夏祭りをやったりというところもある

と思うのですけれども、こういうところに対して

は何かやぐらではない部分での補助というのは何

か考えてらっしゃるのでしょうか。 

○地域調整課長 今回新たに設置します助成制度に

つきましては、やぐらと、あとはテント、高層設

備、電気工事を対象にしておりまして、やぐらを

組まなくても例えば高層設備を使うですとか、照

明、電気工事を伴うそういったイベントの際にも

使えるような構成というふうにしております。 

○くじらい実委員 やっぱりコロナを経て一時期盆

踊りをやらなくなってしまったというところも町

会さん、自治会さんもあると思いますけれども、

何とかそんな中でもしっかり子ども祭りとして残

したいというところもたくさんあると思いますの

で、そういうところに対しても、補助をお願いで

きたらと思います。 

  ちょっとこちら具体例として一つ要望があるの

ですが、まず町会・自治会のＩＣＴ化、これ先ほ

ど水野委員もスマホのお話されてましたけれども、

これＩＣＴ化というのはちょっと課題かなと思っ

ておりまして、以前から東京都で電子回覧板とい

うものに対しての補助をしますという話あったと

思うのですけれども、電子回覧板というのはどう

いう、具体的などういうものを指してるのでしょ

うか。 

○地域調整課長 例えば、ＬＩＮＥなどを活用して

ＰＤＦでチラシなどを時間、場所問わずに配信な

どをして、加入者もそれを見れる、そういった仕

組みというふうに捉えております。 

○くじらい委員 私もちょっとメールとかで回覧板

をただメールで送ってるのかなとか、そういうイ

メージもあったのですけれども、今お話だとＬＩ

ＮＥとかでもＰＤＦで送ったりということで、日

常使ってる道具を使ってるイメージなのですが、

これちょっと私の地元のところで伊興仲町会とい

う町会がありまして、こちらの町会、ＬＩＮＥの

公式アカウントを使って情報システムを利用して

いるとお聞きをしております。 

  足立区の公式アカウント、公式ＬＩＮＥカウン

トみたいな形でやってらっしゃるのですけれども、

そこには回覧板ですとか掲示板、また資源回収、

イベントカレンダー、あと防災情報、またお問合

せというメニューが並んでおりまして、町会の情

報とか、例えば活動写真とかも全部プッシュ型で、

町会の方にお伝えできるそうなのですが、これ伊

興仲町会以外でもこういうことやってるというの

は何かお聞きしたりしてますか。 

○地域調整課長 役員の間で、何かそういったシス

テムというかＬＩＮＥなどを使ってやり取りをし

ているところは聞いておりますけれども、町会全

体でとなるのは聞いてはおりません。 

○くじらい実委員 やっぱりこの伊興仲町会さんも

最初は役員さんで始めたのだと思うのですが、今

もう役員以外にもやっておりまして１００人超え

てますということお聞きをしております。 

  ここでちょっと問題になるのが、町会員の数、

１００人では収まらないと思うのですよね。この

ＬＩＮＥのこの無料版が通知が月に２００通まで

は無料だそうなのですけれども、月に５，０００

通が今度５，５００円を、有料版でないと５，０

００通は通知ができないということになってるそ

うで、どうしても２００人、３００人になってく

ると、２００通では月に１回も情報を送れないと

いうことになるので、やっぱり５，０００通が必

要になってくると。そうすると、月に５，５００

円はやっぱり掛ってくるということなのですが、

まず東京都のデジタル化の推進助成というのがあ

るみたいなのですけれども、まず東京都のデジタ

ル化の推進助成、こちらについてはいかがでしょ

うか。 

○地域調整課長 今年度、例えばそういった電子回

覧板のシステム利用料を１０分の１０で補助する
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というものがございました。ただ、最長１２か月

だけを補助するという内容ではございます。 

○くじらい実委員 これ多分東京都の補助を使った

としても１年後にはまた月５，５００円掛ってく

るよねという話になると思うのですが、やはりこ

の町会のこのＩＣＴ化は結構課題かなと思ってお

ります。当然使えない町会さんもあると思います

が、やっぱり使えるところからしたら、これＬＩ

ＮＥで手軽に町会員を集められると。会った方、

町会員じゃない方に、これ町会のＬＩＮＥだけれ

ども入ってみますかといったら、結構気軽に入っ

ていただけるという話をされてまして、これは町

会の会員を増やすためにも手頃なツールになるの

かなと思っております。 

  先ほど東京都の方が１２か月で一度１０分の１

０ですけれども終わってしまうということになる

と、やっぱりその継続的な補助というのが必要だ

と思うのですけれども、デジタル化に向けての区

としてのこの助成制度というのは何か検討いただ

けることはできますでしょうか。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○地域調整課長 来年度の東京都の状況も確認しつ

つ、区としても継続的に利用できるような補助制

度を検討してまいります。 

○くじらい実委員 もう時間になりますので、やっ

ぱり町会・自治会のデジタル化、できるところは

やっぱり進めていかなきゃいけないと思いますの

で、是非区としてもしっかり助成していただけれ

ばありがたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。 

  以上で終わります。 

 

           ◇            

 

○伊藤のぶゆき委員長 本日の審査はこの程度にと

どめ、散会いたします。 

  なお、次回の委員会は、５日午前１０時より開

会いたしますので、定刻までに御参集願います。 

午後３時５９分散会 

 


